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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） １ 経費の抑制

（小項目） （１）試験・研究及び林木育種事業

① 各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行う事業について、少なくとも前年度の

一般管理費の3％及び業務経費の１％の合計に相当する額を抑制する。平成18年度以

降の5年間において、常勤役職員の人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び

指 標 法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について5％以上

削減する。役職員の給与について必要な見直しを進める。さらに、人件費改革を平成

23年度まで継続する。管理部門等の効率化を行い、統合メリットを発現することによ

り、中期目標期間の最終事業年度において、平成18年度予算における一般管理費比で

10％相当額の抑制を行う。

１.中期目標：

業務運営の効率化による経費の抑制については、各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行

う事業について、少なくとも前事業年度の一般管理費の 3 ％及び業務経費の 1 ％の合計に相当す

る額を抑制する。

また、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成 18 年法律第 47
号)に基づき、平成 18 年度以降の 5 年間において、国家公務員に準じ、5 ％以上の人件費（退職

金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏

まえた給与改定部分を除く。）の削減を行う。このほか、国家公務員の給与構造改革に併せ、人

事院勧告を踏まえた給与体系の見直しを進める。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針 2006」(平成 18 年 7 月 7 日閣議決定)に基づき、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、人

件費改革を平成 23 年度まで継続する。

以上に加え、管理部門等の効率化を行い、統合メリットを発現することにより、中期目標期間

の最終事業年度において、平成 18 年度予算における一般管理費比で 10 ％相当額の抑制を行う。

２.中期計画：

業務運営の効率化による経費の抑制については、各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行

う事業について、少なくとも前年度の一般管理費の 3 ％及び業務経費の 1 ％の合計に相当する額

を抑制する。

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律第 47 号）

に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成 18 年度以降の 5 年間において、常勤

役職員の人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏

まえた給与改定部分を除く。）について 5 ％以上削減する。

また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告を踏まえて、役職員の給与について必要

な見直しを進める。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」(平成 18 年 7 月 7
日閣議決定)に基づき、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続

する。

以上に加え、管理部門等の効率化を行い、統合メリットを発現することにより、中期目標期間

の最終事業年度において、平成 18 年度予算における一般管理費比で 10 ％相当額の抑制を行う。

３.中期目標の達成状況：

経費削減を達成するため、業務の優先度に基づく執行や資金の使途ごとの支出限度額の設定に

よる目標管理等、執行予算の管理体制を強化した。削減の主なものは、省エネ及び各業務内容の

見直しによる経費節減を図った。
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これらにより、各年度において前年度の一般管理費 3 ％及び業務経費 1 ％の合計に相当する額

を抑制し、平成 18 年度一般管理費比 10 ％相当額 121,953 千円以上の 183,974 千円を含め、運営

費交付金全体で 458,933 千円を削減した。

○ 運営費交付金、及びそれに係る業務経費と一般管理費の決算額 （単位：千円）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

運営交付金 10,290,907 10,297,032 10,016,105 9,825,944 9,831,974

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

業 務 経 費 1,804,204 1,781,752 1,731,098 1,686,413 1,594,287

対前年度推移 94.9％ 98.8 ％ 97.2 ％ 97.4％ 94.5％

一般管理費 1,057,407 996,849 960,851 917,155 873,433

対前年度推移 94.5 ％ 94.3 ％ 96.4 ％ 95.5 ％ 95.2％

合 計 2,861,611 2,778,601 2,691,948 2,603,569 2,467,720

対前年度推移 94.8％ 97.1 ％ 96.9 ％ 96.7％ 94.8％

注：千円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

人件費については、平成 18 年度以降の 5 年間において、退職による人員の減のほか、職員の

新規採用を抑制したことにより、基準年度（平成 17 年度）に対し 5.8%の削減率となり、目標の 5
％以上を達成した。

また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」(平成 18 年 7 月 7 日閣議決定)に基づ

き、国家公務員の給与構造改革を踏まえ実行するとともに人件費改革に基づく人件費の削減を平

成 23 年度まで継続することとし、平成 17 年度比 6 ％以上を削減することとした。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

各年度において前年度の一般管理費 3 ％及び業務経費 1 ％の合計に相当する額を抑制し、平成 18
年度一般管理費比 10 ％相当額 121,953 千円以上の 183,974 千円を含め、運営費交付金全体で

458,933 千円を削減を図った。また、人件費については、基準年度（平成 17 年度）に対し 5.8%の

削減率となり、目標の 5 ％以上を達成したこと

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） １ 経費の抑制

（小項目） （２）水源林造成事業等

② 水源林造成事業等について、事務及び事業の見直し、組織の見直し、運営の効率化
を図るとともに、中期目標期間の最終事業年度に機構の平成19年度経費と比較して、

指 標 ①一般管理費については35％、②人件費（退職金、退職給付引当金繰入及び福利厚生
費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえ
た給与改定部分を除く。）については40％、③事業費については36％削減する。

１.中期目標：
機構から承継した水源林造成事業等について、事務及び事業の見直し、組織の見直し、運営の

効率化を図るとともに、独立行政法人整理合理化計画に基づく横断的な雇用確保対策等が図られ
ることを前提に、中期目標期間の最終事業年度に機構の平成 19 年度経費と比較して、①一般管理
費については 35 ％、②人件費（退職金、退職給付引当金繰入及び福利厚生費（法定福利費及び法
定外福利費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について
は 40 ％、③事業費については 36 ％削減する。

２.中期計画：
機構から承継した水源林造成事業等について、事務及び事業の見直し、組織の見直し、運営の

効率化を図るとともに、独立行政法人整理合理化計画に基づく横断的な雇用確保対策等が図られ
ることを前提に、中期目標期間の最終事業年度に機構の平成 19 年度経費と比較して、①一般管理
費については 35 ％、②人件費（退職金、退職給付引当金繰入及び福利厚生費（法定福利費及び法
定外福利費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について
は 40 ％、③事業費については 36 ％削減する。

３.中期目標の達成状況：

（ア）一般管理費
一般管理費については、本部事務所の 2 フロアーから 1 フロアーへの縮減や農用地部門の出先

事務所の一部解約による事務所借料の削減、室内の温度管理・昼休みの消灯等による電気料の削
減、リサイクルによる活用や共有化の推進による消耗品等の削減、複写機契約の見直しなどによ
る賃借料の削減などを図った結果、中期目標の最終年度では、平成 19 年度と比較して 46.2 ％を
削減し目標を達成した。

（イ）人件費
農用地整備事業等に係る事業区域等の完了・縮小に伴い、職員数の削減に取り組む必要がある

ことから、退職者の不補充に加え職員の他法人への移籍等に取り組んだ結果、平成 22 年度期末
の職員数（461 人）は平成 19 年度期末（667 人、注 1）と比べ△ 206 人の減となった。

また、旧機構から承継した職員については、研究所の給与体系を適用することとして、給与水
準の引き下げを図った。

この結果、人件費は、平成 19 年度と比較して 40.1%を削減し目標を達成した。

（ウ）事業費
事業費については、「森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プログラム」に基

づく総合コスト構造改善に努め、効率的に事業を実施したものの、厳しい経済情勢に対応した国
の方針に従い、災害防止対策や経済対策として補正予算等の事業を実施した結果、事業費は 32.6
％の削減に留まった。（達成割合としては、90.6 ％になった。）
なお、当該補正予算等に係る額及び繰越額を除いて算出した事業費は、38.6 ％の削減率となり、

目標の 36 ％に対して 107 ％となっている。

○ 一般管理費、人件費及び事業費の削減率 （金額：千円）
平成19年度 平成22年度 対19年度 対19年度

区分 削減額 削減率 備考
① 注1 ② ③ ③／①

一般管理費 1,093,147 588,416 △504,731 △46.2％
人件費 5,850,875 3,502,487 △2,348,388 △40.1％ 注2
事業費 90,102,126 60,735,140 △29,366,986 △32.6％

注 1 ①については、国際農林水産業研究センターに承継された海外農業開発事業を除く。
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2 人件費については、退職金、退職給付引当金繰入及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)並びに
非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：
一般管理費については、事務所経費の削減などにより目標を大きく上回る削減率を達成してい

ること、人件費については、退職者の不補充等の自助努力を講じて目標を達成していること、
一方、事業費については、コスト縮減に努め効率的に事業を実施したものの、厳しい経済情勢に

対応した国の方針に従い、災害防災対策や経済対策として補正予算等の事業を実施した結果、目標
達成に至らなかったものであるが、達成割合は 90.6 ％であること、当該補正予算等に係る額及び
繰越額を除いて算出した事業費は、38.6 ％の削減率となり、目標の 36 ％に対して 107 ％となって
いること、
などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（中項目） １ 経費の抑制

第１-１

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 各事業年度の人件費を除く運営費交付金で行う事業について、少な
くとも前年度の一般管理費の3％及び業務経費の1％の合計に相当する
額を抑制する。平成18年度以降の5年間において、常勤役職員の人件費
（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事
院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について5％以上削減する。 a 100 １
役職員の給与について必要な見直しを進める。さらに、人件費改革を
平成23年度まで継続する。管理部門等の効率化を行い、統合メリット
を発現することにより、中期目標期間の最終事業年度において、平成1
8年度予算における一般管理費比で10％相当額の抑制を行う。

② 水源林造成事業等について、事務及び事業の見直し、組織の見直し、
運営の効率化を図るとともに、中期目標期間の最終事業年度に機構の
平成19年度経費と比較して、①一般管理費については35％、②人件費 a 100 １
（退職金、退職給付引当金繰入及び福利厚生費（法定福利費及び法定
外福利費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改
定部分を除く。）については40％、③事業費については36％削減する。

（ 指標数：２ 、ウェイトの合計③：２ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
200

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 2

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

（小項目）

指 標 ① 業務の質の向上及び業務運営の効率化を図るため、自己評価を行い、その結果を業

務運営に適切に反映させる。

１.中期目標：

業務の質の向上及び業務運営の効率化を図るため、自己評価等を行い、その結果を業務運営に

適切に反映させる。

２.中期計画：

業務の質の向上と業務運営の効率化を図るため、自己評価を行うとともに、試験・研究及び林

木育種事業について、外部専門家・有識者による研究評議会等での意見をその運営に適切に反映

させる。

３.中期目標の達成状況：

業務運営については、業務点検票及び業務管理カードによる自己点検を行い、PDCA サイクル

による自己評価を行って業務改善に反映させた。また、平成 22 年度からは、内部統制強化のため

のリスク対応計画を用いた PDCA サイクル点検を開始した。

また、事務・事業改善委員会において、事務・業務の改善に関する提案を募り、問題点の抽出を

行い、業務の効率化、事務処理の簡素化を図った。

研究課題の自己評価については、重点課題推進会議で課題担当者による自己点検を行うととも

に、研究推進評価会議及び育種推進評価会議において研究課題責任者等による議論を行い、それ

らの結果を研究計画の見直しや予算措置等に反映させた。

整備センターでは、外部有識者を含む整備センターに設置したセンター所長をトップとする「セ

ンターコンプライアンス推進委員会」の下、平成 20 年度に制定した「緑の行動規範」の周知徹底

及びコンプライアンスの一層の推進と徹底を図るため、PDCA サイクル（P：年度実施計画を審議

・承認、D：実施、C：全職員を対象にコンプライアンス・自己診断を実施し、浸透・定着状況の

点検、A：評価・次年度の実施計画策定にあたっての課題を抽出）を実施している。さらに、問

題点の把握には、「独立行政法人森林総合研究所公益通報処理規程」に基づき、不正行為を内部か

らチェックできるシステムも整備している。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

業務運営について、PDCA サイクルによる自己点検を実施し、さらにリスク対応計画による改

善を行い、その結果を業務運営に適切に反映させたこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

（小項目）

指 標 ② 外部専門家・有識者等の協力を仰ぎつつ自ら点検を行うとともに、その評価手法の

効率化に努める。

１.中期目標：

外部専門家・有識者等の協力を仰ぎつつ自ら点検を行うとともに、その評価手法の効率化に努

める。

２.中期計画：

研究重点課題の自己評価に当たっては、外部専門家を含む公正な評価を行うとともに、複数の

評価制度を取り入れ評価の効率化を図る。また、評価者及び被評価者の間における双方向コミュ

ニケーション及び事後評価を導入する。

研究所の運営に当たっては、組織単位ごとに自己評価を行うなど、計画、実施、点検及び対策

のサイクルでその効率化を行う。

３.中期目標の達成状況：

外部専門家等による評価については、研究課題については、外部評価委員を招いて重点課題評

価会議及び育種外部評価会議を開催し、重点課題、研究課題群及び研究項目並びに林木育種研究

に係るピアレビューを行い、その結果を受けて評価委員とその後も議論しながら自己評価を行っ

て独法評価に対応した。また、評価を効率的に行うために、外部評価委員によるピアレビュー、

上部課題責任者による評価及び自己チェックのみによる自己評価など課題の重要度に応じて異な

る評価方法を用いることとし、研究課題の事後評価については、交付金プロジェクトについてプ

ログラムオフィサーの制度を導入して実施の体制を整えた。

業務運営全般についての外部委員による評価としては、本所及び各支所ごとに外部有識者によ

る研究評議会を年 1 回開催した。会議では、各年度の活動報告、研究評議会や林野分科会の指摘

事項への対応状況の説明等を行い、それらについて各委員から幅広い助言を得た。支所の研究評

議会では、地域ニーズに対応した研究、研究と育種の連携や研究成果の普及・広報等に関する話

題が特に取り上げられた。研究評議会で出された意見については、対応策について検討し、次年

度計画の見直しに反映させた。

評価手法の効率化については、研究課題については、基礎研究と開発研究とにおけるｓ評価に

ついての考え方及び評価指標についての見直しを行い職員に周知するとともに、評価結果を表す

基準を独法評価委員会に合わせて 6 段階から 5 段階に変更した。また、既往の業務運営システム

に改良を加えて、内部統制強化のためのリスク対応計画を作成して、研究所の業務に係るリスク

の識別、評価、対応計画の策定と取り組みの推進等を進め、次年度目標の策定等に反映させるサ

イクルを確立することとした。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

外部専門家・有識者等による外部評価を行い、自己評価にその結果を反映させたこと、

また、外部有識者による研究評議会を開催し、出された意見を次年度計画に反映するなど、外部

専門家・有識者の意見を運営に適切に反映させたこと
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などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

（小項目）

指 標 ③ 研究職員の業績評価は、自己評価を基本に客観性及び透明性を確保した上で組織と

しての実績の向上を図るために行い、その結果を資源の配分、処遇等へ適切に反映さ

せる。

１.中期目標：

研究職員の業績評価は、自己評価を基本に客観性及び透明性を確保した上で組織としての実績

の向上を図るために行い、その結果を資源の配分、処遇等へ適切に反映させる。

２.中期計画：

研究職員の意欲向上及び自己啓発を目的として、研究職員の業績評価を多面的な方向から行う。

評価制度は不断の見直しを行い、組織内の良好な意思疎通を図るとともに、評価結果を資源の配

分、処遇等へ適切に反映させる。

３.中期目標の達成状況：

研究職員の業績評価の見直しについては、22 年度業績の評価から目標設定型の評価項目を新た

に加え、課題遂行及び組織・業務運営に係る 22 年度の目標・計画を各研究職員に設定させる取り

組みを行った。また、評価の客観性及び透明性の確保については、業績審査委員会の活用や評価

者訓練を行うこと等で対応した。

また、評価結果の処遇への反映については、全ての研究管理職員については、20 年度の評価結

果を 21 年の 12 月期の勤勉手当等に反映させ、林木育種部門以外の一般研究職員については、21
年度の結果から 12 月期の勤勉手当等に反映させた。一方、林木育種部門では、一般研究職員の意

欲向上等を目的として平成 19 年度までに業績評価の導入を検討し、平成 20 年度には試行する体

制を整え、平成 22 年度には業績評価を本格導入し、多面的な活動を総合的に評価して結果を 23
年度の勤勉手当に反映することとした。

また、優れた研究成果をプレスリリースまたは成果選集に取り上げられた担当者には、研究費 20
万円を支給する優遇措置を行った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

研究職員の業績評価を実施し、評価結果を資源の配分及び処遇に適切に反映させたこと

などから「ａ」と評定した。

独立行政法人森林総合研究所

9



中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

（小項目）

指 標 ④ 一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、評価制度

の改善について検討する。

１.中期目標：

一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、評価制度の改善につ

いて検討する。

２.中期計画：

一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、新たな評価制度の導

入を検討する。

３.中期目標の達成状況：

国における人事評価制度の動向、独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、新たな人事評価制度

を構築するため、平成 20 年度は新たな人事評価制度の導入について検討を行い、平成 21 年度は

農林水産省所管 9 独立行政法人で構成する「一般職員等の新たな人事評価制度検討会」に参画し、

検討会での検討結果を踏まえて、20 年度及び 21 年度と 2 回の試行を実施した。

なお、これまで 2 回の試行結果の検証等を踏まえ、平成 22 年 10 月 1 日から新たな人事評価制

度を導入した。

また、森林農地整備センターにおいても、平成 21 年度まで試行を実施し、その結果を踏まえ、

平成 22 年 10 月 1 日から新たな人事評価制度を導入した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

一般職員等の新たな人事評価制度を導入したこと、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目）第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（中項目）２ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

第１-２

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

①業務の質の向上及び業務運営の効率化を図るため、自己評価を行い、 a 100 １
その結果を業務運営に適切に反映させる。

②外部専門家・有識者等の協力を仰ぎつつ自ら点検を行うとともに、
a 100 １

その評価手法の効率化に努める。

③研究職員の業績評価は、自己評価を基本に客観性及び透明性を確保 a 100 １
した上で組織としての実績の向上を図るために行い、その結果を資
源の配分、処遇等へ適切に反映させる。

④一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点か a 100 １
ら、評価制度の改善について検討する。

（ 指標数：4 、ウェイトの合計③：4 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
400

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 4

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （１）資金

指 標
① 運営費交付金を効率的に活用して研究を推進するとともに、研究を加速することを

目的として競争的研究資金等外部資金の獲得に積極的に取り組む。

１．中期目標：
研究所は、運営費交付金を効率的に活用して研究を推進するとともに、研究を加速することを

目的として競争的研究資金等外部資金の獲得に積極的に取り組む。

２．中期計画：
中期計画の達成のため、運営費交付金による所内プロジェクトを活用して、研究資金の効率的

運用に努める。
外部資金の獲得のため、研究所に設置している研究戦略会議等において、外部情勢の把握及び

プロジェクト企画の迅速化に努め、積極的に競争的研究資金、委託プロジェクト等の獲得に努め
る。

研究課題の評価結果に基づく研究資金の傾斜配分、外部資金獲得に対するインセンティブの付
与等により、研究活動の活性化及び研究成果の質の向上を図る。

３．中期目標の達成状況：
運営費交付金による所内プロジェクトを中期目標期間中 56 課題実施し、中期計画達成に資す

る林業・木材に関わる課題や外部資金獲得のための予備的課題などを推進することにより、研究
資金を効率的に運用した。

研究戦略会議を毎月定期的に開催し、外部情勢の把握や研究プロジェクトの企画を行い、競争
的研究資金や委託プロジェクト等の獲得に努めた。その結果、中期目標期間中に文部科学省 183
課題、農林水産省 25 課題、環境省 19 課題、合計 227 件の課題が採択された。
応募件数は 190 件前後、採択数は 40 ％程度で安定しており、継続と新規を合わせた外部資金の

獲得状況は年々増加してきた。

○ 競争的資金等獲得への応募状況の推移 （*注：採択（契約）は、応募した翌年度に決定。）

応募年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

応募件数 180 214 194 188 187

契約年度(*) 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

採択（契約）数 36 39 55 49 43

（採択率 ％） （20.0) (18.2) （28.4） （26.0） （23.0）

○ 外部資金の獲得状況の推移 （継続＋新規）
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円）

109 881 128 922 125 988 132 1,197 142 1,269

研究課題の評価結果を踏まえ、査定額を調整するなどして予算の重点化を図った。プレスリリ
ースや主要成果選集の選定された担当者には別途予算を配賦したり、獲得した外部資金の円滑な
運用のため、契約期間外の活動や非常勤特別研究員の雇用経費を補填したりすることによりイン
センティブを付与し、研究活動の活性化及び研究成果の質の向上を図った。

独立行政法人森林総合研究所
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評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

所内プロジェクトにより運営費交付金を効率的に活用して研究を推進するとともに、競争的研

究資金等外部資金の獲得に積極的に取り組んだこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （２）施設・設備

指 標 ② 研究の重点化に対応した効率的な研究施設・設備の利用を計画的に進める。

１．中期目標：

研究の重点化に対応した効率的な研究施設・設備の利用を計画的に進める。

２．中期計画：

研究の重点化に対応した共用施設の利用計画に基づき、研究施設の合理的な再配分を行い、効

率的な利用を図る。

共同研究等による試験及び研究の連携・協力を進め、研究施設・設備の効率的な活用を図る。

施設及び設備、機械の保守管理については、業務の性格に応じて計画的に外部委託を行う。

３．中期目標の達成状況：

外部との共同研究を推進するため、「実用化カタログ」を発刊するとともにホームページ上に「共

同研究に利用できる施設及び機械・機器」のリストを公開し、研究施設・設備を効率的に活用し

た。

アウトソーシング実施状況の推移（表） H18～H22

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

業務委託費（千円） 147,558 147,483 147,782 167,668 158,761

業務委託数（件） 14 17 17 12 12

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

ホームページによる情報の公開等により、効率的な研究施設・設備の利用を進めたこと、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （３）組織等

③ 森林・林業・木材産業に係る政策及び社会的ニーズに対応し、成果を効率的に創

出するため、組織の適切な運営を図る。

全国5カ所に設置している試験地については、研究目的の達成に必要な現地調査

指 標
体制を確保することを前提に、効率的かつ効果的な運営を行う観点から、要員の恒

常的な配置の必要性について見直しを行う。

全国93カ所に設置している試験林については、効率的かつ効果的な運営を確保す

るための見直しを行う。

全国4カ所に設置している増殖保存園については、業務の実施方法の改善によっ

て効率化を図り、要員配置について見直しを行う。

１．中期目標：

森林・林業・木材産業に係る政策及び社会的ニーズに対応し、成果を効率的に創出するため、

組織の適切な運営を図る。

全国 5 カ所に設置している試験地については、研究目的の達成に必要な現地調査体制を確保

することを前提に、効率的かつ効果的な運営を行う観点から、要員の恒常的な配置の必要性に

ついて見直しを行う。

全国 93 カ所に設置している試験林については、効率的かつ効果的な運営を確保するための見

直しを行う。

全国 4 カ所に設置している増殖保存園については、業務の実施方法の改善によって効率化を

図り、要員配置について見直しを行う。

２．中期計画：

成果に対する評価結果及び政策・社会的ニーズに適切に対応するため、機動的な点検・見直し

を行う。

全国 5 カ所に設置している試験地については、試験及び研究目的の達成に必要な現地の調査体

制を確保しつつ、要員の恒常的な配置の必要性について見直し、研究の効率化を図る。

全国 93 カ所に設置している試験林については、その必要性の検討を行った後、3 割減を目標

に見直しを行う。

全国 4 カ所に設置している増殖保存園については、事業の達成に必要な体制を確保しつつ、育

種場等に勤務する職員により業務を実行する等の改善によって効率化を図り、要員配置について

所要の見直しを行う。

中期目標の達成状況：

・政策及び社会ニーズに対応するため、産学官連携推進室を本所に、産学官連携推進調整監ポス

トを本所及び四国支所に設置した。

・全国 5 カ所に設置していた試験地のうち千代田試験地及び多摩試験地について、それぞれ本所、

多摩森林科学園と一体的に業務を行うこととして、これらの組織に統合し、専属の主任を廃止し

た。

・全国に設置していた 93 カ所の試験地については、試験研究の進捗状況を踏まえて計画的な見

直しを行い、平成 18 ～ 22 年度の間に 32 カ所を廃止した。

・増殖保存園は、気象条件の相違や種苗（原種）の配布区域の制限等に対応して、林木育種セ

ンター、東北育種場及び関西育種場に合わせて 4 カ所設置している施設で、平成 18 年度末には、

独立行政法人森林総合研究所
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関西育種場の山陰増殖保存園の常勤職員が駐在して業務を行う体制から、同育種場の職員が管

理等を行うこととして、山陰増殖保存園管理係を廃止した。

また、（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）された「独立行政法人整理合理化計画」において、「増

殖保存園の要員配置についての見直しを前倒しして実施する」とされたことを受けて、平成 19
年度末に、関西育種場の四国増殖保存園の業務実施方法を見直し、常勤職員 1 名の体制とした。

増殖保存園の要員配置状況

増殖保存園名 18年度当初 H19年度当初 H20年度当初

奥 羽 1 1 1

長 野 1 1 1

山 陰 1 - -

四 国 2 2 1

計 5 4 3

注：山陰増殖保存園は、平成19年度から関西育種場本場で管理

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

試験地、試験林等の見直しを計画的に進めたこと、、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （３）組織等

指 標
④ 森林・林業・木材産業に関する試験研究と林木育種事業を一体的に実施するため

の体制を整備し、効果的・効率的な運営を図る。

１．中期目標：

森林・林業・木材産業に関する試験研究と林木育種事業を一体的に実施する体制を整備し、効

果的・効率的な運営を図る。

２．中期計画：

管理部門の効率化を図るとともに、森林・林業・木材産業に関する試験研究と林木育種事業を

一体的に実施するための体制を整備する。

３．中期目標の達成状況：

平成 19 年の法人統合(旧森林総合研究所及び旧林木育種センター)に伴い管理部門の見直しを行

うとともに、試験研究と林木育種の連携を図るために森林バイオ研究センター及び遺伝・育種関

連分野連絡会を設置して体制の整備を図り、両者を一体的に実施する取組を推進してきた。

管理部門の効率化については、統合前の両法人におかれた監査室、企画及び総務を担当する部

等の組織の統合・再編を行うとともに、所内における会議・職員研修・一般公開等の各種行事の

合同開催、本所・支所と育種センター・育種場相互間における共同契約の推進等の取組により事

務・業務の効率化を推進し、あわせて本支所と育種場の総務部門の人事交流を継続的に実施して

管理部門における業務の円滑かつ一体的な実施に努めてきた。

また、研究と林木育種の一体的実施については、具体的には、林野庁委託事業「遺伝子組換え

による花粉発生制御技術等の開発」（平成 20 ～ 24 年度）、生物系特定産業技術研究支援センター

の競争的資金「スギ優良個体の選抜のためのゲノムワイドアソシエーション研究」（平成 21 ～ 25
年度）、技会実用技術開発事業「スギ再造林の低コスト化を目的とした育林コスト予測手法及び適

地診断システムの開発」（平成 21 ～ 24 年度）、林野庁補助事業「広葉樹における遺伝的多様性の

評価手法の開発」（平成 22 ～ 24 年度）、技会委託プロジェクト「森林及び林業分野における温暖

化緩和技術の開発」（平成 22 ～ 26 年度）、交付金プロジェクト「スギ材形成のプロセスと対応す

る遺伝子発現プロファイルの構築」（平成 22 ～ 23 年度）を共同実施した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

管理部門について組織を見直すとともに、事務・業務の効率化を推進してきたこと、

研究と林木育種の一体的な実施については、具体的な取組を通じて着実に成果を上げているこ

と、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （３）組織等

⑤ 役職員の法令遵守に資するための外部有識者等を含めたコンプライアンス委員会

を設置するなど、体制を整備する。また、法人が策定した「随意契約の見直し計画」

指 標
を着実に実施するなど、業務の適正化かつ効率的な運営を促進するため内部監査体

制を整備し、その機能の強化を図る。

監事及び会計監査人による監査において、入札・契約事務の適正な実施について

チェックを受ける。

１．中期目標：

役職員の法令遵守に資するための外部有識者等を含めたコンプライアンス委員会を設置するな

ど、体制を整備する。また、法人が策定した「随意契約の見直し計画」を着実に実施するなど、

業務の適正化かつ効率的な運営を促進するため内部監査体制を整備し、その機能の強化を図る。

監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを受ける

ものとする。

２．中期計画：

役職員の法令遵守に資するため、外部有識者等を含めたコンプライアンス委員会及び入札監視

委員会を設置する。また、研究所が策定した「随意契約の見直し計画」を着実に実施するととも

に、監事及び会計監査人との連携強化、監査従事職員の資質の向上のための研修を行うなど、内

部監査体制を整備し、その機能の強化を図る。

監事及び会計監査人による監査において、入札・契約事務の適正な実施についてチェックを受

ける。

中期目標の達成状況：

「随意契約の見直し計画」を踏まえた取組状況については、平成 21 年 7 月に「平成 20 年度に

おける随意契約見直し計画のフォローアップ」として、随意契約見直し計画と平成 20 年度に締結

した契約の状況、随意契約から一般競争、企画競争・公募に移行した主な契約及び契約形態別応

札者数をホームページに公表した。平成 21 年度には「競争性のない随意契約見直し計画」に向け

着実に努力した結果、競争性のない随意契約件数を減少させることができた。

外部有識者を含めた「契約監視委員会」による審査及びその結果を踏まえた主務大臣の点検、

見直しによる指摘を踏まえ、再度点検・見直しを行い、平成 22 年 5 月には新たな「随意契約等見

直し計画」及び「一者応札、一者応募に係る改善方策について」を定め、随意契約に関し、国と

異なる独自の規定を廃止するとともに、入札方法等を審査する「入札審査委員会」を設置し、仕

様書の更なる見直し、十分な公告期間の確保、応札者・応募者への周知方法等を検討、実施した。

工事及び測量、建設コンサルタント等業務については、契約における手続き等の透明性の確保

を図るため「入札監視委員会」を開催し、入札及び契約手続きの運用状況について調査審議を行

った。

監事による監査対象事務所における事前書面審査及び現地での実地監査により、入札・契約事

務の適正な実施についての監査を受けるとともに、会計監査人から監査対象事務所における入札

・契約事務に係る内部統制の状況について書面による監査を受けた。

役職員の法令遵守を徹底するため、平成 20 年 6 月 19 日、「森林総合研究所コンプライアンス

推進規程」、「本所コンプライアンス推進委員会運営要領」及び「センターコンプライアンス推進

委員会運営要領」並びに「森林総合研究所公益通報処理規程」を制定し、本所（研究及び林木育
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種部門を対象とする）と森林農地整備センターにそれぞれ外部有識者を含めたコンプライアンス

推進委員会を設置した。

また平成 22 年 3 月 1 日、本所コンプライアンス推進委員会を開催して、平成 21 年度の活動状

況の総括及び平成 22 年度計画を審議し、平成 23 年 2 月 25 日には、外部有識者を含めた本所コ

ンプライアンス推進委員会を開催し、平成 22 年度計画の推進状況にかかる点検及び評価等につ

いて検証を行った。

なお、平成 21 年度においては、平成 21 年 6 月 26 日に外部講師による講習会を平成 22 年度に

おいては、23 年 1 月 17 日に当所で作成したハンドブックを用いた外部講師による講習会をいず

れもテレビ会議システムを使用した全国レベルで開催した。

森林農地整備センターにおいては、外部有識者を含めたセンターコンプライアンス推進委員会

を開催して、平成 20 年 7 月 9 日には平成 20 年度計画を審議し、翌平成 21 年 6 月 8 日には前年度

の活動状況の点検及び評価等についての検証と当年度計画を審議、さらに、平成 22 年 3 月 18 日

並びに平成 23 年 2 月 16 日に、それぞれ前年度の活動状況の点検及び評価等について検証と次年

度計画を審議した。

（監事及び会計監査人との連携強化）

監事及び会計監査人は監査計画の策定、期中監査における報告及び決算監査における取りまと

め報告において意見交換を行い連携強化を図った。また、本所及び森林農地整備センターにおい

て、会計監査人を講師として、内部統制の概要と内部統制システムの構築手順をテーマに役職員

を対象に勉強会を開催した。

（監事監査において、法人の長のマネジメントについて留意したか。）

ミッションの達成に向けた中期計画・年度計画の推進は法人の長のマネジメントであり、平成

21 年度監事監査においては中期計画・年度計画に記載された、契約事務の適正化、保有資産（試

験地）の利活用状況、給与水準の見直し状況、内部統制の状況、情報の公開状況（入札、契約状

況、給与水準の状況）についての監査を行うと共に、今期中期計画における研究課題の中で重点

分野である「新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明」の各構成課題について監査を実施し

ている。

（監事監査において把握した改善点等については、法人の長、関係役員に対し報告しているか。）

監事監査の結果は理事会において理事長及び関係役員に報告している、また、監査による指摘

・改善勧告等の対処方針については、監事に文書をもって回答するとともに、イントラネットへ

の掲載や連絡調整会議等の場を通じて全役職員に周知している。

（監査従事職員の外部研修への参加）

平成 20 年度

①総務省主催の評価・監査中央セミナー（2 名）

②会計検査院主催の公会計監査フォーラム（1 名）

③内部監査講習会（1 名）

平成 21 年度

①総務省主催の評価・監査中央セミナー（2 名）

②会計検査院主催の公会計監査機関意見交換会議（1 名）

③(財）経済調査会主催の「平成 21 年度会計監査から学ぶ施工不良の改善策」講習会(1 名)

④「官庁契約と会計監査・公共工事と会計監査講習会」（1 名）

平成 22 年度

①総務省主催の「平成 22 年度評価・監査中央セミナー」（3 名）

②会計検査院主催の「第 23 回公会計監査機関意見交換会議」（2 名）

③「第 29 回政府出資法人等内部監査業務講習会」（1 名）
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独立行政法人森林総合研究所

④(財）経済調査会主催の「平成 22 年度会計検査の指摘事例から学ぶ施工不良の改善策」講習

会(1 名)

⑤「官庁契約と会計監査・公共工事と会計監査講習会」（1 名）

⑥有限責任あずさ監査法人主催「独立行政法人セミナー」（2 名）

（監事及び会計監査人による入札・契約事務のチェック）

監事による、本所及び森林農地整備センター本部における監査並びに監査対象事務所における

事前書面監査及び現地での実地監査において、入札・契約事務が適正に実施されているかどうか

の監査を受けた。なお、監事は平成 21 年度に設置された契約監視委員会の委員となっている。

また、会計監査人から本所及び森林農地整備センター本部並びに監査対象事務所における監査

の際、入札・契約事務に係る内部統制の運用状況について監査を受けた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

入札監視委員会や契約監視委員会を設置・開催するなどして、契約状況の点検・見直しを計画

的に進めたこと、

監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを受けたこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （３）組織等

指 標
⑥ 機構から承継した地方事務所については、各事業の終了時に合わせ、速やかに事

務所を廃止するとともに、事業の進展、事業内容等に応じた業務実施体制に整備す

る。

１．中期目標：

機構から承継した地方事務所については、各事業の終了時に合わせ、速やかに事務所を廃止す

るとともに、事業の進展、事業内容等に応じた業務実施体制に整備する。

２．中期計画：

機構から承継した地方事務所については、中期目標期間中に事業が終了する 6 建設事業所につ

いて廃止するとともに、事業の進展、事業の内容・規模に応じた業務実施体制に整備する。

３．中期目標の達成状況：

森林農地整備センターの本部及び地方事務所等は、次のように事業の進展、事業の内容・規模

に応じた業務実施体制に整備した。

（ア）本部

農用地関係事業について、6 区域事業完了したことから、農用地業務部の業務体制を見直し

計画調整課を廃止し業務課に再編するとともに、計 5 係を廃止した。また、管理部においても

業務体制の見直しを行い計 7 係を廃止した。

事業が完了した直轄事業所の安房南部建設事業所を廃止した。

（イ）整備局

東北北海道整備局の農用地総合整備事業 2 区域、近畿北陸整備局の農用地総合整備事業 2 区

域及び九州整備局の特定中山間保全整備事業 1 区域が事業完了したことから、東北北海道及び

近畿北陸整備局の管理課、農用地業務課及び用地管理課、九州整備局の農用地業務課を廃止し

た。

（ウ）水源林整備事務所

林道の保全管理業務等を担当する係について、保全工事及び移管の終了に伴い、盛岡、松江

及び宮崎水源林整備事務所の 12 係を廃止し、保全管理業務の縮小に伴い、札幌、福島、岐阜、

広島及び高知水源林整備事務所の係、計 12 係を廃止した。

（エ）建設事業所

事業が完了した直轄事業所の安房南部建設事業所、東北北海道整備局下閉伊北建設事業所及

び郡山建設事業所、近畿北陸整備局南丹建設事業所及び黒潮フルーツライン建設事業所及び九

州整備局阿蘇小国郷建設事業所を廃止した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

上記結果のとおり、機構から承継した事務所について、事業の進展、事業の内容・規模に応じ

た業務実施体制の整備を図ったこと、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （４）職員の資質向上

指 標
⑦ 研究所の業務を的確に推進できる職員を計画的に育成するとともにその資質の向上

を図る。

１．中期目標：

研究所の業務を的確に推進できる職員を計画的に育成するとともにその資質の向上を図る。

２．中期計画：

研究職員については、社会の要請に応え様々な課題の解決に寄与していくという観点から、国

内外の大学等への留学及び研究交流、各種研修への参加等に配慮し、意欲向上、能力の啓発及び

資質の向上を図る。

学位取得の促進に努めるとともに、業務に必要な各種資格を計画的に取得することに努める。

林木育種事業に係る都道府県職員等に対する講習及び指導の業務に従事する職員の資質の向上

のための研修等の充実を図る。

３．中期目標の達成状況：

農林水産省、林野庁、人事院等が主催する初任、中堅、管理職などを対象とする各種研修や農

林水産技術会議が主催するゲノム解析や固体試料分析などの技術講習やセミナーに職員を積極的

に参加させた。所内においては初任研修や中堅研究職員研修、所内短期技術研修、語学研修等を

実施した。これにより社会の要請に最新の技術や情報で対応できるよう研究職員の資質向上や能

力の啓発を図った。また、本所における講演会等は本所・支所・林木育種センター・育種場を繋

ぐ TV 会議システムを利用し、広く情報の共有と研修効果の波及に努めた。

海外留学については、外国機関の経費保証による研究員派遣及び日本学術振興会の海外特別研

究員制度等を活用し、9 名の研究員をフランス生物多様性研究所等へ派遣した。国内の大学等へ

は所の国内留学・流動研究制度により名古屋大学大学院等へ 5 名の研究員を派遣した。

研究職員の学位取得を促し、学位取得者は平成 18 年度 296 名から平成 22 年度 349 名（研究職

員の 75.5 ％）となった。学会賞受賞者等は資質の向上を称えホームページで公表しモチベーショ

ンを高めた。

職員の資質向上のため、研究業務及び管理関係業務に必要な資格取得の促進を図るとともに、

各種技能講習会等へ積極的に参加させた。

なお、受講希望者の多かった高所作業車特別教育については、受講促進のため所内で出張講習

を実施した。

平成 18 年度から 22 年度の 5 年間の実績は、第一種衛生管理者、危険物取扱者、第一種放射線

取扱主任者等の業務遂行に必要な免許取得の延べ人数が総計 66 名、普通第一種圧力容器取扱等作

業主任者、フォークリフト運転等技能講習、高所作業車特別教育、甲種防火管理者、特別管理産

業廃棄物管理責任者講習などの技能講習等の受講の延べ人数が総計 360 名となった。

このことにより、高度な専門知識を有する要員の確保を図ることができ、円滑な研究業務及び

研究支援業務の強化並びに業務の安全確保を図ることができた。

森林農地整備センターにおいては、業務の円滑な遂行に資するために「独立行政法人森林総合

研究所森林農地整備センター国家資格等の取得に関する取扱要領」に基づき、業務に必要な免許

及び資格取得の促進に努めた。また、職員の資質向上を図るため、官庁等が主催する外部講習会

等に積極的に参加させた。

なお、平成 20 年度から 22 年度の 3 年間において、林業技士、森林情報士、技術士、土木施工
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管理技士、測量士等の業務遂行に必要な免許・資格を延べ 66 名が取得するとともに、低コスト作

業路構造分析研修、ナトム工法研修、農業土木実践技術研修、換地処分研修等の外部講習会等へ

延べ 67 名を参加させ、職員の資質向上を図った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

学位取得者を着実に増加させるとともに若手研究員を 9 名海外に派遣したこと、

計画的な職員の育成・資質の向上を図るとともに、各種研修により高度な専門知識を有する職

員の確保を図ったこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

（小項目） （４）職員の資質向上

指 標
⑧管理部門の職員を各種研修に参加させることにより、高度な専門知識を有する職員の

確保を図る。法令遵守や倫理教育を職員に徹底する。

１．中期目標：

管理部門の職員を各種研修に参加させることにより、高度な専門知識を有する職員の確保を図

る。

職員の法令遵守等を推進する。

２．中期計画：

高度な専門知識が必要とされる業務については、的確な要員配置を行えるよう、各種研修に職

員を参加させること等により、職員の資質の向上を図る。

法令遵守や倫理教育を職員に徹底する。

３．中期目標の達成状況：

本所コンプライアンス推進委員会を平成 22 年 3 月 1 日に開催して、平成 21 年度の活動状況の

総括及び平成 22 年度計画を審議し、平成 23 年 2 月 25 日には、外部有識者を含めて委員会を開

催し、平成 22 年度計画の推進状況にかかる点検及び評価等について検証を行った。また、外部

講師による講習会を、平成 21 年 6 月 26 日及び平成 23 年 1 月 17 日にテレビ会議システムを使用

した全国レベルで開催した。

また、平成 21 年度においては、21 年 6 月 26 日に外部講師による講習会を平成 22 年度におい

ては、23 年 1 月 17 日には当所で作成したコンプライアンスハンドブックを用いた外部講師によ

る講習会をいずれもテレビ会議システムを使用した全国レベルで開催した。

森林農地整備センターでは「緑の行動規範」を制定し、外部有識者を含むセンターに設置した

「センターコンプライアンス推進委員会」において役職員に周知徹底を図るため、中期目標期間

中の各年度において取り組み方針を審議・決定し、この方針に基づき、法令遵守や倫理教育の徹

底などコンプライアンスに関する具体的取り組みを実施した。

また、中期目標期間中の各年度において、センター職員を対象にした「コンプライアンス・自

己診断」を実施し、「緑の行動規範」の浸透・定着状況を確認するとともに、診断の分析結果は「セ

ンターコンプライアンス推進委員会」に報告され、次年度の取り組み方針が審議・決定された。

[具体的取り組みの事例]

①「地域貢献」「明るい職場づくり」を重点課題として、各職場で自主的に取り組み課題を決

定し、計画的に取り組んだ。

②コンプライアンス推進月間の設置

③コンプライアンス研修の実施

④コンプライアンス・自己診断の実施

⑤毎月の職員向けニュースレターにコンプライアンス違反事例を掲載しての注意喚起

女性研究者支援への取り組みとして、平成 19 年度から文部科学省科学技術振興調整費により女

性研究者支援モデル育成事業を開始した。具体的には、一時預かり保育室設置、研究用 PC 貸与

および研究補助員雇用費支援などの育児・介護サポート体制整備、テレビ会議及び Web ミーティ

ングシステム導入による出張負担軽減、セミナー等による男女共同参画意識の啓発等を行った。

平成 21 年には当事業に採択されていた産業技術総合研究所や筑波大学等、つくば市の 6 研究教育
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機関が共同でシンポジウムを開催し、6 研究機関男女共同参画宣言を公表した。平成 22 年には森

林総研男女共同参画宣言を発表した。モデル育成事業終了後も、男女共同参画の取り組みを継続

して実施している。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

新たに設置したコンプライアンス推進委員会を活用し、職員の法令遵守等を推進したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ３ 資源の効率的利用及び充実・高度化

第１-３

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 運営費交付金を効率的に活用して研究を推進するとともに、研究を
a 100 １

加速することを目的として競争的研究資金等外部資金の獲得に積極的
に取り組む。

② 研究の重点化に対応した効率的な研究施設・設備の利用を計画的に a 100 １
進める。

③ 森林・林業・木材産業に係る政策及び社会的ニーズに対応し、成果
を効率的に創出するため、組織の適切な運営を図る。

全国5カ所に設置している試験地については、研究目的の達成に必
要な現地調査体制を確保することを前提に、効率的かつ効果的な運営 a 100 １
を行う観点から、要員の恒常的な配置の必要性について見直しを行う。
全国93カ所に設置している試験林については、効率的かつ効果的な運
営を確保するための見直しを行う。

全国4カ所に設置している増殖保存園については、、業務の実施方法
の改善によって効率化を図り、要員配置について見直しを行う。

④ 森林・林業・木材産業に関する試験研究と林木育種事業を一体的に
a 100 １

実施するための体制を整備し、効果的・効率的な運営を図る。

⑤ 役職員の法令遵守に資するための外部有識者等を含めたコンプライ
アンス委員会を設置するなど、体制を整備する。また、法人が策定し
た「随意契約の見直し計画」を着実に実施するなど、業務の適正化か
つ効率的な運営を促進するため内部監査体制を整備し、その機能の強

a 100 １
化を図る。

監事及び会計監査人による監査において、入札・契約事務の適正な
実施についてチェックを受ける。

⑥ 機構から承継した地方事務所については、各事業の終了時に合わせ、
速やかに事務所を廃止するとともに、事業の進展、事業内容等に応じ a 100 １
た業務実施体制に整備する。

⑦ 研究所の業務を的確に推進できる職員を計画的に育成するとともにそ
a 100 １

の資質の向上を図る。

⑧ 管理部門の職員を各種研修に参加させることにより、高度な専門知 a 100 １
識を有する職員の確保を図る。法令遵守や倫理教育を職員に徹底する。

（ 指標数：８ 、ウェイトの合計③：８ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
800

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 8

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
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ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】
ａ

【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ４ 管理業務の効率化

（小項目）

① 総務部門については、業務内容の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するとと

指 標
もに、事務処理の迅速化及び簡素化、文書資料の電子媒体化等の徹底により、管理業

務の効率化を図る。また、施設の管理、見本園等の一般公開、健康診断、施設営繕等

に係る事務については可能な限りアウトソーシングを行う。

１．中期目標：

管理部門については、徹底した業務内容の見直し、事務の簡素化等を行うことにより業務の効

率化及び要員の合理化を図る。

２．中期計画：

総務部門については、業務内容の見直しを行い、効率的な実施体制を確保するとともに、事務

処理の迅速化及び簡素化、文書資料の電子媒体化等の徹底により、管理業務の効率化を図る。ま

た、施設の管理、見本園等の一般公開、健康診断、施設営繕等に係る事務については可能な限り

アウトソーシングを行う。

３．中期目標の達成状況：

業務の効率化、事務処理の簡素化を進めるために、事務・事業改善委員会において、研究支援

部門及び研究部門の職員から事務・業務の改善に関する提案を募り、平成 18 年度から 22 年度ま

でに 127 件の提案が有り、31 件を採択して業務の効率化、事務処理の簡素化を図った。

また、施設の管理、見本園等の一般公開、健康診断、施設営繕等に係る事務、森林総研一般公

開等において業務の一部、本所の各種設備を集中管理するエネルギーセンターの管理、多摩森林

科学園におけるサクラ保存林や樹木園への来園者等に対する説明、健康診断時の受付等、いすれ

も今中期計画期間中アウトソーシングを行った。

資料課の文献複写の受付及び依頼方法を電子化し、事務処理と文献入手の迅速化を図った。ま

た、図書目録を電子化し、公開可能なものについてウェブ上で外部・一般の利用を可能にした。

オンラインジャーナルのリンクリスト管理を外部委託し、無料誌を含む 7000 誌余の利用を可能

にした。所内で使用できるオンラインジャーナルとして、08 年にシュプリンガーリンクを導入し

拡充した。そのほか、図書館の書庫の整理・管理業務の一部を外注した。

森林農地整備センターにおいては、事務・業務改善推進本部（平成 22 年度より委員会に改称）

が、各年度において全職員に対し事務・業務の改善に関する提案を募り業務の効率化及び事務の

簡素化を図った。平成 20 年度は、301 の提案があり事項の採否について検討を行い、当面、対応

が容易で即効性の高いものから順次採択することとし（フリーソフトによる例規集の構築、森林

保険の一括契約）等 76 件の提案を実施した。平成 21 年度は、提案のあった 85 件の事項の採否に

ついて検討を行い、全整備局及び水源林整備事務所に衛星画像配信システムを導入するなど 15 件

の提案を採択し、業務の効率化、事務の簡素化を図った。平成 22 年度は、提案のあった 69 件の

事項の採否について検討を行い、経理システムや契約台帳システム等の改良など 10 件の提案を採

択し、業務の効率化、事務の簡素化を図った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：
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事務・業務改善推進委員会により改善に関する提案を募り、業務の効率化、事務処理の簡素化

を図ったこと、

所内イントラネットを活用した情報伝達の迅速化、事前に関連する情報の共有化に努めつつ、

文書資料の電子化を徹底し、管理業務の簡素化を図ったこと、

エネルギーセンター等の施設の管理や実験林管理業務等のアウトソーシングを進めたこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ４ 管理業務の効率化

（小項目）

指 標
② 実験林管理等の研究支援業務については、業務内容の見直しを行い、真に常勤職員

が担うべき業務以外は、アウトソーシング等を行い、効率化を図る。

１．中期目標：

管理部門については、徹底した業務内容の見直し、事務の簡素化等を行うことにより業務の効

率化及び要員の合理化を図る。

２．中期計画：

実験林管理等の研究支援業務については、業務内容の見直しを行い、真に常勤職員が担うべき

業務以外は、アウトソーシング等を行い、効率化を図る。

３．中期目標の達成状況：

苗畑業務、樹木園管理業務のうち補助的作業や実験施設撤去作業を民間業者に委託し、実験林

管理業務のアウトソーシングを進めた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

研究支援業務のアウトソーシングを進めたことから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ４ 管理業務の効率化

（小項目）

③ 水源林造成事業等における建設工事、測量・建設コンサルタント等業務に係る入札

指 標 事務については、段階的に電子入札を導入し、中期目標期間中にすべての一般競争入

札について実施し、入札・契約事務の効率化を図る。

１．中期目標：

管理部門については、徹底した業務内容の見直し、事務の簡素化等を行うことにより業務の効

率化及び要員の合理化を図る。

２．中期計画：

水源林造成事業等における建設工事、測量・建設コンサルタント等業務に係る入札事務につい

ては、段階的に電子入札を導入し、中期目標期間中にすべての一般競争入札について実施し、入

札・契約事務の効率化を図る。

３．中期目標の達成状況：

（入札・契約事務の効率化）

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、平成 20 年度から全ての建設工事、

測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争入札について、電子入札により実施した。

また、既設道移管円滑化事業については、平成 20 年度中に試行的に実施することとしていたが、

特定中山間保全整備事業等の実施状況を踏まえ、予定を前倒しして平成 20 年 9 月以降本格的に電

子入札を導入した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

上記実施結果のとおり、水源林造成事業等における建設工事、測量・建設コンサルタント等業

務に係る入札事務をすべて電子入札により実施したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ４ 管理業務の効率化 第１-４

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 総務部門については、業務内容の見直しを行い、効率的な実施体制
を確保するとともに、事務処理の迅速化及び簡素化、文書資料の電子 a 100 １
媒体化等の徹底により、管理業務の効率化を図る。また、施設の管理、
見本園等の一般公開、健康診断、施設営繕等に係る事務については可
能な限りアウトソーシングを行う。

② 実験林管理等の研究支援業務については、業務内容の見直しを行い、
真に常勤職員が担うべき業務以外は、アウトソーシング等を行い、効 a 100 １
率化を図る。

③ 水源林造成事業等における建設工事、測量・建設コンサルタント等
業務に係る入札事務については、段階的に電子入札を導入し、中期目 a 100 １
標期間中にすべての一般競争入札について実施し、入札・契約事務の
効率化を図る。

（ 指標数：３ 、ウェイトの合計③：３ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
300

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 3

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ５ 産学官連携・協力の促進・強化

（小項目）

① 効率的な試験・研究及び林木育種事業の実施及び成果の利活用の促進のため、国、

指 標 他の独立行政法人、都道府県、大学、民間等との連携・協力を今後とも積極的に行

う。

１．中期目標：

研究所は、我が国の森林・林業・木材産業に関する総合的な研究及び林木育種を推進する中核

機関として、効率的な研究、林木育種事業の実施及び成果の利活用の促進のため、国、他の独立

行政法人、都道府県、大学、民間等との連携・協力を今後とも積極的に行う。

また、地域が限定される研究課題、林木の新品種の開発並びに関連する調査及び研究のうち、

公立林業試験研究機関等において実施可能なものについては、地方にゆだねることとする。

２．中期計画：

効率的な試験・研究及び林木育種事業の実施及び成果の利活用の促進のため、国、他の独立行

政法人、都道府県、大学、民間等との連携・協力を今後とも積極的に行う。

３．中期目標の達成状況：

森林・林業・木材産業に関する研究開発や共同研究の内容など産学官連携のための情報提供機

能を強化する観点から、本所に産学官連携推進調整監および産学官連携推進室を四国支所に産学

官連携推進調整監を設置した。

共同研究については、樹木精油類を利用した消臭剤の開発、優良なアカシアハイブリッド新品

種の開発、難燃処理耐火集成材の開発、省エネ型木材乾燥装置の開発などの実用化を目指した研

究を行った。オープンラボ開催、実用化カタログ発刊などとともにホームページ上で PR した結

果、18 年度の 53 件から 22 年度には 77 件に増加した。

国、他の独立行政法人、都道府県、大学、民間からの受託研究を年平均 100 件以上、科学研究

費補助金による分担研究（大学等が代表研究機関）を年平均 40 件以上実施した。また、総合的な

研究成果を効率的に得るため、他の研究機関への委託研究を年平均 200 件以上実施した。

また、平成 21 年 12 月には、人事交流の促進を図る目的で、国立大学法人東京大学大学院農学

生命科学研究科長・農学部長と人事交流に係る覚え書きを締結した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

民間、大学、試験研究機関等との間で共同研究や受託研究を着実に進めたこと、具体的に、外

部機関から年平均 100 件以上を受託したほか、他の研究機関に年平均 200 件以上を委託したこと、

産学官連携推進体制（産学官連携推進調整監、産学官連携推進室の新設）を整備し、オープン

ラボ開催、実用化カタログ刊行等により情報機能を強化したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ５ 産学官連携・協力の促進・強化

（小項目）

② 国有林野を活用した試験・研究、検定林の設定、森林管理局が行う技術開発への

協力等を通じて国有林野事業との連携を強化する。林野庁が主催し、都道府県等が

指 標 参画する林業研究開発推進ブロック会議、林木育種推進地区協議会等を通じて、地

域又は全国的に取り組むべき課題について協議し、各々の役割分担等を図るととも

に、公立林業試験研究機関等に対し必要な技術指導を行うことなどにより、連携・

協力関係を強化する。

１．中期目標：

研究所は、我が国の森林・林業・木材産業に関する総合的な研究及び林木育種を推進する中核

機関として、効率的な研究、林木育種事業の実施及び成果の利活用の促進のため、国、他の独立

行政法人、都道府県、大学、民間等との連携・協力を今後とも積極的に行う。

また、地域が限定される研究課題、林木の新品種の開発並びに関連する調査及び研究のうち、

公立林業試験研究機関等において実施可能なものについては、地方にゆだねることとする。

２．中期計画：

国有林野を活用した試験・研究、検定林の設定、森林管理局が行う技術開発への協力等を通じ

て国有林野事業との連携を強化する。

林野庁が主催し、都道府県等が参画する林業研究開発推進ブロック会議、林木育種推進地区協

議会等を通じて、地域又は全国的に取り組むべき課題について協議し、各々の役割分担等を図る

とともに、公立林業試験研究機関等に対し必要な技術指導を行うことなどにより、連携・協力関

係を強化する。

３．中期目標の達成状況：

森林管理局等との連携については、国有林内に設定している固定試験地についての調査研究結

果を取りまとめて国有林の各組織に報告するとともに、各森林管理局が開催する技術開発委員会

や業務研究発表会へ学識経験者として出席するなど連携の強化に努めた。また、高性能林業機械

による作業システムに関する研究及びその最新成果の普及のため、森林技術総合研修所（林業機

械化センター）、関東森林管理局及び森林総合研究所の 3 者で平成 17 年にスタートさせた「林業

機械化研究・普及推進共同事業」の一環として、各種試験・研究データの収集を林業機械化セン

ターの協力を得つつ引き続き進めるとともに、森林技術総合研修所が開催する高性能林業機械作

業システム研修の講師を積極的に務めた。

公立林業試験研究機関等との連携・協力については、本所及び支所において、林野庁が主催す

る林業研究開発推進ブロック会議の運営に中核機関として積極的に関与するとともに、各林業試

験研究機関連絡協議会の運営に主体的に関わり、都道府県立林業試験研究機関の研究成果を編集

した研究成果選集を発行した。また、これらを通じ、適切な役割分担と連携協力の下に、公立林

業試験研究機関のほか大学、民間企業等と共同で農林水産省の新たな農林水産政策を推進する実

用技術開発事業等に応募し、連携した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

森林管理局等との連携を進めたこと、
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林業研究開発推進ブロック会議の運営に中核機関として積極的に関与したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（中項目） ５ 産学官連携・協力の促進・強化

（小項目）

指 標
③ 林木遺伝資源に関係する諸機関が参加する林木遺伝資源連絡会の活動の促進を図

る。

１．中期目標：

研究所は、我が国の森林・林業・木材産業に関する総合的な研究及び林木育種を推進する中核

機関として、効率的な研究、林木育種事業の実施及び成果の利活用の促進のため、国、他の独立

行政法人、都道府県、大学、民間等との連携・協力を今後とも積極的に行う。

また、地域が限定される研究課題、林木の新品種の開発並びに関連する調査及び研究のうち、

公立林業試験研究機関等において実施可能なものについては、地方にゆだねることとする。

２．中期計画：

林木遺伝資源に関係する諸機関が参加する林木遺伝資源連絡会の活動の促進を図る。

３．中期目標の達成状況：

林木遺伝資源の保全と利用に関する情報交換を目的として、林木遺伝資源連絡会支部会を 5 つ

の支部において年 1 回開催するとともに、年 1 回発行の会誌及び年 4 回発行のメールマガジンを

中期計画期間中にそれぞれ 5 回及び 20 回発行した。また、関東支部においては、平成 19 年度よ

り年 1 回現地検討会を 4 回開催した。さらに、会員機関が保有している遺伝資源情報のデータベ

ース化を進めて平成 22 年度に会員へ配布した。なお、会員数は平成 18 年度の 109 から平成 22 年

度末の 114 へと増加した。

林木遺伝資源連絡会の活動を通して、林木遺伝資源に関係する、国、独立行政法人、都道府県、

大学、民間等による連携・協力を進めた。このように中期目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

中期計画に沿い、林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術が開発できたこ

とから、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
（中項目） ５ 産学官連携・協力の促進・強化

第１-５

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 効率的な試験・研究及び林木育種事業の実施及び成果の利活用の促
進のため、国、他の独立行政法人、都道府県、大学、民間等との連携 a 100 １
・協力を今後とも積極的に行う。

② 国有林野を活用した試験・研究、検定林の設定、森林管理局が行う
技術開発への協力等を通じて国有林野事業との連携を強化する。林野
庁が主催し、都道府県等が参画する林業研究開発推進ブロック会議、

a 100 １
林木育種推進地区協議会等を通じて、地域又は全国的に取り組むべき
課題について協議し、各々の役割分担等を図るとともに、公立林業試
験研究機関等に対し必要な技術指導を行うことなどにより、連携・協
力関係を強化する。

③ 林木遺伝資源に関係する諸機関が参加する林木遺伝資源連絡会の活 a 100 １
動の促進を図る。

（ 指標数：３ 、ウェイトの合計③：３ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
300

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 3

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

指標（研究課題群） 森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法の開発

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

京都議定書における第一約束期間以降の取組等に対応し、地球温暖化対策に貢献するため、森

林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法、森林、木材製品等に含まれるす

べての炭素を対象にした炭素循環モデル、温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技

術、荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法の開発について、アジアフラ

ックスにおけるフラックス観測サイトの測定精度の向上への貢献、気候帯の異なる森林生態系炭

素ストックと一次生産量のデータを取りまとめと比較、竹林を含めた日本の全国森林の吸収量及

び土壌炭素貯留量の評価法の開発、京都議定書次期枠組みに向けた 2050 年までの国内森林吸収量

の予測、伐採木材の算定手法の比較解明等の成果をもたらした。以上の成果により中期目標を達

成した。

４．主要な成果とその利活用

（主要成果）：アジアフラックス活動の推進について、観測サイトのネットワーク整備とキャパ

シティビルディング、国内・国外観測の標準化、データの公開を行うとともに、移動観測装置を

用いた国内・国外観測の比較による測定精度の向上を行い、和英マニュアルを出版するなど、ア

ジアフラックス各観測サイトの測定精度の向上に貢献した。気候帯の異なる森林生態系の炭素動

態を比較解明について、国内の冷温帯～暖温帯林、ロシア北方林とマレーシア熱帯林で炭素動態

を比較し、得られた各生態系の炭素ストックと一次生産量のデータを取りまとめて比較した。ま

た、熱帯雨林の地下部現存量のアロメトリー式を完成させた。

京都議定書報告のための日本全国の森林による吸収量及び土壌炭素貯留量の算定手法と、算定

実行のための国家森林資源データベース、および土壌炭素蓄積量のデータベースを開発するとと

もに、京都議定書次期枠組みに向けた 2050 年までの国内森林吸収量の予測、伐採木材による炭素

量の算定手法の開発等の成果をもたらした。

（利活用）：開発した国内森林吸収量の算定手法と国家森林資源データベースは、我が国の手法

として京都議定書報告に活用されるとともに、温暖化対策と排出削減目標達成に貢献した。当手

法に含まれる森林土壌炭素量を推定するための Century-jfos モデルについて、林野庁と森林総研
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は海外の専門家を招へいして専門家会合を開催し、当モデルの利用が算定手法として適切である

との評価を得た。また、中長期の森林吸収量の予測と伐採木材炭素量の手法比較は、京都議定書

次期約束枠組みの国際交渉において、算定手法の選択に活用された。これらの成果をふまえて、

温暖化交渉に日本代表団として参加して日本政府の支援を行うとともに、IPCC において第四次報

告書等の代表執筆者等の積極的に活動し、我が国の手法の国際的認知や国際議論に寄与した。こ

れらの活動によって、OB を含む 6 名の森林総研所員が、IPCC のノーベル平和賞受賞への貢献に

対し、IPCC より表彰された。また、フラックス観測においては、観測マニュアルの作成・利用や

移動観測装置による比較を通じて精度向上に活用され、地球観測システム（GEOSS）の構築とア

ジアフラックス活動に貢献した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.382

評価結果の理由：

以上のように、中期目標を達成し、京都議定書報告での森林吸収量の算定、GEOSS や国際交渉、

IPCC 等、社会への貢献というアウトカムも得られたことから「a」評定とした。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

指標（研究課題群）
森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした炭素循環モデル

の開発

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

京都議定書における第一約束期間以降の取組等に対応し、地球温暖化対策に貢献するため、森

林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法、森林、木材製品等に含まれるす

べての炭素を対象にした炭素循環モデル、温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技

術、荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした炭素循環モデルの開発について、森林

・林業・木材の個別モデルとこれらを連携した統合モデルを開発し、施策シナリオに基づいた炭

素変化量の将来予測を行うことによりその実行可能性を確認した。以上の成果により中期目標は

達成された。

４．主要な成果とその利活用

（主要成果）：炭素循環モデルの開発のため、生態学的プロセスモデルによる森林モデル、伐採

量の予測確立による林業モデル、木材流通を表現したシステムダイナミクスモデルによる木材モ

デルの開発を並行して進め、各モデルの素材生産量を受け渡すことで連携した統合モデルを開発

した。統合モデルを用い、現状・振興シナリオといった施策シナリオに基づき、森林と木材にお

ける炭素変化量の 2050 年までの将来予測を行い、シナリオに沿った推定を日本全国規模で実行で

きることを確認した。

（利活用）：開発した統合モデルは、世界でも例のない詳細かつ統合性の高いモデルであり、国

際森林研究機関連合大会（IUFRO Korea）において代表的な成果として取り上げられた。統合モデ

ルの開発を通し、国内吸収量が中長期的に低減すること、そのため木材利用による温暖化対策の必

要性を示すとともに、伐採木材による炭素量の試算を行った。この成果をふまえ、平成 22 年 10 月

の伐採木材の炭素量の算定手法に関わる IPCC 専門家会合に参加し、京都議定書次期枠組みに向け

た算定手法の検討に貢献した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.189
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評価結果の理由：

以上のように中期目標を達成し、国際学会における認知や IPCC 専門家会合へインプットなど、

社会への貢献というアウトカムも得られたことから「a」評定とした。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

指標（研究課題群） 温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術の開発

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

京都議定書における第一約束期間以降の取組等に対応し、地球温暖化対策に貢献するため、森

林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法、森林、木材製品等に含まれるす

べての炭素を対象にした炭素循環モデル、温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技

術、荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術の開発について、温暖化にともなうブ

ナ林とチマキザサの潜在分布域の変化、マツ材線虫病被害の予測、日本産主要針葉樹 11 種の潜在

分布域の変化予測と脆弱な地域の特定を行った。また、スギ、ヒノキ等針葉樹人工林における森

林施業と環境変動が炭素固定量に及ぼす影響予測モデルを開発し、地球温暖化対策としての森林

管理計画策定の際に活用できる手法を開発した。これらの成果により目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

（主要成果）：温暖化にともなうブナ林とその林床植生として重要なチマキザサの潜在分布域の

変化やマツ枯れの北上の予測を行うとともに、日本産主要針葉樹 11 種の潜在分布域の変化予測と

脆弱な地域を特定した。スギ、ヒノキ等針葉樹人工林における森林施業と環境変動が炭素固定量

に及ぼす影響予測モデルを完成させ、既存データを用いて予測性能の妥当性を検証し、地球温暖

化対策としての森林管理計画策定の際に活用できる手法を開発した。

（利活用）：温暖化にともなうブナ林の分布への影響予測は、IPCC 第四次報告書に引用され、

マスコミにも大きく取り上げられた。一連の温暖化による森林分布への影響予測の研究は、温暖

化影響の社会的認知に貢献した。また、森林施業と環境変動が炭素固定量に及ぼす影響予測モデ

ルは、今後の森林計画に活用できるものである。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.085

評価結果の理由：

以上のように、中期目標を達成し、IPCC 報告での引用といった科学的貢献と、温暖化影響の社
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会的認知や今後の温暖化適応策や森林管理への活用といった社会貢献のアウトカムも期待できる

ことから「a」評定とした。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

指標（研究課題群） 荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等の開発

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

京都議定書における第一約束期間以降の取組等に対応し、地球温暖化対策に貢献するため、森

林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法、森林、木材製品等に含まれるす

べての炭素を対象にした炭素循環モデル、温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技

術、荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等の開発について、荒漠地における

植林技術、荒廃地における炭素固定能の評価技術、CDM 植林が生物多様性に与える影響の把握

及び予測技術、樹種・産地等の識別技術等の開発を行った。さらに、REDD+（森林減少・劣化に

よる排出削減および森林保全）について、リモートセンシングと地上調査を組み合わせた森林減

少・劣化による排出量の推定手法、PALSAR を用いた森林減少・劣化把握の手法、オブジェクト

指向型分類による森林分類手法を開発した。REDD+問題は中期計画途中から浮上した国際的な問

題であるが、この対処・実行により目標を越えた成果を得た。

４．主要な成果とその利活用

（主要成果）：熱帯林の減少抑止にむけた技術開発として、森林の推移の空間プロセスの解明

技術、荒漠地における植林技術、荒廃地における炭素固定能の評価技術、CDM 植林が生物多様

性に与える影響の把握及び予測技術の開発を行った。また、違法伐採抑止のため、フタバガキ科

Shorea 属の樹種や産地等の識別技術の開発を行った。さらに、REDD+（森林減少・劣化による排

出削減および森林保全）に対応するため、リモートセンシングと地上調査を組み合わせた森林減

少・劣化による排出量の推定手法の開発、PALSAR を用いた森林減少・劣化把握の手法開発、オ

ブジェクト指向型分類による森林分類手法の開発を行った。

（利活用）：荒漠地における植林技術は西オーストラリア州において活用され普及段階にある。

CDM 植林での生物多様性回復のための方策は、国際シンポジウム等を通じて国際的に認知され

た。樹種・産地等の識別技術の一部はすでに活用されており、新たな技術についても国内シンポ

ジウムの開催を通して社会的な認知を進めた。REDD+（森林減少・劣化による排出削減および森

林保全）について、研究推進と併せて気候変動枠組条約 COP16 や生物多様性 COP10 でのサイド

イベントを含めた国際シンポジウムや技術者研修を開催し、国際議論への貢献と開発技術の普及
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・活用を進めた。また、REDD+のために開発した森林分類技術は、国連食糧農業機関（FAO）の

「森林資源評価 2010」において、分類の精度向上のために活用された。これらの成果をふまえ、

国際交渉での代表団参加や専門家会合への参加を行い、次期枠組における REDD+の国際議論に

おいて我が国の方針決定等に貢献した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.344

評価結果の理由：

以上のように、中期目標を達成するばかりでなく、今期中期の途中に一気に国際議論となった

REDD+の問題を、素早く本重点課題に位置付け、森林減少・劣化による排出量推定手法などの研

究成果を得た。REDD+を含むこれらの成果により、温暖化に関わる国際交渉において、日本政府

に対する科学的な貢献を行うとともに、国際シンポジウムの開催を通した国際議論への寄与など、

社会的認知への貢献というアウトカムも多く得られたことから「s」評定とした。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目 （１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（ア）地球温暖化対策に向けた研究

ａ 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発

第２-１-(１)-アアａ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アアａ１ 森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する a 100 0.382
手法の開発

アアａ２ 森林、木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした a 100 0.189
炭素循環モデルの開発

アアａ３ 温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術 a 100 0.085
の開発

アアａ４ 荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術等 s 140 0.344
の開発

（ 指標数：4 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
114

＝ 114.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

指標（研究課題群）
間伐材、林地残材、工場残廃材、建築解体材等の効率的なマテリアル利用及び

エネルギー変換・利用技術の開発

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

木質バイオマスの利用を推進して温暖化対策に資するため、間伐材、林地残材、工場残廃材、

建築解体材等の効率的なマテリアル利用及びエネルギー変換・利用技術、地域に散在する未利用

木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術等の開発、木質バイオマスの変換、木材製品利用

による二酸化炭素排出削減効果等のライフサイクルアセスメント（LCA）を行う。

３．中期目標の達成状況

木質バイオマスのエネルギー変換・利用を推進して温暖化対策に資するため、林地残材の運搬

コスト低減に資する圧縮減容化装置の試作、酸素と二酸化塩素漂白の導入およびセルラーゼ生産

菌の固体培養法での酵素生産により、スギ材多糖類からのバイオエタノール製造コストの低減化

技術を開発した（114 円/L）。実証プラント規模での技術実証においても、ハイポ漂白工程を導入

することで安定なエタノール変換が行えることを明らかにした。オイルパーム幹からのエタノー

ル製造技術を開発し、伐採後、屋外で 30 日程度貯蔵しておくことにより、搾汁液中の糖濃度が増

大することを明らかにした。

木質バイオマスのマテリアル利用を推進するため、リグニンからのコンクリート混和剤、活性

炭素繊維、鉛電池充電性能向上添加剤および高強度金属用接着剤の製造技術を開発した。木質バ

イオマス全体を利用したマテリアル利用を推進するため、木質の割合を 70 ％以上に高めた木質プ

ラスチック複合材の射出成型による製造技術、紫外線吸収剤の添加による耐候性向上技術を開発

した。

これらの得られた成果は、論文、機関誌、オープンラボ、内外の展示会等を通じて広く公表す

るとともに、実用化を目指した民間企業等との共同研究に発展させた。これらのことから、中期

目標に沿った成果が創出されており、目標を達成した。

４．成果の利活用

新規なアルカリ蒸解酵素糖化法によるバイオエタノール製造技術を開発し、ハードバイオマス

であるスギ材からでもリグニンを適度に除去することで、目標コスト（100 円/L）に近いコスト

でバイオエタノール製造が可能であることを示した。次年度以降、更なる低コスト化と長時間の

連続運転による技術実証に発展させる。リグニンからコンクリート混和剤、活性炭素繊維、鉛電
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池添加剤、高強度金属用接着剤等の高付加価値マテリアル製造技術を開発し、多くの特許申請を

行うとともに、大学・民間企業との共同研究に至った。これらの価格はエネルギー利用より高価

なので、バイオマス利用の推進に貢献し得る。木質プラスチック複合材については、民間企業と

の共同研究により、一体射出成型による木粉割合 70 ％の木質複合プラスチックサンプル（カード

ケース）の連続運転による製造（5,000 個）に発展した。さらに、自動車内装材やデッキ等として

の商品化を目指す複数の民間企業とコンソーシアムを形成し、実用化研究をスタートさせた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.652

評価結果の理由：

バイオエタノール製造コストの低減化、リグニンからの高付加価値マテリアルの製造、並びに

木質プラスチック複合材の製造に成功するなど、木質バイオマス利用の実証、実用化に繋がる貴

重な成果を集積することができた。得られた成果を基に論文発表、特許出願、各種展示会等での

講演・展示も順調に行った。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

指標（研究課題群） 地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術の開発

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

木質バイオマスの利用を推進して温暖化対策に資するため、間伐材、林地残材、工場残廃材、

建築解体材等の効率的なマテリアル利用及びエネルギー変換・利用技術、地域に散在する未利用

木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術等の開発、木質バイオマスの変換、木材製品利用

による二酸化炭素排出削減効果等のライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）を行う。

３．中期目標の達成状況

林地残材の効率的な低コスト収集・運搬システムを開発するため、チッパー機能付きプロセッ

サおよびバイオマス対応型フォワーダ等の林地残材の効率的収集・運搬機械の製造と改良を行い、

従来型機械に比して約 40 ％のコスト削減ができることを示した。木質バイオマスの地域利用シス

テムを提示するため、木質バイオマスの供給コストを推計できるシートを作成するとともに、そ

れを岐阜県高山市へ適用し、木質バイオマス供給コストから供給量を推計する潜在的供給可能曲

線を得た。

木質資源としての早成樹利用のため、北海道下川町でヤナギクローンの超短伐期栽培を行い、

光合成能、生産量を比較した。その結果、エタノール生産（100 円/L）を目指すには、10t/ha/年以

上の生産量が得られるクローンを選抜し、萌芽更新を利用した 3 年毎収穫、21 年間の収穫システ

ムが必要であることを明らかにした。

これらの成果はこれまでトータルコストアセスメントに関するワークショップ（高山市）、2010
森林・林業・環境機械展示実演会（高崎市）、森林技術連携フォーラム（下川町）等を通して成果

の利活用・普及を図ってきた。バイオマス対応型フォワーダについては森林・林業白書（平成 22
年版）で紹介された。

以上より、中期計画に沿った成果が創出されており、中期計画を達成した。

４．成果の利活用

バイオマス対応型フォワーダについては 2009 年森林・林業・環境機械展示実演会に出展し、林

地残材の積み込みの実演を行った。ユーザーからの評価も良好で、展示会中及び展示会後の質問

も多かった。また、森林・林業白書（平成 22 年度版）で紹介された。木質バイオマスの潜在的供

給ポテンシャルを推定する手法の開発の成果は、トータルコストアセスメントに関するワークシ

ョップ（高山市）等の多くの講演会で招待講演を依頼され、バイオマス利活用プラントの設置場
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所の選定等に役立てられている。ヤナギ超短伐期栽培に関する成果は、森林技術連携フォーラム

（下川町）、バイオマスエキスポ（東京）等を通して多くのバイオマス関連者に成果の普及が図ら

れている。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.259

評価結果の理由：

林地残材の収集・運搬機械の開発とそれらの生産性およびコスト試算、地域の木質バイオマス

の供給ポテンシャルを推定する手法の開発、超短伐期栽培したヤナギの生産力の解明と収穫シス

テムの提示など、木質バイオマスの安定収集および地域利用システムの開発に繋がる貴重な成果

を集積することができた。本課題で得られた成果を基に論文発表、ワークショップ、各種展示会

等での講演・展示も順調に行った。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 地球温暖化対策に向けた研究

アアｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

指標（研究課題群）
木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果等のライ

フサイクルアセスメント（ＬＣＡ）

１．中期目標

地球温暖化による影響の拡大が懸念され、その対策が急がれている中で、森林は温室効果ガス

である二酸化炭素の吸収源として、また木材・木質バイオマス資源は炭素の貯蔵庫及び化石資源

の代替として大きな役割を果たすことが期待されており、森林の保全及び木材・木質バイオマス

資源の有効利用について国民の関心が急速に高まっている。

このような中で、気候変動枠組条約・京都議定書の下、地球温暖化対策として国家的な取組が

行われており、科学的知見に基づく技術的な対応が急務となっている。

このため、森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発並びに木質

バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発を行う。

２．中期計画

木質バイオマスの利用を推進して温暖化対策に資するため、間伐材、林地残材、工場残廃材、

建築解体材等の効率的なマテリアル利用及びエネルギー変換・利用技術、地域に散在する未利用

木質バイオマス資源の効率的な収集・運搬技術等の開発、木質バイオマスの変換、木材製品利用

による二酸化炭素排出削減効果等のライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）を行う。

３．中期目標の達成状況

木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果を明らかにするため、木造住宅及び木造非住宅利

用を促進させることによる二酸化炭素削減量を定量的に示し、木造・木製率が 70 ％になる木材振

興シナリオでは現在の木材・木製率（35 ％）が続くシナリオと比べて、2050 年には 1990 年の排

出量の 1.5 ％の削減効果が得られることを明らかにした。

土木分野における木材利用を推進するため、土木分野での木材利用量の現状及び新たな土木木

材利用ポテンシャルの推計を行い、木材利用量が 2007 年で約 130 万 m3 であること、および約 300
万 m3

の新たな土木利用ポテンシャルがあることを推計した。

温暖化軽減に資する木質ペレット利用を推進するため、木質ペレットの製造と消費の LCA 評価、

ペレット成型前に熱処理を導入する新たな高性能木質ペレットの製造技術の開発を行った。その

結果、木質ペレットの製造エネルギーがペレットの持つエネルギーの約 9 ％に相当すること、熱

処理の導入によって（ハイパー木質ペレット）ペレットの発熱量及び耐水性が向上することを明

らかにした。

これらの成果は、木材利用政策立案の判断材料となる定量的解析評価を与えるとともに、石炭

混焼への利用等の木質ペレットの需要拡大に繋がるものである。

これらのことから、中期目標に沿った成果が創出されており、目標を達成した。

４．成果の利活用

木材製品利用による LCA については、林野庁の伐採木材製品調査事業に成果を受け渡した。土

木分野における木材利用量の推計及び利用ポテンシャルの推計についての成果は、日本プロジェ

クト産業協議会（JAPIC）の森林再生事業研究会の提言や、森林・林業再生プランの検討委員会

資料に引用された。高性能木質ペレットの製造に関する成果を基に、石炭混焼における木質ペレ
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ットの混合比率増大を目指す事業化を検討する FS 事業が開始された。また、木質ペレットの燃

焼灰の無機成分組成に関する成果は、日本ペレット協会品質規格作成部会の中で、日本の木質ペ

レット規格制定に向けて役立てられている。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.089

評価結果の理由：

木材製品利用による二酸化炭素排出削減効果の定量的評価や、木質ペレット製造時の LCA およ

び高性能化を行うなど、木材利用による二酸化炭素排出削減に繋がる貴重な成果を集積すること

ができた。本課題で得られた成果を基に論文発表、ワークショップ、各種展示会等での講演・展

示も順調に行った。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた
めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進
小項目（１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（ア）地球温暖化対策に向けた研究

ｂ 木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システムの開発

第２-１-(１)-アアｂ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アアｂ１ 間伐材、林地残材、工場残廃材、建築解体材等の効率的なマ a 100 0.652
テリアル利用及びエネルギー変換・利用技術の開発

アアｂ２ 地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収集・ a 100 0.259
運搬技術の開発

アアｂ３ 木質バイオマスの変換、木材製品利用による二酸化炭素排出 a 100 0.089
削減効果等のライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ

独立行政法人森林総合研究所

53



中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

指標（研究課題群）
固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術の開
発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫による森林被害を防止し、健全な森

林を維持するため、固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術、

固有種・希少種の保全技術及び緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術等の開発並び

に獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

南西諸島の固有生態系を脅かしている重要な侵入哺乳類ジャワマングースについて、分布や在

来種への影響を解明し、誘引装置を改良した。小笠原の固有生態系への外来種の影響を緩和し世

界自然遺産登録に寄与するため、主要外来種の影響を明らかにするとともに、生物間相互作用を

考慮に入れた外来種管理指針を作成した。人間活動に起因する生物多様性への影響を緩和するた

め、森林伐採など人為攪乱が樹木の種多様性に及ぼす影響をモデルから予測し、原生林保護が景

観全体の樹木の多様性を維持する上で重要であることを示した。生物多様性締結国会議（COP10）
等において求められた 2010 年目標の達成度評価のため、生物多様性の変動を表す指標リビングプ

ラネットインデックスを日本の森林生物向けに開発し、鳥類や哺乳類、動植物の生物多様性の長

期的変化傾向を明らかにするとともに、ポスト 2010 年目標評価のためのシステム構築の提案を行

った。

これらの成果によって中期目標を達成した。

４．成果の利活用

ジャワマングースの分布や影響に関する知見は環境省の外来種対策事業に活かされている。小

笠原諸島の外来種管理指針は、世界自然遺産科学委員会等を通して環境省や林野庁による保護事

業に活かされており、世界自然遺産の登録申請に貢献するとともに、生態系管理が目指すべき順

応的管理への道を開いた。人為攪乱が樹木の種多様性に及ぼすモデルは、森林・林業再生プラン

で求められている森林施業と生物多様性との関係解明などに活用できる。森林性生物の日本版リ

ビングプラネットインデックスは、COP10 における 2010 年目標の達成度評価に活かされるとと
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もに、2020 年目標、2050 年目標の達成評価にも活用できる。さらに COP10 を支援するため、OECD
の援助によるものを含め 2 回の国際シンポジウムを主催し生物多様性の意義を研究者や市民に向

けて発信した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.341

評価結果の理由：

固有の生態系に対する外来生物や人間の活動に起因する影響の緩和技術として、南西諸島や小

笠原諸島の外来種対策に貢献するとともに、人為攪乱が樹木の種多様性に与える影響予測や、全

国レベルの生物多様性変化の評価を可能にする日本版リビングプラネットインデックスの開発や、

ポスト 2010 年目標評価のシステム構築について提案を行ったことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

指標（研究課題群） 固有種・希少種の保全技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫による森林被害を防止し、健全な森

林を維持するため、固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術、

固有種・希少種の保全技術及び緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術等の開発並び

に獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

代表的な希少樹種 14 種の実態や更新阻害要因を解明し、保全のための課題と対策をとりまとめ

るとともに、希少種保全のモデルとしてレブンアツモリソウの遺伝構造を解明し個体群修復の提

言を行った。広葉樹の遺伝的管理基準を作るため、国内の遺伝的分布に基づき、種苗の配布区域

についてガイドラインを作成した。また、準絶滅危惧であるオオタカについて、個体群の遺伝構

造や行動圏の季節変化を明らかにし、保全対策を策定した。絶滅危惧種アマミノクロウサギを保

全するため、その個体数や遺伝的交流を推定する方法を開発した。さらにツキノワグマの適正管

理の立場からその遺伝構造を解明し、西日本、東日本、南日本の三つの遺伝的グループに分かれ

ること、および南日本と西日本では小集団化によって遺伝的多様性が低下していることを明らか

にした。

これらの成果によって中期目標を達成した。

４．成果の利活用

レブンアツモリソウの保全研究は遺伝的攪乱防止や商取引の規制に役立つばかりでなく、広く

希少種保全のモデルケースとして、集団遺伝学を利用した総合対策の事例となる。さらにこれま

での成果を元に、本種の自生地復元を目指す環境プロジェクトにつなげた。また希少樹種の保全

に関するマニュアルや提言書を発行し、関係各機関や一般に配布して成果の活用を図った。広葉

樹の種苗配布のガイドラインは、不用意な種苗移動による遺伝的撹乱の防止に役立つ。具体的な

対策を示したオオタカの保全マニュアル（公刊図書）を発行し、保護に役立てた。食物連鎖の頂

点に立つ猛禽類の保全は生態系全体の保全にも貢献するものであり、オオタカでの成果はそのモ
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デルケースとなる。ツキノワグマに三つの遺伝的グループがあり、一部の集団が縮小していると

いう発見は、ツキノワグマの保全管理に不可欠な情報として、保護すべき集団や地域の設定に役

立てることができる。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.212

評価結果の理由：

固有種・希少種の保全技術として、レブンアツモリソウの保全や希少樹種 14 種の保全、また広

葉樹種苗移動について提案を行い、さらに東日本地域のオオタカやアマミノクロウサギ等につい

て遺伝構造解明や個体数推定法等、保全に寄与する成果をあげたことから「ａ」と評定した。

独立行政法人森林総合研究所

57



中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

指標（研究課題群） 緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫による森林被害を防止し、健全な森

林を維持するため、固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術、

固有種・希少種の保全技術及び緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術等の開発並び

に獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

農薬取締法の改変によって適用可能な薬剤が不足していた緑化樹病害について、40 の薬剤の早

期適用のため適用拡大試験を行った。マツ材線虫病（松枯れ）の被害対策として、天敵昆虫サビ

マダラオオホソカタムシによるマツノマダラカミキリの密度低下技術の開発、被害最北端地域に

おける松枯れの北進が日本海側と太平洋側とで別々に生じたことの遺伝的証明、等を行い、東北

のマツ材線虫病未侵入地域における対応戦略を高度化した。それに欠かせない技術として、松枯

れ判定を迅速にし対策を効率化するため、DNA を利用してマツノザイセンチュウを誰でも簡単に

検出できる試薬の開発に成功した。全国的に被害の増大が続くナラ類集団枯損（ナラ枯れ）に対

処するため、集合フェロモンと殺菌剤との組み合わせてカシノナガキクイムシを大量に誘殺する

「おとり木トラップ法」を開発し、翌年の被害発生地を地図上に示す「ナラ枯れ予測モデル」と

組み合わせた防除システムを開発した。菌床シイタケの重要害虫として全国的に被害をもたらし

ているナガマドキノコバエについて、栽培舎内での成虫数を減らすため、匂いと光によって成虫

を効果的に誘殺することができる LED 成虫誘殺器を開発した。

以上の成果により中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

緑化樹病害の適用拡大試験によって 40 の薬剤が早期登録され、病害対策に大きく貢献した。

DNA を利用したマツノザイセンチュウ検出キットは製品化され、誰でも迅速に罹病木を識別でき

るようになった。青森県に被害木が発生した際も、本キットが被害拡大防止に役立った。他に東

北地域北部における被害拡大様式の推定や、マツノマダラカミキリとマツノザイセンチュウの生
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息有無の確認といった成果もあり、被害の最先端地域における松枯れ対策に大きな寄与をした。「ナ

ラ枯れ予測モデル」に基づいて作成された県別の被害予測マップは、防除戦略策定にきわめて有

用であり、山形県での防除事業で活用されているほか、群馬県が作成したナラ枯れ防除マニュア

ル等にも取り入れられた。おとり木トラップに用いる殺菌剤として従来品より効率的な薬剤「ウ

ッドキング SP」を農薬登録し製品化した。こうした被害予測とおとり木トラップ法とを組み合わ

せた防除システムは、従来の単木処理から林分単位の防除に貢献しうる。重要な菌床シイタケ害

虫を大量に誘殺できる LED 誘引捕虫器は、共同研究を行った企業によって市販されており、本種

の被害防止に役立てられている。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.211

評価結果の理由：

マツノザイセンチュウ検出キットやナガマドキノコバエ誘引捕獲器といった重要病害虫の防除

に役立つ製品が開発されたこと、またナラ類集団枯損の防除システムを開発したことにより、緊

急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術を開発したことから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

指標（研究課題群） 獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

生物の多様性を保全するとともに、多発する獣類や病害虫による森林被害を防止し、健全な森

林を維持するため、固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影響の緩和技術、

固有種・希少種の保全技術及び緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術等の開発並び

に獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

ニホンジカによる森林被害を回避するため、枝条等を用いて剥皮害を防ぐ簡易で安価な樹幹保

護法を開発するとともに、シカ防護柵の有効性とその限界を明らかにした。大台ヶ原の植生をシ

カ害から保護するため、主要な食物源となっているササの刈り取りによる個体数低減を組み込ん

だシカ管理モデルを作成した。犬を使ってサルを山に返し被害を防止する「追い上げ」の技術指

針としてまとめあげた。ツキノワグマによる人身事故や林木の剥皮被害に対処するため、その主

要食物である樹木の結実密度を早く簡便に推定することで、ブナの豊凶等に基づきクマの出没予

測を行う方法を開発するとともに、人里に出没するクマの食性や栄養状態の調査から、大量出没

年における出没の原因は、山での食物不足に加え人里の残版や家畜飼料の存在が呼び寄せている

複合的なものであることを明らかにした。

これらの成果によって中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

シカ害回避に関する成果は、剥皮害を防ぐ安価な樹幹保護法が福岡、熊本、大分県の被害防止

事業に取り入れるなど林業被害の防止に役立っており、またシカ害ハザードマップ等の成果も組

み込み、シカの個体数低減を目指す実用技術開発事業プロジェクトにつなげられた。犬によって

サルを追い上げるための技術マニュアルを各方面に配布するとともに、アライグマ、ハクビシン

など外来哺乳類の被害防止シンポジウムを開催し成果を普及した。さらにツキノワグマ出没予測

モデルにより平成 18 年の大量出没を的中させ被害防止に貢献し、また「ツキノワグマ大量出没の

原因を探り、出没を予測する」、「ツキノワグマ出没予測マニュアル」の 2 種の印刷物を担当行政
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機関等に配布し、被害の軽減を図った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.236

評価結果の理由：

獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発として、サルやシカの防護柵開発やサルの追い上

げ技術マニュアルを発行し、またツキノワグマの出没予測のため、食料である堅果密度の推定法

を開発し、出没個体の特徴を明らかにしたことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（イ）森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

ａ 生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発

第２-１-(１)-アイａ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アイａ１ 固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因する影 a 100 0.341
響の緩和技術の開発

アイａ２ 固有種・希少種の保全技術の開発 a 100 0.212

アイａ３ 緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術の開発 a 100 0.211

アイａ４ 獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発 a 100 0.236

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｂ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

指標（研究課題群） 環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

健全な水循環の形成及び多発する山地災害・気象災害の軽減のため、環境変動、施業等が水循

環に与える影響の評価技術、山地災害危険度の評価技術、治山施設・防災林等による被害軽減に

関わる技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

間伐による小流域規模での水流出への短期的影響及び森林の変化に伴う長期的な影響評価手法

の開発に取り組み、間伐後に水流出量が増加することや蒸発散量を指標として長期的な水流出変

化の推定手法を開発した。また、水の流出や収支に強い影響を与える積雪地帯での間伐に伴う融

積雪量の変動、非積雪地帯での蒸発散量の間伐前後での変化量等を明らかにして、これまで実証

的な研究がほとんど行われていなかった間伐が水流出に及ぼす影響を明らかにした。環境変動の

影響を受けやすく、既存データの乏しいアジアモンスーン地帯のカンボジアを対象に、水資源賦

存量の評価、常緑林の水文環境データの整備、落葉林と常緑林における土層厚等の基盤情報整備

を行い、土壌水分の変動や保水特性を明らかにした。また、窒素飽和現象が疑われている大都市

圏周辺の森林流域における窒素収支より、一部流域の窒素飽和状態を示した。

これらの成果により、環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術の開発に向けた中期

目標を達成した。

４．成果の利活用

水源かん養機能に関するこれまでの成果を Q&A 形式で取り纏め、所のホームページで解説す

るとともに、特に、間伐の水流出への影響に関する成果は、技術者対象の研修で紹介した。カン

ボジアの森林地帯の水循環に関する知見は、ワークショップ等により現地行政官・技術者に報告

した。窒素飽和の生態系・人間生活への影響については、市民向けの講座等で紹介した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.410
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評価結果の理由：

水土保全機能の評価に関しては、間伐後の水流出量増加を解明して、蒸発散量を指標とする長

期的水流出変化推定手法を開発し、カンボジアの森林の水資源賦存量評価に取り組んで、常緑林

の水文環境データおよび、落葉林と常緑林における土層厚等の基盤情報整備を行った。さらに、

大都市圏周辺の森林流域における窒素収支の解明するなど様々な成果を公表した。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｂ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

指標（研究課題群）
山地災害危険度の評価技術、治山施設・防災林等による被害軽減に関わる技術

の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

健全な水循環の形成及び多発する山地災害・気象災害の軽減のため、環境変動、施業等が水循

環に与える影響の評価技術、山地災害危険度の評価技術、治山施設・防災林等による被害軽減に

関わる技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

地下流水音探査法による表層崩壊危険箇所の推定手法の開発、空中写真やレーザー測量による

地形の時系列解析を用いた崩壊の予兆現象把握手法を開発し、新たな山地災害危険地予測手法の

方向性を示した。また、土石流の流動化機構の知見に基づく治山ダム背後の堆砂条件や水分制御

による土石流被害軽減対策を示した。防災林については、クロマツ海岸林の津波に対する抵抗力

評価手法の開発および機能低下した海岸防災林の管理手法及び侵入広葉樹を活用するための樹種

選択手法を提示した。火山噴火による荒廃地の菌根菌を活用した早期緑化技術の開発等を行った。

以上を通じて、山地災害の危険度評価及び被害軽減技術の高度化に向けた中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

新たな山地災害危険地判定手法、治山施設の機能向上に関する成果は森林管理局に受け渡して

治山事業推進のための技術的支援を行った。海岸防災林については、管理指針を示した手引きを

作成して関係する国有林・民有林技術者に配付した。火山性荒廃地の緑化技術は、東京都によっ

て三宅島の復旧のための緑化事業に試験的に採用された。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.589

評価結果の理由：

崩壊の予兆現象把握手法の開発、治山ダム背後の堆砂条件・水分制御による土石流被害軽減対

策、海岸林の津波に対する抵抗力評価手法、火山性荒廃地の菌根菌活用による早期緑化技術等様
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々な技術を開発して行政機関等に受け渡した。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目 （１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（イ）森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

ｂ 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

第２-１-(１)-アイｂ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アイｂ１ 環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術の開発 a 100 0.590

アイｂ２ 山地災害危険度の評価技術、治山施設・防災林等による被害 a 100 0.410
軽減に関わる技術の開発

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｃ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

指標（研究課題群） 森林セラピー機能の評価・活用技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

健康で快適な空間として里山等の森林の利用促進を図るため、森林セラピー機能の評価・活用

技術の開発、里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発等を行う。

３．中期目標の達成状況

人間の恒常性維持機能の中核を構成する神経系・内分泌系・免疫系において、それぞれ森林セ

ラピー機能の生理的評価技術を開発した。この評価技術を用いて森林浴の効果を評価したところ、

神経系では森林浴が生体をリラックスさせること、内分泌系ではコルチゾール濃度やアドレナリ

ン濃度が低下しストレスを緩和させること、免疫系では NK（ナチュラルキラー）細胞活性を高

め、がんに対する抵抗性を向上させることを明らかにした。また、これら森林セラピー評価技術

やその効果の活用については、インストラクターによるガイドや森林浴にストレッチを組み合わ

せるプログラムがセラピー効果を高めること、転地効果のある滞在型のセラピー効果と日帰りの

セラピー効果が共に持続することなどを示した。さらに、森林と海岸及び農地におけるセラピー

効果の比較を行い、森林が他の自然環境にも増してリラックス効果が高いことを示した。こうし

た成果を用いて、セラピー基地等で利用者が効果を分かりやすく認識できる簡便なセラピープロ

グラムを冊子にまとめて 42 市町村等のセラピー基地に配布した。

これらの成果により、本中期目標を概ね達成した。

４．成果の利活用

森林セラピー研究の成果は平成 22 年度の森林・林業白書に掲載され、森林セラピー効果に対す

る社会的認知度の向上に繋がった。さらに、森林セラピー基地やセラピスト等の認定を行ってい

る森林セラピーソサエティによる森林セラピスト･セラピーガイド講習 DVD 作成に協力し、全国

500 名のセラピスト･セラピーガイドの講習に利用されている。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.338
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評価結果の理由：

森林セラピー機能の生理的評価技術を開発し、実際に効果の測定を行って実証するとともに、

それらの成果を元にセラピープログラムを作成して地域活性化に繋がるツールに仕上げたことな

どから本中期目標を概ね達成したので「ａ」と評定した。

69



中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｃ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

指標（研究課題群） 里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

健康で快適な空間として里山等の森林の利用促進を図るため、森林セラピー機能の評価・活用

技術の開発、里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発等を行う。

３．中期目標の達成状況

里山の適切な保全管理のため、里山林における様々な人為影響下での更新過程の解明と、ナラ

枯れなどの生物被害後の里山景観の回復過程の解明等に基づき、里山林再生のための施業指針を

提案した。また、森林と生態系サービスとの関係を調べ、代表的な里山の森林生態系サービスの

評価手法を開発した。さらに、里山地域における森林利用の歴史比較を通じ、持続的な森林資源

利用は、森林利用の社会的規制や森林管理技術が導入されたところに多く成立していることを明

らかにした。

森林環境教育に関して、多摩森林科学園および本所・試験地等で収集した各種生物データをま

とめてデータベース化し、外部を含む研究者・教育関係者が利用できるように公開した。また、

生態系機能の簡略モニタリング法を組み込んで開発した環境教育プログラムは、一定の環境教育

効果やモニタリング精度が得られることを明らかにした。これらの成果を取りまとめて生態系調

査を取り入れた環境教育プログラムを作成し、学校向けの手引き書を作成した。

このように年度計画に沿って着実に研究を進め、成果を出してきたので、中期目標は達成した。

４．成果の利活用

里山林の維持について、地方自治体や NPO 等を対象とした里山管理手法を解説した小冊子を発

行して成果の普及に努めるとともに、併せて自治体や NPO と協力して里山の資源利用の地域実証

研究を開始した。その波及効果として、本研究で試行した里山管理手法を実践に移し始めた自治

体が現れるなど、行政施策へも貢献した。また、生態系機能のモニタリングを取り入れた環境教

育プログラムは、その実践例が児童による環境展示会「エコプロダクツ 2010」での発表に結びつ

き、児童に対する森林環境教育効果の増進に貢献した。
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評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.661

評価結果の理由：

里山林の維持管理手法を開発して実証過程に入っていること、森林の体験を重視した森林環境

教育プログラムを開発して一般に利活用されるようにしたことなどから中期目標は概ね達成された

ので「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（イ）森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

ｃ 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

第２-１-(１)-アイｃ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アイｃ１ 森林セラピー機能の評価・活用技術の開発 a 100 0.338

アイｃ２ 里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発 a 100 0.661

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

指標（研究課題群） 地震等の災害に対して安全な木質構造体の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

安全で快適性に優れた住環境を創出するため、地震等の災害に対して安全な木質構造体、木質

建材からの化学物質の放散抑制技術、住宅の居住快適性の高度化技術の開発等を行う。

３．中期目標の達成状況

安全な木質構造体の開発に関しては、スギ等地域材利用の新集成材の JAS 改定と国土交通省に

よる基準強度値の提示等の成果を得た。また、屋外大型構造物の補修・保全技術の向上のための

部材及び接合部の非破壊評価法を開発した。さらに、木材・木質材料の防火性能の向上を目的と

し、難燃薬剤と塗料の組み合わせによる難燃化処理木材を開発した。同じく、保存処理合板の接

着耐久性、防腐・防蟻・防虫および揮発性有機化合物放散特性を明らかにし、保存処理木材の分

析法を開発した。

木材利用の住環境を災害に強く、安全で快適なものとするために、新構造用材料を開発しこと

等により、中期目標を達成した。

４．成果の利活用

集成材用の原料として使い難かったスギ等地域材を、各種強度データの集積により JAS 製品と

して市販できるようにし、構造設計に不可欠な基準強度を得た。この結果、地域材の集成材原料

としての供給が増加しつつある。開発された屋外構造物の補修保全技術は作成されたマニュアル

等を通して現場の維持管理手法に用いられている。保存処理木材の分析法等は規基準等へ反映さ

れるように関連学会・協会等に提案中である。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.707

評価結果の理由：

スギ等地域材利用の新集成材の JAS 改定と国土交通省による基準強度値の提示、屋外大型構造
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物の部材及び接合部の非破壊評価法の開発、難燃化処理木材と保存木材の分析法の開発に成功し

たことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

指標（研究課題群） 木質建材からの化学物質の放散抑制技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

安全で快適性に優れた住環境を創出するため、地震等の災害に対して安全な木質構造体、木質

建材からの化学物質の放散抑制技術、住宅の居住快適性の高度化技術の開発等を行う。

３．中期目標の達成状況

木質建材からの化学物質の放散制御技術に関しては、木質建材製造工程における VOC 排出低

減化技術の開発、木質建材からの VOC 放散低減化技術の開発を行い、4VOC(トルエン、キシレ

ン、エチルベンゼン、スチレン)の木材および木質材料からの放散は、建材の自主表示対象である

「建材からの VOC 放散基準」に適合することを明らかにした。また、高温で乾燥したスギ材か

ら放散するアルデヒド類の放散特性を解明するとともに、化粧板の VOC 放散に及ぼす接着剤中

の有機溶剤の種類の影響を解明した。さらに木質材料からのアセトアルデヒド放散量は 1 ヶ月後

には非常に低くなるなどの放散挙動を解明した。これらの成果は木材工業の製造工程にフィード

バックされただけではなく、安全安心な木質材料の利用推進を計る上で明確な科学的根拠となっ

ている。

木質の住環境を、健康に不安を与えない安全で快適なものとするために、木質建材からの化学

物質の放散挙動明らかにし、抑制方法を示したことから、中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)の木材および木質材料からの放散は、

建材の自主表示対象である「建材からの VOC 放散基準」に適合することが明らかとなり、業界

等に安全安心な木質材料の利用推進を計る上で明確な科学的根拠を与えることができた。VOC、
特にアセトアルデヒドの放散特性を解明したことにより、木材工業界にデータをフィードバック

できたばかりでなく、学会等に木質材料の利用推進を計る上での明確な科学的根拠を与えた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.089
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評価結果の理由：

VOC、特にアセトアルデヒドの放散特性について解明したことにより、木材工業に対して木材

利用の推進につながる成果を提示するとともに、学会等に対して木材の利用推進を計る上での明

確な科学的根拠を与えたことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アイ 森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に向けた研究

アイｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

指標（研究課題群） 住宅の居住快適性の高度化技術の開発

１．中期目標

森林は、生物多様性保全、土砂災害防止、土壌保全、水源かん養、保健・レクリエーション、

文化等公益的機能の発揮を通じて国民の安全で快適な生活環境を支える重要な役割を果たしてお

り、また、木材は国民の安全で快適な住環境の創出に貢献している。

森林の公益的機能を高度に発揮させるためには、森林を健全に維持していくとともに、近年急

増している台風、豪雨、津波等による自然災害に適切に対応し、森林の被害を予防・復旧してい

くことが必要である。

また、木材を利用した住環境については、災害に強く、健康に不安を与えない、安全で快適な

ものとすることが求められている。

このため、生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発、水土保全機能の評

価及び災害予測・被害軽減技術の開発、森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発

並びに安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発を行う。

２．中期計画

安全で快適性に優れた住環境を創出するため、地震等の災害に対して安全な木質構造体、木質

建材からの化学物質の放散抑制技術、住宅の居住快適性の高度化技術の開発等を行う。

３．中期目標の達成状況

居住快適性に関しては、遮音性改善の観点から衝撃音遮断性能に優れた木質床構造の開発、温

熱環境改善の観点から自然エネルギー利用の躯体内熱・空気循環構法の検討、触感評価の観点か

ら木材温冷感の数値化手法の開発、木材が福祉材料としての適性が高いことの適性評価等の成果

を得てきた。また、安全性の確保のために行う抗菌剤の注入方法として超臨界二酸化炭素処理法

が有効であることを明らかにした。さらに居住快適性評価に関してストレスマーカーを使った手

法が有効であることを実証した。また、木材等を用いた各種感覚刺激実験を実施して、生理応答

における個人差を生じる要因の解析を取りまとめ、評価方法を提案するなど、居住快適性評価技

術の高度化に関して多様な成果を得た。

住宅の居住快適性の高度化を行うことで、中期目標を達成した。

４．成果の利活用

開発された床構造や駆体構法などは地域材活用の建築現場に応用されており、今後の展開が期

待されている。福祉材料として木材を利用する際の有用性については、学会等に木質材料の利用

推進を計る上での明確な科学的根拠を示すことができた。ストレスマーカーを使った居住快適性

評価が有効であることを実証して、生理応答に関する評価方法を提案した。この成果は、学術研

究分野だけではなく企業における製品開発や実際の居住環境設計に活かされるものと思われる。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.204

評価結果の理由：

ストレスマーカーを使った居住快適性評価が生理応答に関する評価方法として有効であること
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を実証したことにより、木材の利用推進を計る上での明確な科学的根拠を与えたことなどから

「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（ア）地球温暖化対策に向けた研究

ｄ 安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の開発

第２-１-(１)-アイｄ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アイｄ１ 地震等の災害に対して安全な木質構造体の開発 a 100 0.707

アイｄ２ 木質建材からの化学物質の放散抑制技術の開発 a 100 0.089

アイｄ３ 住宅の居住快適性の高度化技術の開発 a 100 0.204

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

指標（研究課題群） 木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件の解明

１．中期目標

林業は、長期にわたる木材価格の低迷の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等衰退傾

向にある。このような状況の下、山村の経済・社会の活性化に向けて、広葉樹林等による多様な

森林への誘導、効率的な作業システム等、新たな林業生産技術を活用した森林の整備・保全が求

められている。また、木材の安定的生産を適切に実施していくためには、森林資源の利用動向及

び木材流通実態の把握を行いつつ、消費者ニーズに対応した加工・生産・供給体制を構築するこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発及び消費動向に対応したスギ材等林

産物の高度利用技術の開発を行う。

２．中期計画

手入れの不足した森林の増加及び資源の質的劣化を防止するため、木材利用部門と連携した活

力ある林業の成立条件を解明するとともに、広葉樹林化等による多様な森林への誘導、路網と高

性能林業機械の一体的な作業システム等、担い手不足に対応した新たな林業生産技術、持続可能

な森林の計画・管理技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

森林所有権の移動(売買）が地域の森林管理に及ぼす影響を解明し、経営意欲ある主体に所有権

の移動を促すために行政や森林組合等がとるべき方策を提示した。また、林業・林産業における

コストダウン効果を把握するため、システムダイナミクス手法を用いた日本林業モデルの開発を

行うとともに、その有効性を検証した。素材の安定供給の受け手になる国産材加工業については、

規模拡大が山村地域の振興に結びつくための課題と条件を明らかにするとともに、山元から大規

模工場への木材直送システムの実態を解明した。また、日本の林業経営の小規模分散性の問題を

克服する新しい森林経営形態として、欧米先進国の動向分析から森林投資型と地域組織型の 2 つ

の経営形態を提示した。さらに日本の林業・木材産業セクターに大きな影響を与えている中国の

木材産業、木材貿易の実態を現地調査、モデル分析を踏まえて明らかにし、日本への影響を解明

した。

以上の成果が得られたので、中期目標は達成された。

４．主要な成果とその利活用

森林所有権移動（売買）について報告書として取りまとめて関係者に配布したところ、森林組

合やマスコミ等から問い合わせがあるなど、社会的に注目された。日本林業モデルについては、

大日本山林会シンポジウムや書籍出版を通して普及に供した。また、中国研究については、日中

国際シンポジウムの開催（産官学から約 150 名参加）と、森林総研編の公刊図書を出版し成果の

普及に努めた。この本は既に第 2 刷の出版が決まったほか、平成 22 年度林業白書にも引用される

など社会的に高い関心を集めた。さらに、森林・林業再生プランの基本政策、人材育成、国産材

加工・流通・利用、森林組合改革・林業事業体育成の各分科会に委員として森林総研から 5 名が

参加し、これまでの研究成果を基にプラン立案のための政策提言を行った。

独立行政法人森林総合研究所

80



独立行政法人森林総合研究所

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.179

評価結果の理由：

日本林業モデルの開発と中国貿易など今後の国際的な木材需給への影響を解明し、それぞれ書

籍やシンポジウムでの公表を行うなど成果補普及に努め中期目標は達成したことから「ａ」と評

定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

指標（研究課題群） 担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発

１．中期目標

林業は、長期にわたる木材価格の低迷の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等衰退傾

向にある。このような状況の下、山村の経済・社会の活性化に向けて、広葉樹林等による多様な

森林への誘導、効率的な作業システム等、新たな林業生産技術を活用した森林の整備・保全が求

められている。また、木材の安定的生産を適切に実施していくためには、森林資源の利用動向及

び木材流通実態の把握を行いつつ、消費者ニーズに対応した加工・生産・供給体制を構築するこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発及び消費動向に対応したスギ材等林

産物の高度利用技術の開発を行う。

２．中期計画

手入れの不足した森林の増加及び資源の質的劣化を防止するため、木材利用部門と連携した活

力ある林業の成立条件を解明するとともに、広葉樹林化等による多様な森林への誘導、路網と高

性能林業機械の一体的な作業システム等、担い手不足に対応した新たな林業生産技術、持続可能

な森林の計画・管理技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

再造林未済地については、その実態調査を行い、再造林未済地では不在村所有が多くを占め、

シカの食害により広葉樹の天然更新が妨げられていることを明らかにするとともに、「大面積皆伐

対策の指針」を作成し、大面積伐採跡地の植生再生方法と対策指針を提示した。森林資源収穫シ

ステムの体系化については、急傾斜地での作業に適合した簡易レールシステムによる森林資源収

穫システムの開発、伐出作業コスト低減に向けた高密路網の作設法の提示、強度間伐におけるス

イングヤーダと H 型架線の組み合わせによる作業システムと収益性算出手法を開発した。間伐に

ついては、育林作業の低コスト化を目的に強度間伐の施業指針マニュアルを作成するとともに、

間伐から主伐までの収入とコストを評価する収支予測システム（FORCAS）を開発した。低コス

ト造林のためのコンテナ苗利用については、コンテナ本体の設計と、それを利用した国産針葉樹

のコンテナ育苗技術と植栽機械を開発し、育苗および植栽技術マニュアルを新たに作成した。安

全・省力化に向けた機械化技術および路網作設技術については、スイングヤーダを対象に伐倒同

時集材方式の作業安全性を確保するための作業手引きの作成と、地形・地質・土質特性に基づく

作業道の施工マニュアルの作成を行った。省力的育林技術については、天然更新によって針葉樹

人工林から広葉樹林への誘導が可能か否かを判断する広葉樹林化ハンドブックを作成した。

以上の通り、担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発を着実に進展させ、行政機関に

よる施策の実行支援や、経営者・事業体の施業選択に貢献していることから、概ね中期目標は達

成した。

４．主要な成果とその利活用

大面積皆伐対策指針は森林組合や行政および関係団体等に配布したほか、成果発表会での講演

を通じて成果の普及に努めた結果、九州のある県では伐採届け提出の改善が見られるなど行政施

策に貢献している。安全・軽労・省力化に向けた車両系伐出技術及び路網整備技術の開発に関す
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る研究成果は、各種のマニュアルとして纏められ、森林技術総合研修所や森林管理署および業界

団体が主催する研修会等での教材として活用された。さらに、収支予測システム（FORCAS）は、

熊本県の森林組合等で実際に使用されている。また、コンテナ苗は東北や九州の国有林を中心に

数十万本が供給されるなど実用化しており、北海道と九州の各森林管理局での意見交換会や宮城

県北部流域活性化センターでの講演会に招聘されるなど、成果に対する注目度は高い。これらの

成果を基に、森林・林業再生プランの路網・作業システム分科会に委員として森林総研から 1 名

が参加し、プラン立案のための政策提言を行った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.353

評価結果の理由：

コンテナ苗や収支予測システムなど、現場への技術の実用化を進めた。また、林業機械の安全

性や作業道作設についてはそれぞれマニュアルを完成させ、安全で効率的な作業実施に資する成

果となったことから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

指標（研究課題群） 持続可能な森林の計画・管理技術の開発

１．中期目標

林業は、長期にわたる木材価格の低迷の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等衰退傾

向にある。このような状況の下、山村の経済・社会の活性化に向けて、広葉樹林等による多様な

森林への誘導、効率的な作業システム等、新たな林業生産技術を活用した森林の整備・保全が求

められている。また、木材の安定的生産を適切に実施していくためには、森林資源の利用動向及

び木材流通実態の把握を行いつつ、消費者ニーズに対応した加工・生産・供給体制を構築するこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発及び消費動向に対応したスギ材等林

産物の高度利用技術の開発を行う。

２．中期計画

手入れの不足した森林の増加及び資源の質的劣化を防止するため、木材利用部門と連携した活

力ある林業の成立条件を解明するとともに、広葉樹林化等による多様な森林への誘導、路網と高

性能林業機械の一体的な作業システム等、担い手不足に対応した新たな林業生産技術、持続可能

な森林の計画・管理技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

基準・指標については、地域レベルの行政資料やデータから、森林動態把握のためにわが国で

は 20 指標が利用できることを明らかにするとともに、森林の生産力マップ、潜在植生ポテンシャ

ルマップ、風害に関する危険度予測マップを作成した。資源調査およびモニタリングに関しては、

マツ材線虫病の防除のための要防除木抽出に最適な空中写真撮影時期の解明と、高分解能の人工

衛星データを用いた人工林立木の胸高直径の高精度推定技術を開発した。長伐期施業については、

スギとアカマツの人工林における間伐効果の分析を通じて、高齢林での樹木成長維持のための林

分密度管理基準を提示した。

こうした研究成果を取りまとめ、基準・指標の適用手法、伐木集材インパクトを軽減する作業

指針等を作成し、さらに長伐期施業における間伐効果の分析を通じて林分密度の管理基準を提示

したので、中期目標は達成された。

４．主要な成果とその利活用

基準・指標を適用した持続可能な森林管理・計画手法の開発では、成果の普及のため公開シン

ポジウムや、外国人専門家を招聘した公開セミナーを開催した。また、韓国で開催されたモント

リオール・プロセス第 20 回総会や 2008 年と 2009 年の国際生物多様性の日記念シンポジウムで講

演した。長伐期循環型を目指す育林技術の開発では、森林技術総合研修所における講義の 1 メニ

ュー「密度管理の考え方及び群落生態学からみた長伐期施業」を課題責任者が担当した。北方天

然林における持続可能性・活力向上のための森林管理技術の開発では、ヒバの天然林施業技術に

関する成果が国有林の施業指針の変更に生かされたほか、苗畑マニュアルの改編に活用された。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.468
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評価結果の理由：

持続可能な森林の計画・管理に向け、基準・指標の適用手法および北方天然林の更新促進、伐

木集材インパクトを軽減する作業指針を取りまとめ、長伐期施業における林分密度の管理基準を

示したので、中期目標は達成したと判断し「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（ウ）社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

ａ 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発

第２-１-(１)-アウａ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アウａ１ 木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件の解明 a 100 0.179

アウａ２ 担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発 a 100 0.353

アウａ３ 持続可能な森林の計画・管理技術の開発 a 100 0.468

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

指標（研究課題群） 市場ニーズに対応した新木質材料の開発

１．中期目標

林業は、長期にわたる木材価格の低迷の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等衰退傾

向にある。このような状況の下、山村の経済・社会の活性化に向けて、広葉樹林等による多様な

森林への誘導、効率的な作業システム等、新たな林業生産技術を活用した森林の整備・保全が求

められている。また、木材の安定的生産を適切に実施していくためには、森林資源の利用動向及

び木材流通実態の把握を行いつつ、消費者ニーズに対応した加工・生産・供給体制を構築するこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発及び消費動向に対応したスギ材等林

産物の高度利用技術の開発を行う。

２．中期計画

スギ材等の需要拡大を促進するため、市場ニーズに対応した新木質材料、省エネルギーで効率

の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システム、きのこの付加価値を高める技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

スギ等地域材を活かした集成材の開発や異樹種集成材の開発、竹材を活用した「複合建築ボー

ド」の開発、都市のヒートアイランド現象の緩和等のための軽量屋上緑化法の開発、スギ集成材

での 1 時間耐火構造の柱・梁の国土交通大臣認定取得、はく離が生じた集成材の補修・補強手法

の開発、乾燥工程を省略した省エネルギー型のボード製造技術の開発、集成材の長期使用によっ

て生じ得る接着層のはく離の補修・補強技術の開発、省エネルギー型のボード製造装置、とくに、

パンク現象の発生を防ぐための空気噴射プレスの開発など、スギ等地域材の需要拡大の促進に貢

献する成果が得られた。これらのことから、中期目標を達成した。

４．成果の利活用

スギ等を原料とした集成材については研究成果が JAS 改正に反映され、製造効率が大きく向上

した。またレーザー加工技術による難燃薬剤の注入法を活用し、スギ集成材で 1 時間耐火構造の

柱・梁を製造できるようになったことは、公共建築物等木材利用促進法の推進にとっても大きな

成果である。省エネルギー型のボード製造技術に関しては、木材工業界と連携して実用化が進め

られようとしている。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.550

評価結果の理由：

スギ等地域材利用の新集成材や難燃集成材の開発、軽量屋上緑化法の開発、はく離が生じた集

成材の補修・補強手法の開発などに成功したことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

指標（研究課題群）
省エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システムの開

発

１．中期目標

林業は、長期にわたる木材価格の低迷の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等衰退傾

向にある。このような状況の下、山村の経済・社会の活性化に向けて、広葉樹林等による多様な

森林への誘導、効率的な作業システム等、新たな林業生産技術を活用した森林の整備・保全が求

められている。また、木材の安定的生産を適切に実施していくためには、森林資源の利用動向及

び木材流通実態の把握を行いつつ、消費者ニーズに対応した加工・生産・供給体制を構築するこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発及び消費動向に対応したスギ材等林

産物の高度利用技術の開発を行う。

２．中期計画

スギ材等の需要拡大を促進するため、市場ニーズに対応した新木質材料、省エネルギーで効率

の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システム、きのこの付加価値を高める技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

複数材種同時乾燥の具体的な条件の解明、過熱蒸気処理と高周波・減圧乾燥の組み合わせ処理

条件の解明、実用的な材内水分傾斜評価方法の開発、CO2 冷媒ヒートポンプによる木材乾燥装置

の開発、原木の材質選別の自動化技術の開発、製材工場でのコスト低減及び山元への利益の還元

を図る原木・製品の直送システムの評価など、中大径材から効率的な乾燥材生産を行うための指

針作成に役立つ成果が得られた。これらの成果により、中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

製材の高速乾燥やボード製造において省エネルギーで効率の良い手法が開発されたことは、木

材工業の現場に研究成果の一部が受け渡されており、地域材の需要拡大に大きく役立つと思われ

る。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.221

評価結果の理由：

省エネルギー型の木材乾燥技術やボード製造技術などを開発し、木材工業に対して木材利用の

推進につながる成果を提示することができたことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アウ 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

指標（研究課題群） きのこの付加価値を高める技術等の開発

１．中期目標

林業は、長期にわたる木材価格の低迷の中で、採算性の悪化、担い手の減少等が進む等衰退傾

向にある。このような状況の下、山村の経済・社会の活性化に向けて、広葉樹林等による多様な

森林への誘導、効率的な作業システム等、新たな林業生産技術を活用した森林の整備・保全が求

められている。また、木材の安定的生産を適切に実施していくためには、森林資源の利用動向及

び木材流通実態の把握を行いつつ、消費者ニーズに対応した加工・生産・供給体制を構築するこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発及び消費動向に対応したスギ材等林

産物の高度利用技術の開発を行う。

２．中期計画

スギ材等の需要拡大を促進するため、市場ニーズに対応した新木質材料、省エネルギーで効率

の良い高度な木材の乾燥・加工・流通システム、きのこの付加価値を高める技術等の開発を行う。

３．中期目標の達成状況

シイタケのニオイ成分であるレンチニン酸を増加させる方法の開発、害菌汚染の調査方法と害

菌検索システムの開発、シイタケ、エノキタケの簡易なウイルス検出方法の確立、シイタケの遺

伝子の連鎖地図の完成、ラッカーゼ遺伝子の連鎖地図上の位置の確定、ナガマドキノコバエの性

フェロモンの化学構造の決定、抗認知症物質ヘリセノン類の含有量を既存品種の 3 倍に高めた実

用的なヤマブシタケ栽培菌株の作出などを行った。これえらの成果により、中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

きのこの匂い成分を向上させる方法や有効成分を多く含む栽培菌株の作出などは、製造現場の

活性化につながるものとして期待される。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.229

評価結果の理由：

キノコ産業の活性化につながる技術の開発に成功したことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

（ア）地球温暖化対策に向けた研究

ｂ 消費動向に対応したスギ材等林産物の高度利用技術の開発

第２-１-(１)-アウｂ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

アウｂ１ 市場ニーズに対応した新木質材料の開発 a 100 0.550

アウｂ２ 省エネルギーで効率の良い高度な木材の乾燥・加工・流 a 100 0.221
通システムの開発

アウｂ３ きのこの付加価値を高める技術等の開発 a 100 0.229

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イア 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

イアａ 森林生物の生命現象の解明

指標（研究課題群）
遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木の生命現象

の解明

１．中期目標

生物機能を活用した新技術の創出、木質系新素材の開発等を図るためには、森林生物のゲノム

情報の充実を図り、環境ストレス適応機構等を解明すること並びに木質系資源の化学的・物理的

機能及び特性を解明することにより、森林生物資源の機能に関する知見を集積することが課題と

なっている。

このため、森林生物の生命現象の解明並びに木質系資源の機能及び特性の解明を行う。

２．中期計画

生物機能を活用した新技術の創出に資するため、森林生物のゲノム情報の充実を図り、遺伝子

の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木の生命現象の解明並びにきのこ類及び有用

微生物の特性の解明を行う。

３．中期目標の達成状況

中期目標にある森林生物の生命現象の解明を図るため、本研究課題群では、ゲノム情報の充実

を図り、遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等、樹木の生命現象の解明を行っ

た。

ゲノム情報の充実に関しては、ポプラ完全長 cDNA やスギ針葉・雄花・雌花の完全長 cDNA の

大規模収集、スギの花粉・木部・移行材における発現遺伝子の収集を進め、スギやポプラの完全

長 cDNA の塩基配列情報を森林生物遺伝子データベース（ForestGEN）に公表する等、森林生物

のゲノム情報の充実が着実に進捗した。

遺伝子の機能の解明に関しては、スギ雄性不稔候補遺伝子の単離と機能解明、スギの花粉アレ

ルゲン遺伝子の多様性、スギの花成制御遺伝子の機能解明、スギの心材形成に関わる遺伝子の機

能解明、ポプラの花成制御遺伝子の発現特性や機能の解明、ポプラの早期開花誘導技術の開発、

ポプラの不稔化誘導技術の開発、ジベレリン合成酵素遺伝子を導入した組換えポプラの成長特性

解明等、花成制御や成長制御に関する重要な遺伝子機能の成果を得た。

環境ストレス応答機構の解明に関しては、ポプラの環境ストレス応答性遺伝子の特定、ポプラ

の放射線に対する DNA 修復関連遺伝子の解明、オゾン耐性かつ乾燥耐性組換えポプラの開発等

を進め、遺伝子の機能解明の成果と合わせて、スーパー樹木の開発に必要な知見を集積した。

遺伝子の多様性の解明に関しては、スギ天然林の空間遺伝構造の解明、ヒノキ天然林の遺伝的

多様性の解明、スギとヒノキにおける環境適応的遺伝変異の検出、ミズナラ集団の遺伝構造の解

明、希少種ヤツガタケトウヒ、イラモミの遺伝的分化の解明、森林の分断化がクロビイタヤの遺

伝子流動に及ぼす影響の解明など、樹木の遺伝的多様性の保全技術開発等に繋がる学術的価値の

高い成果を達成した。また、多様な遺伝子マーカーに基づくサクラ栽培品種の DNA 識別法の開

発を行った。

このように樹木の生命現象の解明は順調に進捗し、中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

スギやポプラ等の樹木で発現している遺伝子の大規模収集を行い、公的なデータベースに提供

し、樹木のゲノム研究の進展に貢献した。解読した塩基配列に基づく機能分類に関する研究、雄
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性不稔関連遺伝子、花成制御遺伝子、成長制御関連遺伝子、DNA 修復関連遺伝子等の機能解明を

行い、スーパー樹木の開発に貢献した。また、森林植物の遺伝子の多様性維持機構に関する解明

を行い、それらの保全技術の開発に貢献した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.833

評価結果の理由：

スギとポプラを対象としてゲノム情報の充実、遺伝子の機能及び環境ストレス応答機構等の解

明を確実に実行し、スギやヒノキ等の樹種について遺伝子の多様性の解明を行うなど、樹木の生

命現象の解明を着実に実行できたことから、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イア 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

イアａ 森林生物の生命現象の解明

指標（研究課題群） きのこ類及び有用微生物の特性の解明

１．中期目標

生物機能を活用した新技術の創出、木質系新素材の開発等を図るためには、森林生物のゲノム

情報の充実を図り、環境ストレス適応機構等を解明すること並びに木質系資源の化学的・物理的

機能及び特性を解明することにより、森林生物資源の機能に関する知見を集積することが課題と

なっている。

このため、森林生物の生命現象の解明並びに木質系資源の機能及び特性の解明を行う。

２．中期計画

生物機能を活用した新技術の創出に資するため、森林生物のゲノム情報の充実を図り、遺伝子

の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等樹木の生命現象の解明並びにきのこ類及び有用

微生物の特性の解明を行う。

３．中期目標の達成状況

きのこ類及び有用微生物の特性の解明に関しては、シイタケの全ゲノムを解読し、その塩基配

列と遺伝子の対応付けを進め、新たに子実体形成期に発現している遺伝子情報を多数収集する等、

きのこのゲノム情報を充実させるとともに、行政の現場が求める DNA マーカーの開発、きのこ

産業が求める子実体特性を決める遺伝子の解明やその利用技術の開発に役立てた。食用きのこ類

で分類学的研究が遅れている日本産キシメジ科きのこの整理、子実体形成に関わる遺伝子の機能

の解明、菌根性きのこの遺伝子組換え系や純粋培養菌糸体を用いるショウロの新たな接種技術を

開発した。市販きのこ類のカドミウム含有量を調査して、国内産栽培きのこは EU の基準を下回

っていることを明らかにした。きのこの判別法の開発を進め、DNA 断片（megB1）やマツタケの

レトロトランスポゾンを活用した系統分類、原産地判別等の新たな解析手法を開発し、バイリン

グの分類学的審査基準の提供やアジア産マツタケの原産地表示違反防止等に貢献した。木材成分

の有効利用技術開発に関しては、セルラーゼと機械処理を併用することによりセルロースから新

素材であるセルロースナノファイバーを多量生産できる技術開発に成功した。微生物を利用した

温和な環境に優しい脱リグニン法の開発研究を進め、リグニン分解酵素であるマンガンペルオキ

シダーゼがリグニン分解を律速するのではなく、ペルオキシダーゼの触媒活性に必要な過酸化水

素を供給する酵素系（グリオキサールオキシダーゼ）が律速であることを解明した。また、グリ

ーンプラスチック生産に結びつく白色腐朽菌のバニリン酸分解酵素遺伝子の取得や難分解性有機

塩素農薬を分解し環境浄化に役立つ Heptachlor 分解菌群、DDT 分解菌の取得等、新規性の高い成

果を得ることができた。このように、本研究課題群は順長に進捗し、中期目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

シイタケの全ゲノムの解読、子実体形成に関わる遺伝子の機能の解明、新規 DNA 断片を活用

したマツタケの原産地判別法等の開発を行い、きのこのゲノム情報の充実、行政の現場が求める

DNA マーカーの開発、きのこ産業が求める子実体特性を決める遺伝子の解明やその利用技術の開

発等へ貢献した。セルロースナノファイバーの多量生産技術の開発、白色腐朽菌のリグニン分解

機構の解明を行い、新素材開発や環境に優しい脱リグニン法の開発に貢献した。また、難分解性

有機塩素農薬を分解する新規 DDT 分解菌等を取得し、環境浄化技術の開発に貢献した。
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評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.167

評価結果の理由：

期首に設定した目標が概ね達成できたこと、シイタケの全ゲノム解読、トランスポゾン等新規

の DNA マーカーの発見と利用技術の開発、木材の有効利用に向けた環境低負荷型セルロースナ

ノファイバーの生産技術の開発等も成果として上げられたことから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

（ア）新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

ａ 森林生物の生命現象の解明

第２-１-(１)-イアａ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

イアａ１ 遺伝子の機能及びその多様性、環境ストレス応答機構等 a 100 0.833
樹木の生命現象の解明

イアａ２ きのこ類及び有用微生物の特性の解明 a 100 0.167

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イア 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

イアｂ 木質系資源の機能及び特性の解明

指標（研究課題群） 多糖類等樹木成分の機能及び機能性材料への変換特性の解明

１．中期目標

生物機能を活用した新技術の創出、木質系新素材の開発等を図るためには、森林生物のゲノム

情報の充実を図り、環境ストレス適応機構等を解明すること並びに木質系資源の化学的・物理的

機能及び特性を解明することにより、森林生物資源の機能に関する知見を集積することが課題と

なっている。

このため、森林生物の生命現象の解明並びに木質系資源の機能及び特性の解明を行う。

２．中期計画

木質系資源からの新素材及び木質材料の開発に資するため、多糖類等樹木成分の機能及び機能

性材料への変換特性並びに間伐材・未成熟材等の基礎材質特性及び加工時の物性変化の解明等を

行う。

３．中期目標の達成状況

未利用木質バイオマス成分であるリグニンからの新素材の開発に資するため、新たな環境調和

型媒体として注目されているイオン液体中のリグニンの分解反応挙動を精査し、リグニン分子内

に二重結合が導入されること及びリグニンが低分子化を受けることを明らかにした。

製材工場残廃材の中で最も未利用率が高い樹皮の高付加価値利用に資するため、樹皮の主成分

である樹皮タンニンのアミン類との反応によるアミノ化変性挙動を解明し、ピロガロール骨格を

有するタンニン分子中にアミノ基が導入されることを明らかにした。

樹木精油を環境汚染物質除去剤として利用するため、減圧式マイクロ波水蒸気蒸留法による樹

木精油（香り成分）の省エネルギーかつ大規模抽出技術および 60 ℃加熱放散式による空間へ噴霧

法を開発した。さらにスギ葉から得られた精油が二酸化窒素等の環境汚染物質除去機能を有する

ことを明らかにした。

木竹酢液の安全性を確認するため、現行の製品規準で認証されている市販木竹酢液中のホルム

アルデヒド含有量の実態を精査し、現在の基準で認証されている市販木酢液中の含有量が 275ppm、

市販竹酢液中の含有量が 260ppm であり、含有量の高い認証市販製品はないことを明らかにした。

これらの研究成果を基に特許出願を行うとともに、科研費等の外部資金の獲得にも繋げた。こ

れらのことから、中期目標に沿った成果が創出されており、目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

イオン液体中のリグニンの反応挙動に関する成果は、新たなバイオリファイナリー手法の開発

を目的とする科研費課題の採択に繋がった。樹皮タンニンのアミン類との反応挙動に関する成果

は、樹皮タンニンからの新規バイオプラスチックの開発を目的とするプロジェクト研究に繋がっ

た。樹木精油の効率的抽出法及び噴霧法の開発に関する成果は、多くの特許出願を行い、民間企

業との共同研究を通じて実用化を目指している。市販木竹酢液中のホルムアルデヒド含有量に関

する結果は、木竹酢液から放散するホルムアルデヒドの量が少ないことを示す貴重な成果であり、

木竹酢液の特定防除資材への認定のための基礎資料として役立てられている。
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評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.764

評価結果の理由：

イオン液体中のリグニンの分解反応特性の解明、樹皮タンニンのアミン類との反応挙動の解明、

減圧マイクロ波加熱水蒸気蒸留による樹木精油の新規採取法の開発など、木質系資源の機能及び

特性の解明に繋がる貴重な成果を集積することができた。得られた成果を基に特許出願、科研費

等の外部資金の獲得も順調に行った。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イア 新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

イアｂ 木質系資源の機能及び特性の解明

指標（研究課題群） 間伐材・未成熟材等の基礎材質特性及び加工時の物性変化の解明

１．中期目標

生物機能を活用した新技術の創出、木質系新素材の開発等を図るためには、森林生物のゲノム

情報の充実を図り、環境ストレス適応機構等を解明すること並びに木質系資源の化学的・物理的

機能及び特性を解明することにより、森林生物資源の機能に関する知見を集積することが課題と

なっている。

このため、森林生物の生命現象の解明並びに木質系資源の機能及び特性の解明を行う。

２．中期計画

木質系資源からの新素材及び木質材料の開発に資するため、多糖類等樹木成分の機能及び機能

性材料への変換特性並びに間伐材・未成熟材等の基礎材質特性及び加工時の物性変化の解明等を

行う。

３．中期目標の達成状況

木材の正確な樹種識別に資するため、木材からの DNA の効率的抽出法の精査を行い、伐採後 23
年を経過した木材でも多くの DNA が残存しており、その多くが年輪の晩材部に存在しているこ

とを明らかにした。

スギ間伐材の基礎材質特性を解明するため、スギの横断面及び軸方向収縮率の樹幹内変動を精

査し、横断面収縮率が樹幹の内側と外側で異なること、軸方向収縮率がミクロフィブリル傾角と

正の相関があることを明らかにした。

木材の乾燥廃液の用途開発に資するため、スギ材の中温度乾燥廃液から得られる凝縮水の特性

を検討した結果、これらの凝縮水が大腸菌、黄色ブドウ球菌に対して強力な抗菌活性を示すこと、

及び凝縮水中のタール分が通常の木材の 2 倍以上の発熱量を有することを明らかにした。

木材の乾燥割れの簡便な予防法の開発に資するため、乾燥中の 2 対歪み計測定によるスギ乾燥

スケジュールの自動作成法を考案した。

これらの研究成果は特許申請とともに、科研費等の外部資金の獲得にも繋がった。以上のこと

から、中期目標に沿った成果が創出されており、目標を達成した。

４．主要な成果とその利活用

木材からの DNA 抽出技術の成果は、信頼性の高い木材の樹種や産地識別に役立てられる。ス

ギの横断面及び軸方向収縮率の樹幹内変動の成果は、乾燥前の非破壊的な材質選別のへの応用な

どの製材品の品質管理に役立てられる。木材の乾燥廃液の特性に関する成果は、大量に発生する

乾燥廃液のエネルギー利用に繋がる知見である。2 対歪み計によるスギ材乾燥スケジュールの自

動作成法に関する成果は、経済的負担を最小限に抑えながら適切な乾燥スケジュールを決定でき

る簡便な予防法として現場の製材工場へ移行できる成果である。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.236

評価結果の理由：
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木材からの DNA の効率的抽出技術の開発、スギの横断面収縮率の樹幹内変動の解明、スギ心

持ち材乾燥中の 2 対歪み測定による乾燥工程の制御技術の開発など、木質系資源の機能及び特性

の解明に繋がる貴重な成果を集積することができた。得られた成果を基に特許出願、科研費等の

外部資金の獲得も順調に行った。

以上のことから、全体として目標を概ね達成していると判断し、「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

（ア）新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明

ｂ 木質系資源の機能及び特性の解明

第２-１-(１)-イアｂ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

イアｂ１ 多糖類等樹木成分の機能及び機能性材料への変換特性の解明 a 100 0.764

イアｂ２ 間伐材・未成熟材等の基礎材質特性及び加工時の物性変化の a 100 0.236
解明

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)
大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イイ 森林生態系の構造と機能の解明

イイａ 森林生態系における物質動態の解明

指標（研究課題群） 森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明

１．中期目標

森林生態系においては、森林を構成する樹木及びそこに住む各種の生物が食物連鎖又は共生を

通じて動的に結び付いているとともに、生物群集とそれを取り巻く土壌、大気等の環境が水・養

分・エネルギーの循環を通じて結び付いており、地球温暖化が生態系に与える影響評価、生物多

様性の保全、山地災害及び生物被害の予測・軽減、持続可能な森林管理等に対応する技術開発を

効率的に推進するためには、森林生態系に関する基礎的知見の集積が不可欠である。

このため、森林生態系における物質動態の解明及び森林生態系における生物群集の動態の解明

を行う。

２．中期計画

温暖化が森林生態系に与える影響の評価、公益的機能の発揮技術の向上等に資するため、森林

生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明及び水・二酸化炭素・エネルギー動態

の解明を行う。

３．中期目標の達成状況（主な成果）

これまでに重金属やイオウの蓄積実態や土壌中における動態の解明、土壌中の水と物質の移動

量を同時に測定できる手法の確立、スギのリター分解に伴う窒素固定活性の変化、森林土壌の炭

素蓄積に強く関与する落葉分解に伴う成分組成変化や枯死有機物の供給量の変化等を明らかにし

た。また、森林生態系の窒素吸収における細根の戦略の解明、CENTURY モデルをベースとし気

候条件、樹種、履歴を加味した土壌炭素蓄積量推定のモデルの構築による全国の森林を対象とし

た土壌炭素蓄積量の推定を行った。

これらの成果から、中期目標の森林生態系における物質動態の解明を達成した。

４．成果の利活用

重金属やイオウの土壌中での動態、樹木からの窒素供給や土壌の窒素無機化過程等の動態、有

機物の分解特性、樹木細根の養分吸収戦略等を解明するとともに、土壌中の水移動量測定方法の

確立、土壌炭素蓄積量推定モデルによる全国の森林土壌炭素蓄積量の推定を行った。成果は、関

連する開発研究に受け渡すとともに、プレスリリースや一般向け講演会等を通じて社会還元に対

応した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.668

評価結果の理由：

土壌中の水と物質の移動量を同時に測定できる手法の確立、気候条件や樹種、履歴を加味した

土壌炭素蓄積量推定のモデル構築、根呼吸と分解呼吸の解析に基づく生態系呼吸量の変動要因の

解明を達成したことから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イイ 森林生態系の構造と機能の解明

イイａ 森林生態系における物質動態の解明

指標（研究課題群） 森林生態系における水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明

１．中期目標

森林生態系においては、森林を構成する樹木及びそこに住む各種の生物が食物連鎖又は共生を

通じて動的に結び付いているとともに、生物群集とそれを取り巻く土壌、大気等の環境が水・養

分・エネルギーの循環を通じて結び付いており、地球温暖化が生態系に与える影響評価、生物多

様性の保全、山地災害及び生物被害の予測・軽減、持続可能な森林管理等に対応する技術開発を

効率的に推進するためには、森林生態系に関する基礎的知見の集積が不可欠である。

このため、森林生態系における物質動態の解明及び森林生態系における生物群集の動態の解明

を行う。

２．中期計画

温暖化が森林生態系に与える影響の評価、公益的機能の発揮技術の向上等に資するため、森林

生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明及び水・二酸化炭素・エネルギー動態

の解明を行う。

３．中期目標の達成状況（主な成果）

これまでに森林の水輸送に関わる蒸発散量推定値に対する斜面方位の影響解明、森林群落の CO2

収支やエネルギーの収支解析に強く関与する熱収支のインバランス要因の解明等を行った。

水素安定同位体比の変動解析によって、流域内で降水が流出するまでの平均滞留時間の推定を

可能とした他、降雨時の土壌水分の状態に応じた土層中の水移動に関する特性の変化が、降雨に

対する直接流出の割合を大きく変化させる要因であることを明らかにした。

生態系呼吸量の 75 ％を占める土壌呼吸量の時間的・空間的変動に影響を与える要因として、根

呼吸のサイズ依存性、細根の活動や枯死・再生等が重要であることを示すことができた。

これらの成果から、中期目標に沿った成果を創出しており目標を達成した。

４．成果の利活用

水文・微気象過程に関する知見を蓄積する上で必要な安定同位体比を用いた水移動測定手法、

生態系呼吸量観測手法等の測定・解析手法を向上させた。成果は、関連する開発研究に受け渡す

とともに、プレスリリースや水源かん養機能に関するホームぺージを通じた Q&A 形式のわかり

やすい解説、データ公開等を通じて社会への還元に積極的に対応した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.332

評価結果の理由：

安定同位体比を用いた水移動測定手法、生態系呼吸量観測手法等の測定・解析手法を向上させ

ており、予定した成果を達成したことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

（イ）森林生態系の構造と機能の解明

ａ 森林生態系における物質動態の解明

第２-１-(１)-イイａ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

イイａ１ 森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解 a 100 0.668
明

イイａ２ 森林生態系における水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明 a 100 0.332

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イイ 森林生態系の構造と機能の解明

イイｂ 森林生態系における生物群集の動態の解明

指標（研究課題群） 森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明

１．中期目標

森林生態系においては、森林を構成する樹木及びそこに住む各種の生物が食物連鎖又は共生を

通じて動的に結び付いているとともに、生物群集とそれを取り巻く土壌、大気等の環境が水・養

分・エネルギーの循環を通じて結び付いており、地球温暖化が生態系に与える影響評価、生物多

様性の保全、山地災害及び生物被害の予測・軽減、持続可能な森林管理等に対応する技術開発を

効率的に推進するためには、森林生態系に関する基礎的知見の集積が不可欠である。

このため、森林生態系における物質動態の解明及び森林生態系における生物群集の動態の解明

を行う。

２．中期計画

森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価、生物多様性の保全、野生動物の適正管理等に資す

るため、森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明並びに森林生態系を構成する生物

個体群及び群集の動態の解明等を行う。

３．中期目標の達成状況（主な成果）

森林生物の未知の種間相互作用として、アカネズミがその主要な餌であるコナラ種子に含まれ

る有毒なタンニンに対して唾液内の特殊なタンパク質で対抗していることや、狩りバチの特殊な

器官であるアカリナリウムにはハチにとって有益なダニを運搬する機能があることを明らかにし、

生物多様性維持機構の一端を解明した。遺伝的手法を用いた研究では、日本に生息するマツノザ

イセンチュウが「東北～中国・四国」と「南九州」の 2 グループに大きく分かれること、複数の

寄主が存在するとウィルス個体群の遺伝的多様性が高くなること、また南西諸島の島嶼性希少鳥

類の遺伝的分化による保全単位を明らかにするとともに、樹木病原菌マツノネクチタケ属の系統

の解明や、森林の微生物多様性プロファイルの作成手法を開発した。さらに、生物被害防除への

シーズ研究では、スズメバチ類に対する生物的防除素材としてのスズメバチセンチュウの有望性

を明らかにし、加えてマツタケ人工栽培の基礎となる、マツタケとマツの栄養相互作用の解明も

行った。また、スギの雄花のみを枯死させる菌類（スギ黒点病菌）を純粋分離し、花粉飛散を人

為的に抑制する生物農薬として使えることを明らかにした。このように、森林に依存して生育す

る代表的な生物について、種間相互作用等の解明がなされた。

４．成果の利活用

コナラ種子のタンニン量を非破壊的に測定する技術により、いままで単に量的に記述されてい

たネズミによる更新阻害について、樹木の防御能力の変異を組み入れたモデルを開発する基礎が

できた。狩りバチが自らに有益なダニをアカリナリウムで運搬するという世界初の発見は、全国

紙を含め国内外で広く報道されるなど生物多様性の重要性の認知に貢献した。島嶼性希少鳥類の

遺伝構造の解析に基づいて保全方法を具体化し、その成果はレッドリストの見直しや絶滅危惧ラ

ンクの再検討に利用された。マツノザイセンチュウが国内で大きく二つの遺伝的タイプに分かれ

るという発見は、北米から日本への侵入過程や病原性の変異可能性を考察する上で大きく寄与し、

今後の展開が期待できる。またスズメバチセンチュウが危険生物スズメバチの生物的防除素材と

して優れた性質を有することや、マツタケとマツとの栄養相互作用の解明など、応用研究へのシ
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ーズを産みだした。スギ雄花を選択的に枯損させるスギ黒点病菌は、実用化が見込まれたので「新

たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」を獲得し生物農薬開発への段階へと進めた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.708

評価結果の理由：

未知の種間相互作用を解明して生物多様性維持機構の一端を明らかにするとともに、遺伝的手

法を用いて希少生物の保全単位の選定や外来種の侵入経路解明の可能性を示した。また、マツタ

ケの人工培養や危険生物スズメバチの生物的防除などに応用可能な知見を得た。また、スギ雄花

を枯死させる菌を花粉飛散防止のための生物農薬として利用する研究を開始したことなどから

「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イイ 森林生態系の構造と機能の解明

イイｂ 森林生態系における生物群集の動態の解明

指標（研究課題群） 森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明

１．中期目標

森林生態系においては、森林を構成する樹木及びそこに住む各種の生物が食物連鎖又は共生を

通じて動的に結び付いているとともに、生物群集とそれを取り巻く土壌、大気等の環境が水・養

分・エネルギーの循環を通じて結び付いており、地球温暖化が生態系に与える影響評価、生物多

様性の保全、山地災害及び生物被害の予測・軽減、持続可能な森林管理等に対応する技術開発を

効率的に推進するためには、森林生態系に関する基礎的知見の集積が不可欠である。

このため、森林生態系における物質動態の解明及び森林生態系における生物群集の動態の解明

を行う。

２．中期計画

森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価、生物多様性の保全、野生動物の適正管理等に資す

るため、森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明並びに森林生態系を構成する生物

個体群及び群集の動態の解明等を行う。

３．中期目標の達成状況

森林の二酸化炭素吸収源としての機能を解明するため、水分環境や光環境の変動に対する光合

成反応の違いや、将来予想される高 CO2 条件下での炭素固定能を解明するとともに、樹木の呼吸

に着目して個体・林分・群落の種々のレベルにおいて呼吸特性や呼吸量を推定した。さらに樹木

の成長や資源利用特性に及ぼす影響要因としての地形、個体齢、繁殖投資の重要性の解明を行い、

全体として、森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価につながる貴重な成果を得た。加えて、

比較的大規模な攪乱の影響評価とその後の個体群・群集の反応に関して、台風等の攪乱から受け

る影響の樹種間での相違を解明するなどの成果が得られた。さらに、二次林と老齢林での攪乱に

対する反応、破壊的な大規模攪乱に対する長期の森林回復過程、分布北限地におけるブナが地滑

りなどの攪乱を契機として分布を拡大したことを明らかにした。

これらの成果により、森林生態系を構成する生物の個体群や群集の動態を解明するという目標

が達成された。

４．主要な成果とその利活用

高 CO2 濃度下における植物の炭素固定能力の評価は、将来予測される地球環境における二酸化

炭素吸収量をより正確に予測することに貢献する。サイズの異なる多種多様な樹木の呼吸を統一

的に表すために従来より優れたモデルを開発し、評価の高い学術雑誌 PNAS に掲載され世界的に

注目された。台風などの大規模攪乱に対する老齢林と二次林の反応の違いなどを明らかにしたこ

とや、分布北限地におけるブナの分布が攪乱によって拡大したという発見は、将来予想される極

端気象下での森林管理に貢献する成果である。このように、気候変動によって予測される環境下

で森林生態系を構成する樹木が、個体群、群集としてどのように反応するかを多くの側面から明

らかにし、アアａの温暖化研究につなげることができた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト 0.292
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評価結果の理由：

森林の二酸化炭素吸収源としての機能評価に欠くことのできない、個体、林分、群落の各レベ

ルでの呼吸特性や呼吸量の推定、大規模攪乱後の森林動態の回復過程や、攪乱がその後の植生分

布に与える影響を解明する成果を得たことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

大項目 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

中項目 １ 研究の推進

小項目（１）重点研究領域

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

（イ）森林生態系の構造と機能の解明

ｂ 森林生態系における生物群集の動態の解明

第２-１-(１)-イイｂ

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

イイｂ１ 森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明 a 100 0.708

イイｂ２ 森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明 a 100 0.292

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） １ 研究の推進

（小項目） （２）研究の基盤となる情報の収集と整備の推進

指 標
① 森林・林業・木材産業に関する研究の基盤となる情報の収集・整備・活用を推進す

る。

１．中期目標：

森林・林業・木材産業に関する研究の基盤となる情報の収集・整備・活用を推進する。

２．中期計画：

全国に配置された収穫試験地や水文観測施設等における森林の成長・動態調査、森林水文モニ

タリング、積雪観測等各種モニタリングを実施する。また、経常的な野外観測、野外観測試料の

分析又は各種データ入力においては、アウトソーシングの導入を検討する。

木材の識別情報等、収集・整備した情報をデータベース化するとともにウェブサイト等を用い

て公開する。

３．中期目標の達成状況：

全国の生物被害関係者（各県林務課、公立林試の保護関係者、国有林、樹医等）から情報収集

を行ったところ、18 年 1 月～ 22 年 12 月の間の報告数が合計 1067 件であった。被害の内訳は、

獣害 405 件、虫害 420 件、病害 237 件であった。

全国 181 カ所の収穫試験地を対象に、森林の成長・動態に関する現地調査を行い、その結果を

研究に利用するとともに、森林総合研究所ウェブサイトにおいて公開した。一部の試験地につい

て、簡易な調査を民間コンサルタントに委託するとともに、その調査内容・結果の適切性を確認

した。

全国 5 カ所の森林理水試験地において水収支のモニタリングを継続し、その結果を研究に利用

するとともに、データベース化してウェブサイトにおいて公開した。また、十日町試験地におい

て積雪観測を継続し、この結果についてもウェブサイトにおいて公開した。

木材の識別情報として、日本産木材データベース、木材標本庫データベース、日本産木材識別

データベースの 3 つのデータベースの管理・更新を行い、これらをウェブサイトにおいて公開し

た。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

森林の成長・動態調査や森林水文モニタリング等について、データ収集及び公開等を着実に進

めたこと、一部についてアウトソーシングを開始したことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） １ 研究の推進

（小項目） （２）研究の基盤となる情報の収集と整備の推進
第２-１-(２)

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 森林・林業・木材産業に関する研究の基盤となる情報の収集・整備 a 100 １
・活用を推進する。

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） １ 研究の推進

（小項目） （３）きのこ類等遺伝資源の収集及び保存

指 標
① きのこ類等遺伝資源を 500 点探索・収集するとともに、遺伝資源の増殖・保存、

特性評価等を推進する。

１．中期目標：

きのこ類等遺伝資源を 500 点探索・収集するとともに、遺伝資源の増殖・保存、特性評価等を

推進する。

２．中期計画：

ジーンバンク事業として、きのこ類等の遺伝資源を 500 点探索・収集し、その特性の評価を行

うとともに、独立行政法人農業生物資源研究所と連携協力して、遺伝資源の増殖・保存・配布を

推進する。

３．中期目標の達成状況：

独立行政法人農業生物資源研究所への委託保存は平成 20 年度をもって終了し、平成 21 年度か

らの保存・配布業務は当所が行った。微生物遺伝資源管理規程及び微生物遺伝資源配布規則を制

定し、微生物遺伝資源管理委員会により運営するとともに、ウェブサイト上に微生物遺伝資源デ

ータベースを公開した。

本中期計画期間中に野生きのこ、食用きのこ、昆虫寄生菌、樹木病原菌、木材腐朽菌及び菌根菌

等の森林微生物遺伝資源を累計で 576 菌株収集し、その内 511 菌株を保存し公開した。保存菌株の

種名は、Raffaelea quercivora、Botryoshaeria dothidea、Ophiostoma floccosum、Tinctoporellus epimiltinus、
Isaria farinosa 及び Beauveria bassiana 等、他多数である。これらの菌株は微生物多様性研究の基

盤に利活用するとともに、樹木病原菌や昆虫等に対する微生物防除素材としての利用にも基礎資料

として活用した。

特性評価については、食用きのこを中心に 104 株の交配型や DNA 核酸配列についての解析を

行った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

500 点を超えるきのこや腐朽菌などの遺伝資源の収集と保存、さらには特性評価及び配布が着

実に推進されたことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目） １ 研究の推進

（小項目） （３）きのこ類等遺伝資源の収集及び保存
第２-１-(３)

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① きのこ類等遺伝資源を 500 点探索・収集するとともに、遺伝資源の a 100 １
増殖・保存、特性評価等を推進する。

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種の推進

（小項目） （１）林木の新品種の開発

指 標 新品種の開発目標数

１．中期計画

中期目標期間中に、250 品種を目標として、次に掲げる新品種の開発を行う。特に、花

粉症対策に有効な品種、国土保全、自然環境保全等の機能の向上に資する品種の開発に

重点的に取り組む。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（140）％

（主要成果）

花粉症対策品種に有効な品種の開発においては、林業用としても成長等に優れた雄性

不稔スギ品種 1 品種（スギ三重不稔(関西)1 号）を始め、今中期において初めて開発さ

れた花粉の少ないヒノキ品種 55 品種を含む 79 品種を開発し、自然環境の保全に資する

品種の開発においては、幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ 69 品種、

幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ 11 品種を合わせて 80 品種を開

発した。国土保全に資する品種の開発では、抵抗性品種同士を交配した次世代、今中期

で初めて開発された東北の日本海側、北陸及び山陰のマツノザイセンチュウ抵抗性クロ

マツ品種を含むアカマツ及びクロマツの抵抗性品種を合わせて 129 品種開発し、東北及

び関西の多雪地帯の造林に資する雪害抵抗性品種を 19 品種、東北、関東の育種基本区

でスギカミキリ抵抗性品種を合わせて 15 品種、関西育種基本区でスギ耐陰性品種を 2
品種開発した。また、林業の振興に資する林産物供給機能の向上に資する品種の開発で

は、東北と関東の育種基本区で材質の優れたスギ品種を合わせて 9 品種を開発し、北海

道育種基本区で成長の優れたアカエゾマツ品種 6 品種を開発した。

以上により、計 339 品種を開発した。(中期計画林木育種成果集 5-1 参照）

（成果の利活用）

林木の品種開発の業務を推進し、新たに 339 品種を開発した。特に、林業用特性に優

れた雄性不稔品種、花粉の少ないヒノキ品種等花粉症対策に有効な品種及び抵抗性同士

を交配した第二世代のマツノザイセンチュウ抵抗性品種等国土保全、自然環境保全等の

機能の向上に資する品種の開発に重点的に取り組んだことによって、安全で快適な国民

生活の確保及び森林の有する多面的機能の発揮に向けた森林整備の促進に資する。

（中期目標の達成状況）

中期計画において目標としている品種開発数 250 品種に対し、花粉症対策品種 79 品

種、地球温暖化防止に資する品種 80 品種、国土保全、水源かん養及び自然環境保全機

能の向上に資する品種 165 品種、林産物供給機能向上に資する品種 15 品種を開発し、

計 339 品種を開発した。

このように中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明
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独立行政法人森林総合研究所

中期計画に沿い、250 品種の開発目標数に対し、林業用特性に優れた雄性不稔スギ品種、

東北の日本海側、北陸地方及び山陰地方で初めてのクロマツのマツノザイセンチュウ抵抗

性品種を含む 339 品種を開発できたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ 2 ）ｓ、 （ ）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 140 + 140 ／2 ＝ 140 ％

委員数 （2）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ ｓ ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・開発目標数 250 品種を大きく上回る 339 品種を開発したことは高く評価できる。

５．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種の推進

（小項目） （１）林木の新品種の開発

指 標 ア 花粉症対策に有効な品種の開発

１．中期計画

花粉生産の少ないヒノキ及びスギの新品種を開発するとともに、花粉生産の少ないス

ギ品種のアレルゲン含有量の測定・評価を行い、その特性情報を都道府県等に提供する。

また、雄性不稔スギと成長、材質等の優れたスギ精英樹等との人工交配及びそれにより

得られた苗木の育成を進める。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

関西育種基本区において県と連携して、雄性不稔の確認と諸特性を調査した結果、雄

性不稔スギ品種 1 品種（スギ三重不稔（関西）1 号）を開発した。本品種は林業用品種

として成長等に優れた特性を有するものである。関東、関西、九州の育種基本区におい

て、花粉の少ないヒノキ品種を合わせて 55 品種を都府県と連携して開発した。花粉の

少ないヒノキ品種は今中期において初めて開発されたものであり、ヒノキ種苗の需要に

対応できることとなった。更に、東北、関西の育種基本区で花粉の少ないスギ品種を合

わせて 23 品種開発し、この中には花粉症対策品種の少なかった東北育種基本区におい

て開発した 10 品種を含むとともに、東北、関西、九州の育種基本区で少花粉品種を含

むスギ精英樹計 267 クローンの花粉のアレルゲン Cryj1 と Cryj2 を 3 カ年にわたって調

査した結果を解析・評価し、アレルゲン含有量データを関係する府県に提供した。なお、

関東育種基本区におけるスギアレルゲン含有量データの提供は前中期計画期間において

実施した。これらの品種開発によって今中期計画期間では 79 品種の花粉症対策に有効

な品種を開発した。

また、東北、関東、九州の育種基本区で雄性不稔スギと成長、材質等の優れた精英樹

等との人工交配による F1 の育成、更には F2 の育成を進めるとともに、関東育種基本区

でこれまでに育成した F2 個体にジベレリン処理を行い、着花した 1,016 個体について雄

性不稔の有無を調査し、雄性不稔の 253 個体を得た。

（成果の利活用）

雄性不稔スギ品種及び花粉生産量の少ないヒノキとスギの新品種を開発するととも

に、花粉生産の少ないスギ品種のアレルゲン含有量の測定・評価を行い、その特性情報

を都道府県等に提供した。また、雄性不稔スギと成長、材質等の優れたスギ精英樹等と

の人工交配及びそれにより得られた苗木の育成を進めた。

これらの成果により、花粉症対策の促進に資する。

（中期目標の達成状況）

中期計画に対し、林業用として成長の優れた特性を有する雄性不稔スギ、当中期計画

において初めて開発された花粉の少ないヒノキ品種を含む 79 品種の花粉症対策に有効

な品種を開発するとともに、スギアレルゲン含有量データを提供した。また、雄性不稔

スギとスギ精英樹等との人工交配、F1 苗木の育成及び F1 苗木相互間での人工交配、F2

苗木の育成を進め、これまでに育成した F2 苗木について雄性不稔の有無を調査すること

ができた。

このように中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）
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評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、成長等林業特性に優れた雄性不稔スギ品種、花粉の少ないヒノキ品種

等の花粉症対策に有効な品種を開発するとともに、スギ品種のアレルゲン含有量の評価と

情報提供、雄性不稔スギと精英樹等との人工交配、F1、F2 の育成を進めるとともに、雄性

不稔の有無を調査することができたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （ 2 ）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 100 + 100 ／2 ＝ 100 ％

委員数 （2）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ ａ ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・注目度が高い中で、少花粉スギ、少花粉ヒノキ、低アレルゲンスギ、無花粉スギの開

発を行ったことは評価できる。また、開発品種も種苗の供給に結び付いている。

・花粉のアレルゲン含有量について安定的で信頼できる結果を提供しており評価できる。

５．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種の推進

（小項目） （１）林木の新品種の開発

指 標 イ 地球温暖化の防止に資する品種の開発

１．中期計画

二酸化炭素の吸収・固定能力の高いスギ及びトドマツの新品種を開発する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（90）％

（主要成果）

幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ品種を開発するため、東北、関東、

関西の育種基本区において、精英樹の成長及び容積密度のデータの収集・分析を行い、

合わせて 69 品種を開発した。また、幹重量（二酸化炭素の吸収・固定能力）の大きい

トドマツ品種を開発するため、北海道育種基本区において精英樹のクローン及び精英樹

の実生家系の成長と容積密度のデータの収集・分析を行い 11 品種を開発した。

なお、二酸化炭素の吸収・固定能力の高いスギ及びトドマツ品種については、品種の

特性をより具体的に示すため、当初の呼称から幹重量（二酸化炭素の吸収・固定能力）

の大きいスギ及びトドマツ品種に変更したが、内容については変更が無く、選抜の基準

等についても当初計画通りである。

（成果の利活用）

地球温暖化の防止に資する品種の開発、幹重量（二酸化炭素の吸収・固定能力）の大

きいスギ及びトドマツの新品種を開発した。

（中期目標の達成状況）

中期計画に対し、幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ品種 69 品種、

幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいトドマツ品種 11 品種を開発することが

できた。

このように中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ品種及びトドマツ

品種を開発することができたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （ 1 ）ａ、 （ 1 ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 100 + 80 ／2 ＝ 90 ％

委員数 （2）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ ａ ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・スギ及びトドマツで品種を開発したことは評価できるが、植える人の意欲をそそるよ
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うな分かりやすい説明が必要である。

５．今後の対応方針

幹重量の大きい品種は成長が優れており、成長量を上げるのに適している。そのこと

をアピールしていきたい。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種の推進
（小項目） （１）林木の新品種の開発

指 標
ウ 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の

開発

１．中期計画

マツノザイセンチュウによる病害及びスギカミキリによる虫害に抵抗性を有する新品

種を開発するとともに、マツノザイセンチュウ抵抗性品種間の人工交配により得られた

第二世代抵抗性候補木の検定を進め、新品種を開発する。また、雪害に抵抗性を有する

スギの新品種を開発する。さらに、耐陰性を有するスギ等の品種を開発するための新た

な試験地の設定に着手するとともに、既設の試験地の調査結果を分析・評価し、耐陰性

を有するスギの新品種を開発する。加えて、ケヤキ等の広葉樹の優良形質候補木を用い

たモデル採種林を造成する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

マツノザイセンチュウによる病害及びスギカミキリによる虫害に抵抗性を有する新品

種の開発では、マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発について、一次検定を進めると

ともに、二次検定の結果に基づき、東北、関東、関西、九州の育種基本区において、ア

カマツ及びクロマツのマツノザイセンチュウ抵抗性品種を合わせて 129 品種を開発し

た。これらには、抵抗性品種同士を交配して育成した第 2 世代の系統で開発したマツノ

ザイセンチュウ抵抗性クロマツ品種、東北地方の日本海側、北陸地方、山陰地方で初め

て開発されたマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ品種を含む。スギカミキリ抵抗性品

種の開発では、東北、関東の育種基本区で二次検定の結果に基づき合わせて 15 品種を

開発した。

更に、雪害抵抗性検定林の調査データを収集・分析し、雪害抵抗性品種を東北、関西

の育種基本区で合わせて 19 品種を開発し、関西育種基本区でスギ耐陰性試験地の調査

データを収集・分析し耐陰性スギ品種 2 品種を開発した。

また、東北、関東、関西、九州の育種基本区でケヤキ優良品種候補木クローンを用い

たモデル採種林を造成するとともに、北海道育種基本区でウダイカンバ及びアオダモ優

良品種候補木クローンを用いたモデル採種林を造成した。

（成果の利活用）

マツノザイセンチュウによる病害及びスギカミキリによる虫害に抵抗性を有する新品

種を開発するとともに、マツノザイセンチュウ抵抗性品種間の人工交配により得られた

第 2 世代の抵抗性候補木の検定を進め、新品種を開発した。また、雪害に抵抗性を有す

るスギの新品種を開発した。更に、耐陰性を有するスギ等の品種を開発するための新た

な試験地の設定に着手するとともに、既設の試験地の調査結果を分析・評価し、耐陰性

を有するスギの新品種を開発した。加えて、ケヤキ等の広葉樹の優良形質候補木を用い

たモデル採種林を造成した。

これらの成果によって、国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能向上に資する。

（中期目標の達成状況）

中期計画に対し、マツノザイセンチュウ抵抗性候補木及びスギカミキリ抵抗性候補木

の検定を進め、それぞれ新品種を開発することができた。特に、マツノザイセンチュウ

抵抗性クロマツ品種では、これまで品種が開発されていなかった東北地方日本海側、北

陸地方及び山陰地方において、マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ品種を開発するこ

とができた。また、スギカミキリ抵抗性スギ品種、雪害抵抗性スギ品種及び耐陰性スギ
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品種を開発するとともに、ケヤキ、アオダモ、ウダイカンバのモデル採種林を造成する

ことができた。

このように中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ及びクロマツ品種、スギカミキ

リ抵抗性品種、雪害抵抗性スギ品種、耐陰性スギ品種を開発した。また、ケヤキ等モデル

採種園を造成することができたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （ 2 ）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 100 + 100 ／ 2 ＝ 100 ％

委員数 （2）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ ａ ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・多くの品種を開発しており目標を概ね達成している。

５．今後の対応方針

独立行政法人森林総合研究所

120



中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （１）林木の新品種の開発

指 標 エ 林産物供給機能の向上に資する品種の開発

１．中期計画

材質の優れたスギ及び成長の優れたアカエゾマツの新品種を開発する。また、スギ、

ヒノキ等の検定林等の調査を進めるとともに、成長や材質等の優れたスギ及びヒノキの

第二世代品種を開発するための人工交配、検定林の造成等並びに既設の実生苗を用いた

検定林からの第二世代品種の候補木の選抜及び検定を進める。さらに、育林コストの削

減に有効な特性を有するスギ及びヒノキの精英樹を選定し、その特性情報を都道府県等

に提供する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

材質の優れたスギ品種を開発するため、検定林等において材質特性等の調査とデータ

の解析・評価を進め、東北と関東の育種基本区で材質に優れたスギ品種を合わせて 9 品

種開発し、成長に優れたアカエゾマツ品種を開発するため、検定林で成長等の調査とデ

ータの解析・評価を進め、北海道育種基本区で成長に優れたアカエゾマツ品種 6 品種を

開発した。

検定林等における諸特性の調査では、北海道、東北、関東、関西、九州の育種基本区

で検定林の調査を進め、第 2 世代を選抜するためのスギの人工交配を東北、関西、九州

の育種基本区で、ヒノキの人工交配を関西、九州で実施するとともに、第 2 世代を選抜

するためのスギ、ヒノキの F1 検定林（育種集団林）を関東、九州の育種基本区で造成し

た。更に、第 2 世代精英樹の候補木の選抜を東北、関東、関西、九州の育種基本区で進

め、スギ候補木 454 クローン、ヒノキ候補木 176 クローンを選抜するとともに、九州育

種基本区では第 2 世代精英樹候補木クローンの検定を進めた。

また、東北、関東、関西、九州の育種基本区において検定林等の調査データを用いて

初期成長等に関する分析・評価を進め、育林コストの削減に有効なスギクローンを抽出

するとともに精英樹特性データとして評価結果を都府県に提供した。同じく関西育種基

本区ではヒノキ検定林の調査データを用いて初期成長に関する分析・評価を進め、育林

コストの削減に有効なヒノキクローンを抽出するとともに精英樹特性データとして評価

結果を府県に提供した。

（成果の利活用）

材質の優れたスギ及び成長の優れたアカエゾマツの新品種を開発した。また、スギ、

ヒノキ等の検定林等の調査を進めるとともに、成長や材質等の優れたスギ及びヒノキの

第 2 世代品種を開発するための人工交配、検定林の造成等並びに既設の実生苗を用いた

検定林からの第 2 世代品種の候補木の選抜及び検定を進めた。更に、育林コストの削減

に有効な特性を有するスギ及びヒノキの精英樹を選定し、その特性情報を都道府県等に

提供した。

これらによって、林業の振興に資する。

（中期目標の達成状況）

中期計画に対し、検定林等において成長・材質の諸特性の調査・評価を進め、材質の

優れたスギ品種及び成長に優れたアカエゾマツ品種を開発するとともに、第二世代品種

を開発するための育種集団林の造成、人工交配及び第二世代候補木の選抜・検定を進め

ることができた。また、検定林等の調査結果を用いて初期成長等に関する分析・評価を
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進め、情報提供することができた。

このように中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、検定林等において成長・材質等の調査を進め、スギ材質優良品種及び

成長に優れたアカエゾマツ品種を開発するとともに、育種集団林を造成、人工交配、スギ

やヒノキの第二世代候補木の選抜、育林コストの削減に優れたスギ、ヒノキ精英樹の情報

提供を実施できたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （ 2 ）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 100 + 100 ／ 2 ＝ 100 ％

委員数 （2）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ ａ ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・目標を概ね達成している。

・精英樹のより高樹齢での遺伝率や種苗配布区域については引き続き情報を提供して欲

しい。

５．今後の対応方針

精英樹のより高樹齢での遺伝率や種苗配布区域についての情報を今後とも機会を見て

提供していきたい。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （１）林木の新品種の開発

第２－２－(１)

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

新品種の開発目標数 ｓ 140 １

ア 花粉症対策に有効な品種の開発 ａ 100 １

イ 地球温暖化の防止に資する品種の開発 ａ 100 １

ウ 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発 ａ 100 １

エ 林産物供給機能の向上に資する品種の開発 ａ 100 １

（ 指標数： ５ 、ウェイトの合計③： ５ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
540

≒ 108 (%)
ウェイトの合計③ 5

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％を超えるもの） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回り業務が進捗（120％以上） 分科会
ａ ：中期計画に対して業務が順調に進捗（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ： 〃 業務の進捗にやや遅れ（60％以上90％未満）
ｃ ： 〃 業務の進捗に遅れ（30％以上60％未満）
ｄ ： 〃 業務の進捗に大幅な遅れ（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （２）林木遺伝資源の収集・保存

指 標 ア 探索・収集

１．中期計画

①絶滅に瀕している種、南西諸島若しくは小笠原諸島の自生種、天然記念物等で枯損の危

機に瀕している巨樹若しくは名木又は衰退林分で収集の緊急性の高いものについて、保存の

必要性等を勘案しおおむね 1,000 点、②育種素材として利用価値の高いものについて、その

利用上の重要性等を勘案しおおむね 4,800 点、③その他森林を構成する多様な樹種について、

その必要性を勘案しおおむね 200 点、計 6,000 点を探索・収集する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

林木遺伝資源について、次のとおり、計 6,354 点を探索・収集した。（中期計画林木育種

成果集 6-1 参照）

① 絶滅に瀕しているヒメバラモミ、ケショウヤナギ、ヤエガワカンバ、ヒトツバタゴ、オ

オヤマレンゲ等 626 点、南西諸島若しくは小笠原諸島の自生種 67 点、天然記念物等で枯

損の危機に瀕している巨樹・名木 379 点及び衰退林分で収集の緊急性の高いものを 109
点、計 1,181 点の成体（穂木)、種子又は花粉を探索・収集した。

② 育種素材として利用価値の高いスギ、ヒノキ、アカマツ、ヒノキアスナロ、ブナ、ミズ

ナラ、ケヤキ、アオダモ等 2,679 点を成体（穂木)で探索・収集するとともに、スギ、ア

カマツ、カラマツ等の種子 1,367 点、花粉 881 点、計 4,927 点を探索・収集した。

③ その他森林を構成する多様な樹種のハンノキ、キタコブシ、ハウチワカエデ、アオキ等

の成体（穂木)又は種子 246 点を成体（穂木)又は種子で探索・収集した。

○林木遺伝資源の探索・収集数の推移

平 成 平 成 平 成 平 成 平 成 計18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

絶滅に瀕してい ２５５ ２０３ ２７６ ２３６ ２１１ １，１８１る種等

育種素材として利 ９９７ ９８７ ９３５ ９３９ １，０６９ ４，９２７用価値の高いもの

その他森林を構成 ４３ ４５ ４４ ５２ ６２ ２４６する多様な樹種

計 １，２９５ １，２３５ １，２５５ １，２２７ １，３４２ ６，３５４

巨樹・巨木等の後継クローンを増殖し、里帰りさせる「林木遺伝子銀行 110 番」は、要請

に対するサービスの提供と併せて貴重な林木遺伝資源を収集できるというメリットがあり、

75 件を受け入れた。（中期計画林木育種成果集 6-2 参照）

このようなことから、中期目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、目標点数である概ね 6,000 点以上の林木遺伝資源を探索・収集すること

ができたこと、また、その内容も計画に沿ったものであったことから、中期計画の目標を概

ね達成したと評定した。

４．今後の対応方針

独立行政法人森林総合研究所
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中期目標期間評価シート（指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （２）林木遺伝資源の収集・保存

指 標 イ 増殖・保存

１．中期計画

探索・収集した林木遺伝資源の増殖、成体、種子又は花粉の形態での適切な保存及び生息

域内で保存されている絶滅危惧種の繁殖力を回復させるための取組に参画するとともに、生

息域内保存林（林木遺伝資源保存林）のモニタリングに着手する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

増殖については、採取時期や樹種特性等を踏まえて適切な方法を選択し、1,508 点のさし

木増殖（スギ、ハナノキ、ドロノキ、オノエヤナギ等）、1,605 点のつぎ木増殖（スギ、ヒノ

キ、イチイ、カツラ、トチノキ等）及び 209 点の播種増殖（ミズメ、ヒメシャラ、ヒトツバ

タゴ、オオヤマイチジク等）を行った。（中期目標期間林木育種成果集 7-1 参照）

保存については、さし木、つぎ木又は播種により増殖し、養苗してきた成体（苗木）2,651
点を保存園等に植栽し保存した。また、探索・収集した種子や花粉 2,498 点を適切に温度管

理できる貯蔵施設に集中保存した。（中期計画林木育種成果集 7-1 参照）

○林木遺伝資源の増殖・保存数の推移

平 成 平 成 平 成 平 成 平 成 計18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

増殖数 ６３７ ６４３ ７１９ ６７１ ６５２ ３，３２２

保
成体（穂木） ４９７ ４７５ ６４９ ６３０ ４００ ２，６５１

存
種子・花粉 ５０９ ４６０ ６４８ ４０５ ４７６ ２，４９８

数
計 １，００６ ９３５ １，２９７ １，０３５ ８７６ ５，１４９

絶滅危惧種の繁殖力を回復させるための取組については、生息域内保存されているヤツガ

タケトウヒ及びヒメバラモミの繁殖力を回復させるための取組に参画するとともに、絶滅危

惧種を含む小笠原諸島の固有種の増殖、保存を行った。

林木遺伝資源保存林については、対象樹種の保存状況を把握し将来に向けた保存方法を検

討するために、ケヤキ（福島県昭和村）、ブナ（福島県檜枝岐村）等について林木遺伝資源

保存林等の生息域内保存林に試験地を 5 箇所設定し、繁殖状況の調査、個体の位置、樹高、

胸高直径等のモニタリング調査を進めた。

このように中期目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、探索・収集した林木遺伝資源を樹種特性を踏まえた適切な方法により増

殖を進め、養苗してきた成体（苗木）の保存を実施したこと及び林木遺伝資源保存林の調査

を進めたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

４．今後の対応方針

独立行政法人森林総合研究所
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中期目標期間評価シート（指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （２）林木遺伝資源の収集・保存

指 標 ウ 特性評価

１．中期計画

スギ、ケヤキ等について、特性評価要領に基づく DNA 遺伝子型の判定を含む評価を進め

るとともに、遺伝資源特性表を作成し、公表する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

成体で保存した林木遺伝資源を対象に定期的に行っている特性調査については、スギ、ヒ

ノキ、アカマツ、ケヤキ等 20,151 点について、成長性、幹の通直性、DNA 遺伝子型等の調

査を進めた。また、種子 1,789 点及び花粉 1,019 点について、発芽率等の調査を進めた。（中

期計画林木育種成果集 8-1 参照）

今後の育種素材としての活用や試験研究用の配布に資するために、これまでに収集した特

性調査のデータを用いて、林木遺伝資源特性評価要領に基づき、2,283 系統の林木遺伝資源

について、評価を行い、13 の林木遺伝資源特性表の新規の作成又は充実を行った。（中期計

画林木育種成果集 8-2 参照）

このように中期目標に達した。

○林木遺伝資源の特性調査数、特性評価数の推移

平 成 平 成 平 成 平 成 平 成
計

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

特性調査 ４，２４１ ４，１４４ ４，１９１ ４，６８０ ５，７０３ ２２，９５９

特性評価 ３１９ ３７８ ４５０ ３７６ ７６０ ２，２８３

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、特性調査及び評価を進めるとともに遺伝資源特性表の作成・公表を進め

ることができたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

４．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート（指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （２）林木遺伝資源の収集・保存

指 標 エ 情報管理及び配布

１．中期計画

林木遺伝資源に関する情報の提供、林木遺伝資源連絡会を通じた遺伝資源情報のネットワ

ーク化の推進、都道府県・大学を含めた遺伝資源情報のデータベース化及び林木遺伝資源の

配布を行う。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

林木遺伝資源の情報管理については、新たに保存した林木遺伝資源 5,149 点の来歴情報を

データベースに登録し、公表している配布目録を更新した。また、事業・研究によって得ら

れた成果を広報「林木育種情報」に掲載するともに、林木遺伝資源連絡会の活動の一環とし

て「林木遺伝資源連絡会誌」を発行し、会員機関が保有する林木遺伝資源の情報発信を進め

た。

林木遺伝資源の配布については、配布希望に対して利用目的を確認した上で、132 件、1,634

点の配布を実施した。（中期計画林木育種成果集 9-1 参照）

このように中期目標に達した。

○林木遺伝資源の配布実績の推移

平 成 平 成 平 成 平 成 平 成
計

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

配布件数 ２８ ２５ ２７ ２８ ２４ １３２

配布点数 ５４７ ２５８ １０５ ５９２ １３２ １，６３４

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、他機関等が所有するものを含む林木遺伝資源の情報管理と情報発信を進

めるとともに、林木遺伝資源の配布希望に対し適切に対応することができたことから、中期

計画の目標を概ね達成したと評定した。

４．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （２）林木遺伝資源の収集・保存

第２－２－（２）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

ア 探索・収集 a 100 1

イ 増殖・保存 a 100 １

ウ 特性評価 a 100 １

エ 情報管理及び配布 a 100 １

（指標数：４、 ウェイトの合計③：４ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 400

＝ ＝ 100（％）
ウェイトの合計③ 4

（評価の達成区分）

ｓ ：予定以上達成 ：120％を超えるもの 達成度：140
ａ ： 達成 ：90％以上 120%未満 達成度：100
ｂ ：概ね達成 ：60％以上 90％未満 達成度： 80
ｃ ：半分以上達成：30％以上 60％未満 達成度： 40 評価結果
ｄ ：未達成 ：30％未満 達成度： 0

a
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回り業務が進捗（120％以上） 分科会
ａ ：中期計画に対して業務が順調に進捗（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ： 〃 業務の進捗にやや遅れ（60％以上90％未満）
ｃ ： 〃 業務の進捗に遅れ（30％以上60％未満）

ｄ ： 〃 業務の進捗に大幅な遅れ（30％未満） a

128



中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （３）種苗の生産及び配布

指 標 種苗の生産及び配布

１．中期計画

(a) 都道府県等における採種（穂）園の改良等に資するため、精英樹特性表の充実を図り、都

道府県等に提供する。また、都道府県等が行う広葉樹の採種園の整備等に資するため、研究

所が保存している広葉樹の育種素材についての各種情報を整理し、都道府県等に提供する。

さらに、新品種等の展示林を都道府県等と連携して整備する仕組みについて検討を行うとと

もに、モデル的な展示林を整備する。

(b) 新品種等の種苗について、都道府県等が配布を要望する期間内に配布する件数を全件数の

90%以上とすることを目標として、計画的な生産を行い、適期に配布する。

(c) 都道府県等を対象として、研究所が実施している種苗の生産及び配布、林木育種技術の講

習及び指導等についてアンケート調査を行い、顧客満足度（5 段階評価で 3.5 以上の評価を

目標）を数値化し、その結果を評価・分析した上で、業務に反映させる。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

精英樹特性表の充実を図り都道府県に提供した。また、広葉樹の育種素材についての各種

情報も整理の上、同様に提供した。モデル的な展示林については 11 箇所を整備した。

種苗の配布については、各年度、都道府県等が要望する期間内に配布することができた。

アンケート調査では、各年度とも 4.6 ～ 4.8 の顧客満足度が得られた。

（成果の利活用）

種苗の生産及び配布に係るアンケート結果を踏まえ、生産及び配布業務について一層の品

質管理に努めた。

（中期目標の達成状況）

都道府県に対して、育種情報を積極的に情報提供した。都道府県等の要望する期間中への

配布については毎年 90%以上を達成することができた。顧客満足度についても、毎年度目標

である 3.5 以上を達成した。アンケート結果を生産及び配布業務に反映するなどから、中期

目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、種苗の配布ついて充足率 97 ～ 100%と 90%以上を達成。アンケートの結果

も 4.6 ～ 4.8 と目標である 3.5 以上を達成したこと等から、中期計画の目標を概ね達成したと評

定した。

４．今後の対応方針

独立行政法人森林総合研究所
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種苗（原種）の配布実績（センター、各育種場計）

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 累計

配布機関数 ２３ ２６ ３２ ３５ ３０ １４６

配布系統数 ３８３ ４４３ ４６１ ６６２ ５４４ ２,４９３

配布本数 ３,９９１ ７,１９９ ８,２１８ １１,３１２ ９,４３３ ４０,１５３

注）「配布系統数」は延べ系統数である。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （３）種苗の生産及び配布

第２－２ー（３）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

① 種苗の生産及び配布 a 100 1

（指標数：３、 ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝ 100（％）
ウェイトの合計③ １

（ 評価の達成区分）

ｓ ：予定以上達成 ：120％を超えるもの 【達成度：140】
ａ ： 達成 ：90％以上 120%未満 【達成度：100】
ｂ ：概ね達成 ：60％以上 90％未満 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：半分以上達成：30％以上 60％未満 【達成度： 40】
ｄ ：未達成 ：30％未満 【達成度： 0】

a
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回り業務が進捗（120％以上） 分科会
ａ ：中期計画に対して業務が順調に進捗（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ： 〃 業務の進捗にやや遅れ（60％以上90％未満）
ｃ ： 〃 業務の進捗に遅れ（30％以上60％未満）

ｄ ： 〃 業務の進捗に大幅な遅れ（30％未満） a
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （４）林木の新品種開発等に関連する調査及び研究

指 標 ア 新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術の開発

１．中期計画

新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術を開発するため、次に掲げる調査及び研

究を行う。特に、広葉樹林の遺伝的管理、育種年限の短縮及び遺伝子組換えによる育種

に必要な技術の開発のための調査及び研究に取り組む。

(ｱ)花粉症対策に有効な品種の開発等に必要な技術の開発

花粉症の原因となる花粉を生産しない品種の開発等を進めるため、スギ及びヒノキ

の雄花着花性の遺伝様式の解明、雄性不稔スギ等の組織培養による効率的な大量増殖

技術の改良並びにスギの雄性不稔遺伝子を保有する個体の探索及び相同性の確認を行

う。

(ｲ) 地球温暖化の防止に資する品種の開発に必要な技術の開発

地球温暖化の防止に資する二酸化炭素の吸収・固定能力の高い品種の開発を進める

ため、ヒノキ、カラマツ等の実生系統の二酸化炭素吸収・固定能力の評価・検定手法

の開発及び品種開発に伴う林分の二酸化炭素吸収・固定量の増加に係る予測手法の開

発を行う。

(ｳ) 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発等に必要

な技術の開発

森林の公益的機能の向上に資する品種の開発等を進めるため、マツノザイセンチュ

ウ抵抗性及びスギ雪害抵抗性の第二世代品種の選抜・検定手法の開発を行う。

(ｴ) 林産物供給機能の向上に資する品種の開発に必要な技術の開発

資源の循環利用を進める上でより優れた特性を持つ品種の開発を進めるため、成長、

通直性及び材質の一段と優れた第二世代品種の選抜・検定手法の開発、遺伝的特性を

総合的に予測する系統・個体評価技術の充実並びに材質形質の早期検定による選抜手

法の開発を行う。

(ｵ) 広葉樹林の遺伝的管理に必要な技術の開発

ケヤキ等広葉樹の初期成長、開葉フェノロジー等の調査、有用広葉樹の種苗配布区

域の検討に必要な基礎情報を得るための DNA 分析及び遺伝子かく乱の実態等について

の調査並びにミズナラ天然林の遺伝的多様性に配慮した諸形質の改良手法の開発を行

う。

(ｶ) 育種年限の短縮及び遺伝子組換えによる育種に必要な技術の開発

林木の新品種の開発を効率的に進めるため、クロマツの連鎖地図の作成、マツノザ

イセンチュウ抵抗性と連鎖した DNA マーカーを含む領域の検出、アカマツ及びクロマ

ツにおけるマツノザイセンチュウ抵抗性を検定するための DNA マーカーの開発、スギ

精英樹家系に雄性不稔化する遺伝子を導入した組換え体の作出及び組換え体の野外栽

培試験における評価手法の開発を行う。

(ｷ) 新品種等の利用の推進等に必要な技術の開発

開発した新品種の普及の促進等を図るため、さし木苗の効率的な生産技術の開発、

ヒノキ採種園の交配実態の解明並びにスギ検定林の調査結果を用いた育種区及び種苗

配布区域に関する検討を行う。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

(ｱ) 花粉症対策に有効な品種の開発等に必要な技術の開発

スギ及びヒノキの雄花着花性の遺伝様式の解明では、人工交配したスギ 22 家系及
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びヒノキ 15 家系を対象として雄花着花性の遺伝様式の調査・分析を行い、スギでは

狭義の遺伝率が雄花の房数で 0.90、着生指数で 0.405、着生割合で 0.87 と高く、花粉

発生量に親の影響が強いことを示唆する結果となり、採種園方式で花粉量に関して

改良効果を期待できることを明らかにした。ヒノキにおいても同様の調査を 2 カ年

日にわたって実施し、年度ごとの狭義の遺伝率は 0.69 及び 0.38 と高く、スギと同様

に改良効果が期待できることを明らかにした。（中期計画林木育種成果集 1-1 参照）

組織培養等による雄性不稔スギ品種「爽春」の効率的な大量増殖技術では、培養

室内の CO2 濃度を 1000ppm に高めた「炭酸ガス施肥法」の導入、光源の光質に検討

を加えて白色光から赤色光への変更、培地の成分についてオーキシン量等の最適化、

更に無菌培養した個体を母樹として利用する「培養瓶内採穂台木」の活用によって

90%以上の高い発根率が得られた。更に、小穂を用いたマイクロカッティング技術

の開発を進め、穂木の調整方法、さし床の材料の選択等によって 90%以上の高い発

根率を得るとともに、小型の穂を用いることで通常のさし木の 15 倍の増殖率を達成

し、これらによって雄性不稔スギを効率的に大量生産するための技術を開発した。（中

期計画林木育種成果集 1-2 参照）

また、雄性不稔スギの雄性不稔遺伝子の相同性については、爽春及び東北育種場

雄性不稔の雄性不稔遺伝子が富山不稔 1 号（遺伝子座 ms-1）と同じであることを示

唆する結果を得た。更に、雄性不稔遺伝子ヘテロを持つ個体を探索するため、雄性

不稔スギと精英樹との人工交配を進め、F1 の雄性不稔性の発現様態を調査するとと

もに、F2 の育成を進めた。（中期計画林木育種成果集 1-3 参照）

(ｲ) 地球温暖化の防止に資する品種の開発に必要な技術の開発

ヒノキ等の二酸化炭素吸収・固定能力の評価・検定手法の開発では、因子となる

木部炭素含有率、容積密度及び材積について検討し、ヒノキ、カラマツともに木部

炭素含有率は遺伝率が高いものの、測定データの変動係数は 1%以下で変異の幅が小

さく、選抜効果への寄与が極めて小さいこと、容積密度の簡易な測定手法としてピ

ロディン注 1）の陥入量から容積密度を推定する方法の検討を進め、ヒノキ、アカエ

ゾマツでは樹皮付きのままでも高い相関が得られるが、樹皮が厚く堅いためカラマ

ツでは樹皮を除くと相関が高まること（r=-0.747）を明らかにし、更に、ヒノキにつ

いて、これまで収集した材積・密度データを元に炭素固定能力の試算を行い、炭素

固定量は材積と相関が高いこと、材積と密度いずれで選抜しても炭素固定量の育種

価注 2）は同程度であること等から炭素固定能力に対して材積の影響が強いことを明

らかにすると共に、ヒノキ、カラマツについて選抜のための手順書を作成した。

林分の二酸化炭素吸収・固定量増加の予測手法では、3 種類の植栽密度でスギ精

英樹クローンを植栽した試験地において樹高、年輪幅、密度の系統間差を解析し、

植栽密度によって成長量、容積密度は変動するが、各形質のクローン間変異と植栽

密度には交互作用が無く、クローンの相対的な評価は植栽密度によって変化しない

ことが明らかになった。この結果と植栽家系毎の樹高成長の育種価及び既存の林分

収穫モデルとを総合し、家系ごとに林分材積の育種効果を算出する手法を開発した。

注1） ピロディン：直径２ミリ程度の先端が平らな針をバネで樹幹や木材に打ち込み、その陥入する

深さ（陥入量）で木材の堅さや密度等を推定する用具。本来は木造構造物の腐朽の程度を調査

するために開発された。

注2） 育種価：ある個体について形質を発現させる相加的遺伝子の効果の総和。子供の性能は両

親の育種価の平均で表される。

(ｳ) 国土保全、水源かん養及び自然環境保全の機能の向上に資する品種の開発等に必

要な技術の開発

マツノザイセンチュウ抵抗性の第二世代品種の選抜・検定手法の開発では、クロ

マツ抵抗性品種の中から人工交配によって選抜手法を開発するための供試材料を育

成し、病原性の異なる線虫の人工接種、接種検定と環境の相互関係の検討を進め、

抵抗性品種同士を人工交配した F1 は抵抗性がより高まることを明らかにするととも

に、病原力の高い線虫系統によって効果的に選抜できることを明らかにし、これら

によって選抜・検定手法を開発した。（中期計画林木育種成果集 1-6 参照）

スギ雪害抵抗性の第二世代品種の選抜・検定手法の開発では、検定林の調査デー

タの分析を進め、6 年次、10 年次、20 年次の成長量及び傾幹幅もしくは根元曲がり

で示した耐雪性は遺伝率が高く、しかもいずれの年次においても同様の傾向を示し、6
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年次で選抜できる可能性が示唆された。また、抵抗性個体は樹幹ヤング率が高いこ

とを明らかにするとともに、これまでの成果を総合して選抜手法を開発した。

(ｴ) 林産物供給機能の向上に資する品種の開発に必要な技術の開発

材質形質の早期検定による選抜手法の開発では、スギ等において髄から 5 年輪目

部分と 20 〜 25 年輪目部分との間に比較的高い r=0.67 の正の相関係数が認められた

こと、立木のヤング率の調査から、8 〜 14 年と 27 〜 33 年生の間に 0.61 〜 0.77 の高

い正の相関係数が示されたことから、スギのヤング率は 10 年生前後で選抜できるこ

とを示唆するものであり、これらの成果を総合し、スギの重要な材質指標であるヤ

ング率の早期選抜手法を開発した。（中期計画林木育種成果集 1-4参照）

遺伝的特性を総合的に予測する系統・個体評価技術の充実では、育種価に基づい

た選抜手法を導入するために解析の試行を進め、ニュージーランド等における情報

収集も含めて検討を加えた結果、これらの解析に適当なソフトウェアを見出し、本

ソフトの導入による評価技術の充実を図った。

第二世代精英樹の選抜技術の開発では、関東育種基本区における精英樹 F1 検定林

の 10 年次林分材積と第 1 世代精英樹検定林の林分材積を比較した例では、対照の地

スギに対して、精英樹で 51%増加、精英樹 F1 で 255%増加し、F1 世代の利用によっ

て大きな改良効果が期待できることが示された。また、スギにおいて実生林分にお

ける樹高は 15 年次の選抜によって 30 年次の選抜効果の 60%〜 100%を獲得でき、ク

ローン林分では、樹高は 5 年次選抜によって 30 年次の選抜効果の 70%を獲得できる

結果を得、スギでは成長に関して早期選抜が可能であることを示した。（中期計画林

木育種成果集 1-5 参照）

(ｵ) 広葉樹林の遺伝的管理に必要な技術の開発

ケヤキ等の成長、開葉フェノロジーでは、ケヤキについては、産地試験地のデー

タの解析から遺伝率等を求め、初期成長が遺伝的形質であること、家系選抜が産地

選抜よりも効果があることを明らかにし、自然交配家系の試験地の 10 年次データの

解析から樹高、胸高直径ともに広義の遺伝率が 0.21 であることを示した。また、ミ

ズナラの樹高について家系別の成長曲線を求めるとともに、親子回帰から求めた遺

伝率は 0.486 であり、タブノキのクローン試験地の 10 年次までの調査データから求

めた広義の遺伝率は樹高が 0.24、胸高直径が 0.2 であった。このように、広葉樹の

成長は遺伝的形質であることを示唆する結果が得られた。

有用広葉樹種苗の配布区域の検討では、ケヤキ、ブナについて、葉緑体ハプロタ

イプ及び核遺伝子型を分析できる DNA マーカーを開発し、これを用いた天然分布域

における DNA 分析及び遺伝子かく乱の実態の調査を進め、地域分布を明らかにした。

（中期計画林木育種成果集 1-7 参照）

ミズナラ天然林の管理技術では、試験地において樹高等の実用形質の測定及びデ

ータの分析を進めるとともに、堅果等のサンプルを採取し DNA 分析から花粉の有効

飛散距離を検討し、選択的な伐採が次世代の多様性に与える影響が少ないことを示

唆する等の結果を得、ミズナラ天然林施業における育種的な改良手法を開発した。

(ｶ) 育種年限の短縮及び遺伝子組換えによる育種に必要な技術の開発

重複する記載を避けるため、この項目の主要成果等については、第 2-2-(5)森林バ

イオ分野における連携の推進に記載した。

(ｷ) 新品種等の利用の推進等に必要な技術の開発

さし木苗の効率的な生産技術の開発では、クロマツについて採穂台木の主軸等を

剪定し、さし穂となる萌芽の発生を誘導することで 7 年生時では一個体当たり約 200
本を採穂できるようになることを明らかにするとともに、発根処理にオーキシンと

ジベレリン生成阻害剤を併用することにより発根率が向上すること、さし床をビニ

ールのトンネルで密閉する密閉ざしによって発根率が向上することを明らかにし、

さし穂数、発根率の向上、高価なミスト施設を不要とすること等を総合し、マツの

効率的なさし木技術を開発した。（中期計画林木育種成果集 1-8 参照）

ヒノキ採種園の交配実態の解明では、ヒノキ交配園の採種母樹から約 3,000 サン

プルを採取し、DNA マーカーによる遺伝子型分析を進め、そのデータに基づいて 3
母樹の外部花粉率を推定した結果、平均 0.21（0.17 ～ 0.41）であった。この結果と、

開花・結実特性等の継続調査データ等と総合し、交配実態の解明を行った。

育種区及び種苗配布区域に関する検討では、配布区域の検討が必要な岐阜県の検
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定林データを解析した結果、樹高については各配布区域ともに産地間の違いはなか

ったこと、同じ育種区でありながら種苗配布区域が異なる岩手県と宮城県を対象に

種苗配布区域の妥当性について、両県から選抜され複数箇所ずつ植栽されている精

英樹 47 クローンを対象に解析を行った結果、樹高成長、生存率ともに産地と県の交

互作用はなく、両県を同じ種苗配付区域として扱えることを示唆する結果等を得た。

（成果の利活用）

スギ及びヒノキの雄花着花性の遺伝様式の解明やスギの雄性不稔遺伝子を保有する個

体の探索、ヒノキ、カラマツ等の実生系統の二酸化炭素吸収・固定能力の評価・検定手

法の開発及び二酸化炭素吸収・固定量の増加に係る予測手法、マツノザイセンチュウ抵

抗性及びスギ雪害抵抗性の第二世代品種の選抜・検定手法、第二世代品種の選抜・検定

手法、有用広葉樹の種苗配布区域の検討に必要な基礎情報を得るための DNA 分析及び

遺伝子かく乱の実態等の調査、さし木苗の効率的な生産技術の開発、育種区及び種苗配

布区域に関する検討等を行った。これらによって、社会ニーズに対応した品種開発と普

及の推進に資する。

（中期目標の達成状況）

中期計画に対し、スギ、ヒノキの雄花着花性は遺伝率が高いことを明らかにし、爽春

及び東北育種場雄性不稔スギ候補木の雄性不稔遺伝子の相同性を確認するとともに F2 の

雄性不稔発現様態の調査等を進めた。二酸化炭素吸収・固定能力の評価・検定手法の開

発では、ヒノキ等の検定・評価手法を開発するとともに、林分の幹重量増加の予測手法

を開発した。第二世代の選抜・検定技術の開発では、マツノザイセンチュウ抵抗性個体

の選抜・検定手法、雪害抵抗性個体の選抜・検定手法を開発した。有用広葉樹の種苗配

付区域の検討では、DNA マーカーによってケヤキ・ブナの地理的変異を明らかにすると

ともに、優良広葉樹の産地試験地等におけるこれまでの調査結果を取りまとめ、ケヤキ

等の初期成長が遺伝的形質であることを明らかにした。また、マツのさし木苗の効率的

な生産技術の開発では、これまでの成果を手順書に取りまとめて公表した。ヒノキ採種

園における交配実態の解明では、外部花粉率を算出する等の成果を得た。

このように中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術の開発を行うことができ

たことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （ 2 ）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 100 + 100 ／ 2 ＝ 100 ％

委員数 （2）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ ａ ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・目標を概ね達成している。

５．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （４）林木の新品種開発等に関連する調査及び研究

指 標 イ 林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術の開発

１．中期計画

林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術を開発するため、次に掲

げる調査及び研究を重点的に行う。

(ｱ) 収集・分類技術の開発

林木遺伝資源の探索・収集等を戦略的かつ効率的に進めるため、GIS 技術を用いた探

索・収集技術の開発及びスギ遺伝資源の DNA マーカーによる分類技術の開発を行う。

(ｲ) 保存技術の開発

林木遺伝資源のより適切な保存を進めるため、生息域内保存林におけるケヤキ等の保

存対象樹種の DNA マーカーによる遺伝的構造及び交配実態の解明、ヤクタネゴヨウの

効果的な生息域外保存技術の開発並びにスギ遺伝子保存林の再造成技術の開発を行う。

(ｳ) 特性評価技術の開発

林木遺伝資源の特性評価を適切に進めるため、ケヤキの地理的変異及びトガサワラの

遺伝変異を解明する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

(ｱ) 収集・分類技術の開発

「GIS 技術を用いた探索・収集技術の開発」では、スギ、ヒノキについて、自然環

境保全基礎調査の植生調査等に基づく分布情報、国土数値情報の気温、降水量、標高

等の地理情報及び林木育種センターにおける遺伝資源の保存情報のデータベース化を

行った。更に、GIS 技術を用いてメッシュコードによる各データベースの相互リレー

ションを構築した。これらのデータベースを用いて、両樹種で分布域と遺伝資源の選

抜地の気候条件との関係を可視化して、遺伝資源の保存状況を評価した。林木育種セ

ンターに保存されているスギ遺伝資源の選出地の環境は、分布地の環境をほぼ網羅し、

ヒノキではその 8 割をカバーする範囲から選出されていることを明らかにした。（中

期目標期間林木育種成果集2-1 参照）

「スギ遺伝資源の DNA マーカーによる分類技術の開発」では、大量のサンプル処

理が必要なため、抽出条件を検討し、一度に 96 サンプルから分析に適した精製度の

DNA を抽出することを可能にした。また、DNA 分析を効率的に行うため、4 マーカ

ーを同時に増幅し、検知する条件を確定した。これらの方法を用いて、北海道から九

州までの各育種基本区のスギ遺伝資源からの DNA の抽出と分析を行い、遺伝的組成

の違いを検討した。スギ精英樹集団は STRUCTURE 解析
注 1）

により、九州とそれ以外

の地域で遺伝的に異なる 2 つのグループに分類された。（中期目標期間林木育種成果

集2-2 参照）

注1） STRUCTURE 解析： DNA 分析により得られた遺伝子型データを基に、集団の遺伝的構成を明

らかにする統計的手法であり、その集団がどの様なクラスターから構成されているかを推定する

手法である。

(ｲ) 保存技術の開発

「生息域内保存林におけるケヤキ等の保存対象樹種の DNA マーカーによる遺伝的

構造及び交配実態の解明」では、林木遺伝資源保存林等において生息域内保存が行わ

れているケヤキ及びアカマツについて、成木から採取した試料の DNA 分析、種子又

は実生の DNA 分析による由来親の特定等を行い、対象林分の遺伝的構造及び交配実

態を解明した。ケヤキでは近隣に生育する個体間で遺伝的に類似する傾向が見られた

が、アカマツではその傾向は見られなかった。また、ケヤキでは実生の花粉親の半数、
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種子親の 1 割、アカマツでは種子の花粉親の 7 割、種子親の 2 割は調査林分外の個体

と判定され、調査対象林分と近隣林分間の遺伝的交流はケヤキよりもアカマツで活発

に行われていた。これらの結果から、より効率的に生息域内保存を行うためには、当

該生息域内保存林のみならず、バッファーゾーンを考慮したより広いスケールでの集

団の保存・管理が重要であることを明らかにした。（中期目標期間林木育種成果集2-3
参照）

「ヤクタネゴヨウの効果的な生息域外保存技術の開発」では、つぎ木方法を検討し、

クローン増殖の効率を向上させた。また、実験採種園における着花量調査によりクロ

ーン毎の雄花、雌花の着花特性を把握した。更に、人工交配によって自生個体や保存

園の個体の自然受粉と比べて効率良く充実種子が得られることを確認した。これらの

結果を基に、着花特性に基づいて着花木の割合を増加させるクローンの入替を行い、

ヤクタネゴヨウの効果的な生息域外保存技術を開発した。（中期目標期間林木育種成

果集2-4 参照）

「スギ遺伝子保存林の再造成技術の開発」では、スギの遺伝子保存林が天然林と同

等の遺伝的多様性を有し優良な遺伝子プールと見なせること、27 個体の種子に由来す

る遺伝子保存林では採種源林分に比較して遺伝的多様性がやや減少していることを明

らにした。また、採種木の選定方法の違いが遺伝的多様性に与える影響をシミュレー

ションにより検討し、遺伝子保存林の再造成に当たっては、採種母樹数を 30 ～ 50 個

体にすることが望ましいことを明らかにした。これらの結果から、「豊作年に 30 個体

以上から採種して 2ha 以上の遺伝子保存林を造成する」としたこれまでの造成法が、

遺伝的多様性の維持のために適切であることを確認した。（中期目標期間林木育種成

果集2-5 参照）

(ｳ) 特性評価技術の開発

「ケヤキの地理的変異の解明」では、27 集団から採取した試料の DNA 分析を行い、

全国的な地理的変異を検討した。STRUCTURE 解析によって分割された 5 つのクラス

ターから特徴付けられる集団間の地理的変異は、BARRIER 解析
注 2）

によって明らかに

された遺伝的障壁と概ね一致した。

「トガサワラの遺伝変異の解明」では、近縁種であるダグラスファーで開発された

DNA マーカーからトガサワラで使用可能なマーカーをスクリーニングした。このマ

ーカーを用いて紀伊半島 4 集団と高知 3 集団から採取した針葉の DNA 分析を行い、

遺伝子型データを解析した。STRUCTURE 解析の結果、高知の 3 集団は概ね類似した

クラスター組成となり、紀伊半島の集団は 3 パターンのクラスター組成となった。ま

た、集団間の遺伝的距離に基づく系統樹から、紀伊半島 4 集団と高知 3 集団が遺伝的

に異なっていた。更に、遺伝変異の 4.2%は地域間（紀伊半島と高知）に、7.1%は地

域内集団間に、残りの 88.7%は集団内に保有されていることを推定した。（中期目標

期間林木育種成果集2-6 参照）

注2） BARRIER 解析： DNA 分析により得られた遺伝子型データを基に、集団の遺伝的組成が地理

的に顕著に変化する地域（遺伝的障壁）を推定する手法である。

（成果の利活用）

収集、分類技術における「GIS 技術を用いた探索・収集技術」は、他の樹種に応用し

てデータベースを拡充することにより、当該樹種の保存状況の評価や未収集地域の抽出

が可能となり、効率的な遺伝資源の探索・収集に活用できる。また、「スギ遺伝資源の DNA
マーカーによる分類技術の開発」で集積された大量の遺伝子型データは、精英樹等の遺

伝資源の系統管理に活用できる。

保存技術の開発で解明されたケヤキ等の遺伝的構造及び交配実態は、ケヤキ等の樹種

の生息域内保存を有効に進めるための基礎情報であり、当該生息域内保存林のみならず

バッファーゾーンを加えたより広いスケールでの集団の保存・管理の重要性が示され

た。ヤクタネゴヨウの生息域外保存技術では、絶滅危惧種である本種の後継集団を効率

的に育成するための方法を示し、スギ遺伝子保存林の再造成技術ではこれまでの遺伝子

保存林の造成法の妥当性を検証し、共に対象とする樹種や林分の生息域外保存に活用可

能である。

特性評価技術の開発で解明されたケヤキの地理的変異は、林木遺伝資源保存林を中心

独立行政法人森林総合研究所

137



独立行政法人森林総合研究所

に全国的なケヤキの遺伝的多様性を評価した結果であり、生息域内保存を目的とする林

木遺伝資源保存林の位置を重ねることにより、新たな林木遺伝資源保存林の設定候補地

の選定に活用可能である。また、絶滅危惧種であるトガサワラの地域間、集団内の遺伝

的変異は、地球温暖化に対応した保全策の基礎資料として活用できる。

（中期目標の達成状況）

収集、分類技術における「GIS 技術を用いた探索・収集技術の開発」は、スギ、ヒノ

キ等の分布情報、地理情報等をデータベース化し、スギ及びヒノキの分布域の気候条件

と精英樹の選抜地の気候条件を GIS ソフト上で可視化することにより、分布情報と対比

した保存遺伝資源の評価が可能となった。このことにより他樹種にも適用可能な GIS 技

術を用いた探索・収集技術を開発した。また、「スギ遺伝資源の DNA マーカーによる分

類技術の開発」では、スギ遺伝資源の遺伝子型情報の基盤を整えるとともに、全国で選

抜された精英樹を DNA マーカーを用いて分類する技術を開発した。

保存技術の開発における「生息域内保存林におけるケヤキ等の保存対象樹種の DNA
マーカーによる遺伝的構造及び交配実態の解明」は、分析用試料の採取及び DNA 分析

を行うとともに、遺伝的多様性、遺伝構造及び由来親の解析を行い、アカマツ林におけ

る集団内及び集団間の遺伝的交流が大きいことを明らかにした。また、「ヤクタネゴヨ

ウの効果的な生息域外保存技術」では、着花量の調査、人工交配、クローン入替等を行

い、効率的なクローン増殖や実生苗生産のための技術を確立した。「スギ遺伝子保存林

の再造成技術の開発」では、スギ遺伝子保存林と採種源林分の遺伝変異が同程度であり、

これまでの 30 個体以上から採種して後継林分を造成する方法が適切であることを明ら

かにし、スギ遺伝子保存林の再造成技術を開発した。

特性評価技術における「ケヤキの地理的変異及びトガサワラの遺伝変異の解明」は、

試験地の設定、分析用試料の採取及び遺伝マーカーによる分析を行い、ケヤキの全国的

な地理的変異及び絶滅危惧種であるトガサワラの生育地における遺伝変異を解明した。

このように、中期計画に沿って、林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必

要な技術の開発を行ったことから、中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術が開発で

きたことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （2）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： 100 × 2 ／2 ＝ 100 ％

委員数 （ 2 ）人 重点課題における本課題のウェイト：
総合評価（ a ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・確実に成果が出されている。

・GIS 技術を用いた探索・収集技術の開発については、DNA 分析による遺伝変異の成果

とリンクさせた研究展開を期待する。

５．今後の対応方針

・ 次期中期計画における主要な技術開発の一つとして課題化する。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （４）林木の新品種開発等に関連する調査及び研究

指 標 ウ 海外協力に資する林木育種技術の開発

１．中期計画
海外協力に資するための林木育種技術の開発について、次に掲げる調査及び研究を重点的

に行う。
(ｱ) 林木育種技術の体系化

効率的かつ効果的な技術指導に資するため、育種による効果が期待できるアカシア属及
びモルッカネムの熱帯産早生樹種の樹種別の育種技術についてマニュアルを作成する。

(ｲ) 品種開発に資する基礎的な林木育種技術の開発
国内樹種の育種技術を応用した熱帯産早生樹種の育種技術の開発を進めるため、アカシ

ア属について、採種(穂)園の管理技術の開発及び交配技術の開発を行う。
(ｳ) 長期的な展望に立った育種技術協力のための情報の収集等

海外における育種事情、ニーズ等の情報収集、技術協力の対象となり得る樹種について
の基礎的な技術の蓄積及び材料の養成並びにこれに必要な林木遺伝資源について、100 点
を目標として収集する。

２．中期計画の進捗状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（120％）
（主要成果）

(ｱ) 林木育種技術の体系化
アカシア属（Acacia spp.）については、インドネシアで JICA 技プロにて設定したアカ

シア・マンギウム（A. mangium）第二世代実生採種林でプラス木の選抜を行い、伐期齢
（8 年時）での第一世代の遺伝的改良効果は、林木成長モデルを用いて林分材積では 36.6%
（直径 8.9%、樹高 16.6%）と推定した。マレーシア・サバ州に設定した A. mangium 及び
アカシア・アウリカリフォルミス(A. auriculiformis)産地試験地において、4 年間にわた
り樹高、胸高直径及び通直性を測定した結果、樹高及び胸高直径において両樹種とも植
栽 1 年時から有意な産地間差があり、4 年時においても変化がないことから（通直性で
は 2 年及び 3 年時に有意な産地間差が見られていない）、表現型形質の幼老相関を明らか
にした。

また、下記(ｲ)にて技術開発したアカシアの人工交配手法の手順を含めて詳しく解説し
た育種技術マニュアルの作成を完了し、ホームページ上で公開した。（中期目標期間林木
育種成果集3-1 参照）

更に、モルッカネム(Paraserianthes falcataria)については、インドネシア東ジャワ州に
設定した実生採種林で若齢時に実施したプラス木の選抜を行い、伐期齢（7 年時）での
遺伝的改良効果は、材積では 15.5%（直径 6.2%、樹高 2.4%）と推定するとともに、これ
ら成果を取りまとめた実生採種園の造成と管理に関する育種技術マニュアルの作成を完
了した。

(ｲ) 品種開発のための基礎的な林木育種技術の開発
a アカシア属の採種(穂)園の管理技術の開発では、剪定と萌芽数の関係、成長調整物
質処理によるシュート（節間長）の伸長抑制効果の有効性を明らかにし簡便な樹型誘
導手法を開発し、また、花粉の冷凍貯蔵及び着花特性に関するクローン間差等を明ら
かにするとともに簡便でかつ画期的な花粉の採取及び長期冷凍貯蔵方法を開発した。
更に、同属の交配技術の開発では、人工交配（正逆共）の有効性を明らかにするとと
もに長期冷凍貯蔵した花粉を利用したハイブリッド作出効率の高い交配手法を新たに
開発した。これら一連の開発事例を上記（ｱ）のマニュアルに公開した。

b 湖北省との国際共同研究において、ポプラ、コウヨウザンに係る二酸化炭素の吸収
・固定能力の高い品種を開発するために必要な調査・解析手法に係る技術開発を行い、
優良家系の選抜による改良効果を試算した。また、安徽省との国際共同研究において、
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我が国の実施要領に即して、347 クローンの二次検定合格バビショウ(Pinus massoniana)
を作出し、マツノザイセンチュウ抵抗性採種園の造成に着手した。（中期目標期間林
木育種成果集3-2 参照）

(ｳ) 長期的な展望に立った育種技術協力のための情報の収集等
a FAO 等の 3 つの国際機関、先進国及び開発途上国 21 カ国の育種事情・ニーズ等の
情報を入手し、国内外の育種研究及び協力に資する情報の収集・分析を行いつつ、新
たに国際共同研究を 3 課題（中国 2 課題、フィンランド 1 課題）開始した。また、マ
レーシア、インドネシア及びミャンマーにおいて国際共同研究を継続実施した。

b 遺伝資源の収集・養成に関して、100 点の目標に対して、161 点（メリア(Melia
volkensii）、ヨーロッパ・トウヒ（Picea abies）等を収集した。

（成果の利活用）
(ｲ)bにて記述した通り、国内でのマツノザイセンチュウ抵抗性育種手法を活用し、347

クローンの二次検定合格バビショウ(Pinus massoniana)を作出したことは、日本国外での初
めての成果となった。

（中期目標の達成状況）
中期計画に対し、アカシア属のハイブリッド作出に関する効率の高い新たな手法を開発

し、中国でマツノザイセンチュウ抵抗性合格クローンを国外としては初めて作出できたこ
と等、中期計画に沿って、海外協力のための林木育種技術の体系化、品種開発のための基
礎的な林木育種技術の開発及び長期的な展望に立った育種技術協力のための情報の収集が
できたことから、中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120 未満-90%） （90 未満-60%） （60 未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明
中期計画に沿い、海外協力に資する林木育種技術が開発できたことから、中期計画の目標

を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ 1 ）ｓ、 （ １ ）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達 成 度 集 計 ： 100 ＋ 140×1 /2 ＝ 120 ％

委員数 （ 2 ）人 重点課題における本課題のウェイト：１
総合評価（ a ）

結果の修正 有： 無： （全指標ともウエイトを1とする）

４．外部評価委員の意見
・マニュアルの作成など長年の取組の成果としてよく取りまとめられている。長年の技術の取

りまとめ、技術開発、技術の収集、技術移転等確実に実施されており、目標は概ね達成され
ていることから、aと評価した。

・遺伝資源の収集点数が 100 点の目標を大きく上回る 160 点を収集したことを含め、困難な技
術課題をクリアしたことは高く評価できることから、ｓと評価した。

５．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進

（小項目） （４）林木の新品種開発等に関連する調査及び研究

第２－２－(４)

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

ア 新品種等の開発及び利用の推進に必要な技術の開発 ａ 100 １

イ 林木遺伝資源の収集、分類、保存及び特性評価に必要な技術の開発 ａ 100 １

ウ 海外協力に資する林木育種技術の開発 ａ 100 １

（ 指標数： ３ 、ウェイトの合計③： ３ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
300

≒ 100 (%)
ウェイトの合計③ 3

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％を超えるもの） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回り業務が進捗（120％以上） 分科会
ａ ：中期計画に対して業務が順調に進捗（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ： 〃 業務の進捗にやや遅れ（60％以上90％未満）
ｃ ： 〃 業務の進捗に遅れ（30％以上60％未満）
ｄ ： 〃 業務の進捗に大幅な遅れ（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進
（小項目） （５）森林バイオ分野における連携の推進

指 標 （５）森林バイオ分野における連携の推進

１．中期計画

社会ニーズに対応した優良種苗の確保等に向けて、森林バイオ分野において研究部門

と林木育種部門の連携を図り、先端技術を用いた雄性不稔スギの開発、DNA レベルでの

病虫害抵抗性の特性解明及び有用広葉樹の遺伝的特性解明等に関する研究を推進する。

２．中期目標の達成状況（主要成果とその利活用）：全期間達成度（100）％

（主要成果）

遺伝子組換えによる新たな雄性不稔スギの開発については、新たに単離したスギの雄

花特異的遺伝子のプロモーター（中期計画林木育種成果集 4-1 図 1 参照）にバルナーゼ
注１）を連結した雄性不稔化遺伝子がモデル植物であるシロイヌナズナを雄性不稔化した

（中期計画林木育種成果集 4-1 図 2 参照）。この雄性不稔化遺伝子をスギの不定胚形成

細胞に遺伝子導入して形質転換スギの幼植物体を作成した（中期計画林木育種成果集 4-1
図 3 参照）。また、雄花でのグルカナーゼ

注２）
の発現タイミングを早める構築物など、他

の雄性不稔化遺伝子の候補の構築とスギの不定胚形細胞への遺伝子導入を進めた。組換

え体の野外栽培試験については、平成 19 年 3 月に組換えギンドロを植栽し、4 成長期間

を経た平成 22 年 12 月に全木を伐採した。栽培期間中は組換え林木の環境影響評価を実

施するためのデータを収集し、伐採後の材は形質評価を行うための材料として保管した。

マツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖する DNA マーカーの開発については、クロマツ

交配家系（志摩 64 ×頴娃 425）を用いて合計 69SSR マーカー
注３）

と 15SNP マーカー
注４）

からなる 14 連鎖群で構成される連鎖地図を作成するとともに、抵抗性と連鎖する 3 つ

の QTL 領域を検出した。また、クロマツの連鎖地図上にマッピングされた SSR マーカ

ーのうち、41 個のマーカーをアカマツ交配家系（熊山 25 ×佐賀関 132）を用いて作成

した連鎖地図上にマッピングし、クロマツとアカマツの QTL 領域の位置情報を比較し

た。その結果、クロマツで検出した 3 つの QTL 領域のうち、2 つの QTL 領域はアカマ

ツの QTL 領域が座乗する連鎖群上に存在した。

雄性不稔スギに共通的な組織培養手法の開発では 16 クローンを用いて芽の誘導、発

根条件、順化条件を検討し、8 クローンで順化後に鉢出しすることに成功した。

広葉樹については、新潟県と山梨県のブナ天然林及び採種林より成葉を採取し、ゲノ

ム DNA を抽出した。次に SSR マーカーを用いて集団の遺伝的構造を比較した（中期計

画林木育種成果集 4-2 図 1 参照）。また、両県の各集団の遺伝的多様性の解明と比較を

行った（中期計画林木育種成果集 4-2 表 1 参照）。更に、アラカシ、シラカシについて

それらの分布域の各県で合計 30 集団の採取を行い、葉緑体 DNA 及び核 DNA の抽出を

行い、遺伝分析のための良好な増幅領域を決定した。二次林における前生稚樹の更新特

性については、更新に影響する要因を抽出し、約 350 種について更新特性を含む諸特性

のデータベースの構築を行い、その一部をネット上に公開した。

注1）バルナーゼ：RNAを分解する酵素（RNase）の一種。

注2）グルカナーゼ：ここでは、カロースを分解する酵素であるエンド-1,3-β-D-グルカナーゼのこと。カ

ロースは花粉形成に必須であり、減数分裂する花粉を取囲む。

注3）ＳＳＲマーカー：１～５塩基の反復配列をＰＣＲで増幅することで多型マーカーとする。他のＤＮＡマ

ーカーに比べてより多型であることが多い。

注4）ＳＮＰマーカー：ある生物種集団のゲノム塩基配列中に一塩基が変異した多様性が見られ、その

変異が集団内で１％以上の頻度で見られるとき、これを一塩基多型（ＳＮＰ：Single Nucleotide Polym

orphism）と呼ぶ。
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（成果の利活用）

森林バイオ分野において研究部門及び林木育種部門の連携を図り、先端技術を用いた

雄性不稔スギの開発、DNA レベルでの病虫害抵抗性の特性解明及び有用広葉樹の遺伝的

特性解明等に関する研究を推進する。これによって、社会ニーズに対応した優良種苗の

確保等が効率的、効果的に行えるようになる。

（中期目標の達成状況）

先端技術を用いた雄性不稔スギの開発の推進については、スギの雄花特異的遺伝子と

そのプロモーターの単離、雄性不稔化遺伝子の候補の構築と雄性不稔化遺伝子を導入し

たスギの形質転換体の作成を行った。マツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖する DNA マ

ーカーの開発については、SSR マーカーと SNP マーカーの開発を行い、それらを用いて

クロマツの連鎖地図を作成した。また、抵抗性と連鎖する 3 カ所の QTL 領域を検出し

た。更に、クロマツとアカマツの連鎖地図の統合を行い、クロマツで検出した QTL 領

域のうち、2 つの QTL 領域はアカマツの QTL 領域が座乗する連鎖群上に存在した。雄

性不稔スギの組織培養については、異なるクローンに共通する組織培養手法を開発し、

再分化個体の順化を可能とする培養条件を見出した。広葉樹については、新潟県と山梨

県のブナの集団の遺伝的構造、遺伝的多様性を比較し、二次林の稚樹更新要因の抽出を

進め各種樹種の特性のデータベースを公開した。

このようなことから、中期目標に達した。

自己評価結果（ a ）（注：自己評価は森林総合研究所が定めた計算方法により算出する）

評価基準 ｓ：予定以上 ａ：概ね達成 ｂ：やや不十分 ｃ：不十分 ｄ：未達成

達成区分 （120%以上） （120%未満-90%） （90%未満-60%） （60%未満-30%） （30%未満）

達成度 140 100 80 40 0

３．自己評価結果についての説明

中期計画に沿い、雄性不稔化する遺伝子を導入した形質転換スギ作成の推進、クロマツ

とアカマツにおけるマツノザイセンチュウ抵抗性と連鎖した QTL 領域の比較、雄性不稔ス

ギに共通的な組織培養再生技術の開発、地域における広葉樹の遺伝的多様性の解析及び二

次林を構成する広葉樹の生態的特性の解明を進めることができたことから、中期計画の目

標を概ね達成したと評定した。

外部評価委員評価 （ ）ｓ、 （２）ａ、 （ ）ｂ、 （ ）ｃ、 （ ）ｄ

外部評価結果の集計 達成度 ： × ／2 ＝ １００ ％

委員数 （ 2 ）人 重点課題における本課題のウェイト：1
総合評価（ a ）

結果の修正 有：0 無：2 （全指標ともウエイトを１とする）

４．外部評価委員の意見

・長期間を要する取組を確実に実施されており、目標は概ね達成されている。

５．今後の対応方針
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ２ 林木育種事業の推進
（小項目） （５）森林バイオ分野における連携の推進

第２－２－(５)

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

森林バイオ分野における連携の推進 ａ 100 １

（ 指標数： １ 、ウェイトの合計③： １ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

≒ 100 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％を超えるもの） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回り業務が進捗（120％以上） 分科会
ａ ：中期計画に対して業務が順調に進捗（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ： 〃 業務の進捗にやや遅れ（60％以上90％未満）
ｃ ： 〃 業務の進捗に遅れ（30％以上60％未満）
ｄ ： 〃 業務の進捗に大幅な遅れ（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

ア 事業の重点化の実施

指標 水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内での新規契約締結

１．中期目標：
ア 事業の重点化の実施

効果的な事業推進の観点から、新規契約については、水源かん養機能の強化を図る重要性の
高い流域内の箇所に限定する。

２．中期計画：
効果的な事業推進の観点から、新規契約については、2 以上の都府県にわたる流域等の重要

な流域やダム等の上流など特に水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内の箇所に限定
する。

３．中期目標の達成状況：
2 以上の都府県にわたる流域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源かん養機能の強化を

図る必要のある流域内の箇所に限定して新規契約を行った。
具体的な手続きとして、分収造林契約の要望者に対して、水源かん養機能の強化を図る必要性

が高い流域内に限定していることについて説明を行うとともに、契約予定地を図面等で確認し、
図面等で確認できない水道施設等については自治体への聞き取りを行い、要件に該当することを
確認したうえで新規契約を締結した。

この結果、中期目標期間内で契約した 475 件 8,219ha の新規契約地は、すべて水源かん養機能
の強化を図る重要性が高い流域内に限定することができた。

【新規契約】
平成20年度 平成21年度 平成22年度 計

年度計画 重要性が高い 重要性が高い 重要性が高い －－

流域内に限定 流域内に限定 流域内に限定

実 績 新規契約226件すべて 新規契約209件すべて 新規契約40件すべて 新規契約475件すべて

が重要性が高い流域内 が重要性が高い流域内 が重要性が高い流域内 が重要性が高い流域内

達成割合 １００ １００ １００ １００

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
中期目標期間中すべての新規契約は、水源かん養機能の強化を図る重要性の高い流域内の箇所

に限定したことから｢ａ｣評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

ア 事業の重点化の実施
第２－３－(１)－ア

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

水源かん養機能の強化を図る重要性が高い流域内での新規契約締結 a 100 1

（指標数：１、 ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ア） 公益的機能の高度発揮

指標 公益的機能の高度発揮のための契約内容等の見直し

１．中期目標：
（ア）今後の新規契約については、水源かん養機能等の森林の有する公益的機能をより持続的
かつ高度に発揮させるとともに、コスト縮減を図るため、契約内容・施業方法を抜本的に見直
したものに限定する。

なお、見直しに当たっては、独立行政法人森林総合研究所法（平成 11 年法律第 198 号）附則
第 8 条第 1 項に規定する別に法律で定める日までの間に、新たなモデルの検証期間として、そ
の検証を行い、本格的な導入への対応を進める。

また、既契約分については、施業方法の見直し等により、事業実施手法の高度化を図る。

２．中期計画：
水源かん養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点から、今後

の新規契約については契約内容・施業方法を見直し、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、
かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化する施業内容に限定した契約とする。なお、平成 21 年度
までの間は、新たなモデルの検証期間とし、その契約状況等について検証を行い、本格的な導
入への対応を進める。

また、既契約分については、長伐期化、複層林化などの施業方法の見直し等により、公益的
機能の高度発揮を図る。

３．中期目標の達成状況：
広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐時の伐採面積を縮小、分散化するなどの契

約内容・施業方法の見直し（新たなモデル）については、平成 20 年度に新たなモデルに係るパ
ンフレットを作成し林業関係機関に配付するとともに、中期目標期間を通じてパンフレットをホ
ームページに掲載するなど、新たなモデルについて積極的に PR 活動を行った。

その結果、中期目標期間中の新規契約 475 件 8,219ha すべてについて、新たなモデルに限定し
た契約を締結した。

また、平成 21 年度までの間は新たなモデルの検証期間として、平成 20 年度・21 年度は、新
規契約を締結した契約相手方に新たなモデルに対する意見を聞き取り整理し、その結果、契約相
手方から新たなモデルについて変更を求められる意見等はなく、契約相手方の理解は得られてお
り、新たなモデルの本格的な導入の適切性が検証されたことから、平成 22 年度から新たなモデ
ルを本格的に導入した。

既契約分については、より公益的機能の高度発揮を図る観点から、長伐期、複層林化を推進す
るとともに、施業方法の見直しにも取り組み、順次、契約相手方の理解が得られた箇所について
契約変更手続きを進め、中期目標期間中に書類の整備ができた 1,473 件について、変更契約を締
結した。

また、長伐期化等の推進に当たっては、公益的機能の高度発揮と共に、木材の有利販売になる
可能性があることなど、長伐期化のメリット等を記載したリーフレットを作成し、契約相手方に
配付し意識の共有に努めた。

【長伐期及び複層林化に伴う契約の変更実績】

年 度 長 伐 期 複 層 林 計

件数（件） 面積（ｈａ） 件数（件） 面積（ｈａ） 件数（件） 面積（ｈａ）

平成20年度 178 5,779 22 960 200 6,739

平成21年度 480 18,265 43 2,516 523 20,781

平成22年度 721 27,363 29 1,550 750 28,914

計 1,379 51,407 94 5,026 1,473 56,434

注）四捨五入により、計が一致しないことがある。
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評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
公益的機能の高度発揮に向け中期目標期間中のすべての新規契約は、新たなモデルに限定した

契約を締結した。
また、既契約分については、契約相手方の長伐期化・複層林化に対する理解が得られた箇所に

ついて契約変更手続きを進め、書類が整備できたものから順次変更契約を締結したことから｢ａ｣
評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ア） 公益的機能の高度発揮

第２-３-(１)-イ-（ア）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

公益的機能の高度発揮のための契約内容等の見直し a 100 1

（指標数：１、 ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（イ） 期中評価の反映

指標 期中評価の反映

１．中期目標：
（イ） 事業の実施手法の高度化のための措置
事業の効率性及び事業実施過程の透明性の確保を図るため、事業評価システムによる期中の評

価の結果（事業の継続、変更又は中止）については、確実かつ早期に事業実施に反映させる。

２．中期計画：
期中評価結果を確実かつ早期に事業実施に反映させるため、評価により指摘された事項を踏

まえたチェックシートを作成・活用し事業を実施する。

３．中期目標の達成状況：
水源林造成事業の実施に当たり平成 14 年度から平成 21 年度までの期中の評価対象のすべての

箇所について、作業種ごとに期中評価結果を踏まえ作成したチェックシートを活用するよう、本
部及び整備局開催の会議を通じて職員や造林者への周知に努めた結果、新植の実施に当たっては、
寒風害や干害などの気象災害を軽減させるため適切に保護樹帯等を設置する対応策や除間伐にお
いて広葉樹林化した一部の林分については、侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業に変更するた
め除外するなど適切な施業に努めつつ、事業コストの削減等が図られたことから、事業に期中評
価結果を確実かつ早期に反映することができた。

具体的なチェックシートの活用事例として、例えば保育間伐については、全国約 6 千 1 百件の
施業対象箇所について、個々に審査した結果、対象面積約 7 万 4 千 ha から、広葉樹林化した区
域約 6 千 6 百 ha、生育の遅れから間伐時期に達していない区域約 1 千 8 百ha、今後 5 年以内に
間伐の必要性がない区域約 5 千 2 百ｈaなどを除外した上で、施業実施済み区域等を除いた約 3
万 6 千 ha について施業を実施することとし、コスト削減に活用した。

また、チェックシートに定めた作業種を実施する場合、期中の評価対象以外の箇所についても、
すべての箇所についてチェックシートを活用し事業を実施した。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
期中評価の反映に当たって中期目標期間中は、期中の評価による指摘事項を踏まえたチェック

シートを事業の実施時に活用し、期中評価結果を確実かつ早期に事業実施に反映したことから
｢ａ｣評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（イ） 期中評価の反映

第２-３-(１)-イ-（イ）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

期中評価の反映 a 100 1

（指標数：１、 ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ウ） 木材利用の推進

指標 利用間伐の推進

１．中期目標：
（ウ） 事業の実施手法の高度化のための措置

二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資するため、木材利用を推進することと
し、間伐材の有効利用を図るとともに、利用間伐を推進する。

２．中期計画：
ａ 二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、利用間伐については、

前中期目標期間（平成 15 ～ 19 年度）の実績（5.7 千 ha）以上の 6 千 ha を中期目標期間全体
で実施する。

また、保安林の指定施業要件や契約相手方の同意など、列状間伐の実施に係る条件整備を
推進し、条件が整った利用間伐箇所については、原則として、列状間伐を実施する。

３．中期目標の達成状況：
一般に厳しい地理的条件にある奥地水源地帯において、また、木材価格が依然として低迷を続

ける中にあって、作業道の整備により間伐木の搬出条件を向上させつつ、作業道の整備を図った
箇所においては利用間伐を積極的に推進する取組を行った。

具体的には、作業道を整備した箇所に係る分収造林地の間伐木の情報を、森林農地整備センタ
ーホームページへの掲載、市町村の掲示板等への公告により、地元・周辺の林業事業体や素材生
産業者等に積極的に提供するとともに、市況状況等を把握しつつ間伐木の販売先の掘り起こしに
努めた。

その結果、中期目標期間中の各年度において年度計画を上回るとともに、中期目標期間内で 6
千 ha を上回る 7,297ha の利用間伐を実施した。

また、利用間伐 7,297ha のうち、保安林の指定施業要件の間伐率の変更申請や契約相手方の同
意等の条件が整った箇所の 1,005ha については列状間伐を実施した。

【利用間伐面積の実績】

（単位：ｈａ、％）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 計

年度計画 2,000 2,000 2,000 6,000

実 績 2,026 2,539 2,733 7,297

達成割合 101 127 137 122

注）１．四捨五入により、計が一致しないことがある。

注）２．中期目標期間中の利用間伐面積7,297ｈａのうち、1,005ｈａを列状間伐で実施

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
木材利用の推進に当たって、その推進に資する利用間伐は、中期目標期間の目標である 6 千ｈ

ａを上回る 7,298ha 実施した。また、列状間伐の実施に当たっての条件が整備された利用間伐
1,018ha については、列状間伐を実施したことから｢ａ｣評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ウ） 木材利用の推進

指標 丸太組工法の推進と間伐材の活用

１．中期目標：
（ウ） 事業の実施手法の高度化のための措置

二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資するため、木材利用を推進することと
し、間伐材の有効利用を図るとともに、利用間伐を推進する。

２．中期計画：
ｂ 急傾斜地に開設する作業道については、地質等の状況を踏まえつつ、原則としてすべての

路線で丸太組工法を施工することとし、施工に当たっては間伐材の活用に努める。

３．中期目標の達成状況：
中期目標期間中において、急傾斜地（傾斜度 30° 以上）に開設する作業道については、地質等

の状況を踏まえつつ、すべての路線で丸太組工法を施工し、施工に当たっては間伐材の活用に努
めることを原則として取り組んだ。

具体的には、各整備局において、造林者等を対象に丸太組工法の現地検討会を中期計画期間中
の各年度において開催し、丸太組工法の効果・必要性を説明するとともに、現地で施工実演する
など技術の研鑽に努め、必要に応じ個別に現地指導を行った。

その結果、急傾斜地に開設する作業道のすべての路線（1,478 路線）において丸太組工法を施工
した。

なお、丸太組工法の施工に当たっては間伐材の活用に努め、その結果、丸太組工法に使用した
間伐材等（末口が 12 ～ 18 ㎝程度の小径木）の木材量（丸太量）は、約 190 千㎥となり、約 11 万
ｔ・CO2 を固定・貯蔵したものと考えられる。

【丸太組工法の設置路線数】

年 度 全 体 うち、丸太組工法を施工した路線

路線数 延 長 路線数 急傾斜地の丸太組延長

平成20年度 585 531 ㎞ 406 183 ㎞

平成21年度 1,076 1,123 ㎞ 877 395 ㎞

平成22年度 272 195 ㎞ 195 58 ㎞

計 1,933 1,849 ㎞ 1,478 636 ㎞

【二酸化炭素の固定量】

年 度 木材使用量 ＣＯ2換算重量 備 考

平成20年度 49 千㎥ 28 千ｔ （木材使用量）×0.314ｇ/㎤（スギの全乾容積密度）

平成21年度 122 千㎥ 70 千ｔ ＝（乾燥重量）

平成22年度 19 千㎥ 11 千ｔ （乾燥重量）×０.５＝（炭素重量）

計 190 千㎥ 109 千ｔ （炭素重量）×44÷12＝（ＣＯ2換算重量）

注）全乾容積密度（スギ0.314ｇ/㎤）は、｢収穫試験地における主要造林木の全乾容積密度及び気乾密

度の樹幹内変動｣（2004年、藤原・山下・平川、森林総合研究所）による。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
急傾斜地に開設する作業道については、中期目標期間中のすべての路線（1,478 路線）におい

て、間伐材等を活用した丸太組工法を施工したことから｢ａ｣評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ウ） 木材利用の推進

第２-３-（１）-イ-（ウ）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

利用間伐の推進 a 100 1

丸太組工法の推進と間伐材の活用 a 100 1

（指標数：2、 ウェイトの合計③：2 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 200

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 2

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（エ） 造林技術の高度化

指標 森林病虫獣害等に係る検討会の実施

１．中期目標：
イ 事業の実施手法の高度化のための措置

２．中期計画：
ａ 事業効果の高度発揮に向け、気候、地形等の地域特性を踏まえた造林技術の高度化を図る

ため、検討会を各整備局毎に年 1 回以上開催する。

３．中期目標の達成状況：
地形・気象条件等の厳しい条件下において水源林造成事業を実施するに当たっては、水源かん

養機能等の森林の有する公益的機能の持続的かつ高度発揮に向け森林被害を予防するとともに、
被害が発生した場合は被害状況に応じた適切な対策を講じることが重要であることから、近年、
被害の拡大が見られる森林病虫獣害等に係る検討会を中期目標期間中毎年度整備局毎に 1 回、森
林総合研究所の研究部門などから外部講師を招くなどして開催した。

加えて、各整備局管内で都道府県や国有林等が開催した森林被害対策に係る現地研修会等に参
加し、森林被害に関する情報の共有化を図るとともに、被害対策に対する技術の研鑽に努めた。

【森林病虫獣害等に係る検討会の開催（整備局毎）】

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計

年度計画 １回以上 １回以上 １回以上 －－

実 績 １回 １回 １回 －－

（参加人数） (209人) (242人) (246人) (697人)

達成割合 １００ １００ １００ －－

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
各整備局において、中期目標期間中毎年度計画のとおり、森林病虫獣害等に係る検討会を 1 回

以上開催した結果、その対策等を習得し、造林技術の高度化に向けた取組ができたことから｢ａ｣
評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（エ） 造林技術の高度化

指標 列状間伐に係る研修会の実施

１．中期目標：
イ 事業の実施手法の高度化のための措置

２．中期計画：
ｂ 間伐の推進に向け、列状間伐の普及を図るため、職員及び造林者等を対象とした研修会を

整備局毎に年 1 箇所以上実施する。

３．中期目標の達成状況：
利用間伐を積極的に推進するため、列状間伐については、職員、造林者及び民間の林業団体を

対象に伐採列の設定方法や表示方法、また、集材方法、加えて、列状間伐の労働生産性・作業コ
ストや当該地域における最適な高性能林業機械を活用した作業システム等に係る現地研修会を、
中期目標期間中毎年度整備局毎に 1 箇所以上開催した。

【列状間伐に係る研修会の開催（整備局毎）】

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計

年度計画 １箇所以上 １箇所以上 １箇所以上 －－

実 績 １箇所以上 １箇所 １箇所以上 －－

（参加人数） (233人) (276人) (249人) (758人)

達成割合 １００ １００ １００ －－

注）１．中部整備局及び九州整備局については、平成20年度において研修会を2回開催した。

2．関東整備局については、平成22年度において研修会を3回開催した。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
各整備局において、中期目標期間中毎年度計画のとおり、間伐の推進に向け、列状間伐の普及

を図るため、職員及び造林者等を対象とした研修会を 1 箇所以上実施したことから｢ａ｣評定とし
た。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（エ） 造林技術の高度化

指標 複層林施業に係る検討会の実施

１．中期目標：
イ 事業の実施手法の高度化のための措置

２．中期計画：
ｃ 水源かん養機能等の公益的機能の維持及び多様な森林造成の推進を図るため、整備局毎に

設定した主伐モデル林等において、複層林施業に関する検討会を整備局毎に年 1 回以上開催
するとともに、中期目標期間内に複層林誘導伐としての主伐を、各整備局毎に 1 箇所以上実
施する。

３．中期目標の達成状況：
整備局毎に設定した主伐モデル林等において、水源かん養機能等の公益的機能の維持、複層林

誘導伐後の効率的な管理及び円滑な複層林誘導伐の実施の観点からの伐区の設定や効率的な収穫
調査方法などの検討会を中期目標期間中毎年度整備局毎に各 1 回開催した。

また、複層林誘導伐としての主伐については、平成 22 年度に各整備局１箇所実施した。

【複層林施業に係る検討会の開催（整備局毎）】

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計

年度計画 １回以上 １回以上 １回以上 －－

実 績 １回 １回 １回 －－

（参加人数） (224人) (242人) (213人) (679人)

達成割合 １００ １００ １００ －－

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
各整備局において、中期目標期間中毎年度計画のとおり主伐モデル林等において、水源かん養

機能等公益的機能等の維持及び多様な森林造成の推進を図るため、複層林施業に関する検討会を
整備局毎に 1 回以上計画どおり開催した。また、各整備局で複層林誘導伐としての主伐を各整備
局毎に 1 箇所実施した。
以上のことから｢ａ｣評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（エ） 造林技術の高度化

指標 低コスト路網の普及に向けた検討会の実施

１．中期目標：
イ 事業の実施手法の高度化のための措置

２．中期計画：
ｄ 効率的な作業道の整備を図るため、丸太組工法等による低コスト路網の普及に向けた現地

検討会を各整備局毎に年 1 回以上開催する。

３．中期目標の達成状況：
造林者・林業関係者等を対象に、崩れにくい作業道を開設するための路線選定の方法、排水処

理及び丸太組工法の実演などの検討会を中期目標期間中毎年度各整備局 1 回以上開催し、技術の
研鑽に努めた。

こうした普及活動も通じ、中期目標期間中に開設した急傾斜地の作業道すべての路線に丸太組
工法を施工した。

また、上記検討会の開催のほか平成 21 年度・22 年度においては、公的主体が主催する講演会
等で森林農地整備センターの職員が丸太組工法の構造等について講演するなど、積極的に技術の
普及に取り組んだ。

【低コスト路網の普及に向けた検討会の開催（整備局毎）】

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 計

年度計画 １回以上 １回以上 １回以上 －－

実 績 １回以上 １回 １回以上 －－

（参加人数） (273人) (349人) (878人) (1,500人)

達成割合 １００ １００ １００ －－

注）１．九州整備局については、平成20年度において現地検討会を2回開催した。

2．中国四国整備局については、平成22年度において現地検討会を2回開催した。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
各整備局において、中期目標期間中毎年度、効率的な作業道の整備を図るため、造林者・林業

関係者等を対象に丸太組工法等による低コスト路網の普及に向けた現地検討会を各整備局 1 回以
上の開催した。加えて、都道府県や森林総合研究所が主催する講演会等で森林農地整備センター
職員が丸太組工法の構造等について講演するなど、計画していた以上に達成したことから｢ｓ｣評
定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（エ） 造林技術の高度化

第２-３-（１）-イ-（エ）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

森林病虫獣害等に係る検討会の実施 a 100 １

列状間伐に係る研修会の実施 a 100 １

複層林施業に係る検討会の実施 a 100 １

低コスト路網の普及に向けた検討会の実施 ｓ 140 １

（指標数：4、 ウェイトの合計③：4 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 440

＝ ＝110（％）
ウェイトの合計③ 4

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（オ） 事業内容等の広報推進

指標 事業内容等の広報推進

１．中期目標：
イ 事業の実施手法の高度化のための措置

２．中期計画：
造林技術の普及・啓発に向け、対外発表活動を奨励し、中期目標期間中に各種の研究発表会

等に 6 件以上発表する。
また、対外発表内容や事業効果及び効果事例等をホームページ、広報誌等により広報すると

ともに、分収造林契約実績の公表等事業実施の透明性を高めるため情報公開を推進する。
さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続き前中期目標期間内

に設定したモデル水源林におけるデータの蓄積を実施する。

３．中期目標の達成状況：
(1) 各水源林整備事務所等における取組については、民有林及び国有林等の林業関係者が幅広

く参加する技術発表会等において、13 件の取組について発表活動を行った。
具体的な発表内容は、コスト縮減に資するコンテナ苗に関すること、ハイリード式列状間

伐に関すること、崩れにくい作業道の設置方法に関すること、簡易 GPS の活用に関すること
など多岐にわたっており、この発表した内容については、ホームページ等で公開し、普及・
開発に努めた。

(2) 平成 21 年度には札幌水源林整備事務所が、平成 22 年度には森林農地整備センター本部及
び高知水源林整備事務所が、一般の方々を対象とした森林総合研究所主催のシンポジウムな
どにおいて、水源林のさまざまな役割、水源林造成事業の新たな展開及び低コスト路網とし
ての丸太組工法に係る構造等について発表し、事業内容の広報に努め、発表内容については、
ホームページに公開し、一層の広報に努めた。

さらに、水源林造成事業のパンフレットの配付及びホームページへの掲載、国有林、地方
公共団体、森林所有者等の地域関係者が連携する森林整備協定への参画、また、「季刊森林総
研」において事業効果の事例の紹介、など積極的に事業の広報活動に努めた。

(3) 事業実施の透明性を高めるために分収造林契約実績をホームページに掲載し公開した。
モデル水源林におけるデータの蓄積については、国民に対する事業効果の情報提供を推進

する観点から、引き続き今期中期目標期間中も、平成 16 年度の設定したモデル水源林におい
て、公表に向け水文データの収集、蓄積を図った。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
中期目標期間中、造林事業の普及・啓発を図るため、整備局及び水源林整備事務所における研

究等の成果について、公的主体である森林管理局などが主催する研究発表会において 13 件発表
するとともに、その内容を林業関係者のみならず広く一般の方々に広報するため、ホームページ
に掲載しその普及・啓発に努めた。

また、事業内容についてシンポジウム等で講演、事業効果及び効果事例等についてはホームペ
ージ、広報誌等により広報するなど積極的に広報活動に努めたとともに、事業実施の透明性を高
めるため分収造林契約実績をホームページに公開した。

さらに、国民に対する事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続きモデル水源林におい
て水文データの収集、蓄積を行った。

以上のとおり、計画どおり実施し、事業内容等の広報推進を達成したことから｢a｣評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（オ） 事業内容等の広報推進

第２-３-（１）-イ-（オ）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

事業内容等の広報推進 a 100 １

（指標数：１ ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

ウ 事業実施コストの構造改善

指標 コスト構造改善の推進

１．中期目標：
ウ 事業実施コストの構造改善

２．中期計画：
「森林総合研究所コスト構造改善プログラム（仮称）」を平成 20 年度中に作成するとともに、

水源林造成事業については、当該プログラムに基づき、施業方法の見直し等により更なる徹底
した造林コストの縮減に取り組み、中期目標期間の最終事業年度に平成 19 年度と比較して 9 ％
程度の総合的なコスト構造改善を推進する。

３．中期目標の達成状況：
中期計画の目標は、｢森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プログラム｣に基づ

き、丸太組工法（作業道）の導入に伴うコスト削減、長伐期化の推進に伴う造成コストの削減等
について着実に取り組んだ。

その結果、中期目標期間の最終年度である平成 22 年度には、平成 19 年度と比較して、9.9 ％（中
期目標計画 9 ％程度に対して達成率 110）のコスト削減を達成した。

総合コスト改善達成状況
平成20年度 平成21年度 平成22年度

中 期 計 画 9%
年 度 計 画 3% 6% 9%
実 績 5.5% 7.0% 9.9%
達 成 割 合 183 117 110

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
中期目標期間の最終年度において、｢森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プ

ログラム｣に基づく取組の結果、目標を上回るコスト構造改善を達成できたことから、｢ａ｣評定
とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (１) 水源林造成事業

ウ 事業実施コストの構造改善
第２－３－（１）－ウ

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

コスト構造改善の推進 a 100 １

（指標数：１、 ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施
（ア） 事業の計画的な実施

指標 事業実施中9区域のうち、6区域の完了

１．中期目標：
（ア）平成 19 年度までに事業採択した区域について、事業実施計画に基づき、着実に事業を
実施する。

２．中期計画：
ａ 中期目標期間中に、事業実施中の 9 区域のうち、6 区域を完了する。

３．中期目標の進捗状況
中期計画どおり、事業実施中の 9 区域のうち 6 区域を完了させた。

【参考】
完了 6 区域の経過と継続3区域の進捗状況は下記のとおりである。

【完了6区域の進捗経過(進捗率)】

残工事量 H20年度 H21年度 H22年度 備 考
(H20～H22) 進捗率 進捗率 進捗率

安房南部 農用地整備 38.8ha 100 H21完了
農業用道路 4.8km 23 100

郡山 農用地整備 67.9ha 100 100 H21完了
農業用道路 1.6km 88 100

阿蘇小国郷 農林業用道路 6.2km 58 100 H21完了
南丹 農業用道路 6.5km 15 100 H22完了
黒潮ﾌﾙｰﾂﾗｲﾝ 農用地整備 26.1ha 0 100 H22完了

農業用道路 7.6km 24 64 100
下閉伊北 農用地整備 12.3ha 12 100 H22完了

農業用道路 3.2km 19 72 100

【3区域（美濃東部、邑智西部、南富良野）の進捗状況(平成25年度完了予定）】

農用地整備(ha) 農(林)業用道路(km)
全体 H22年度末 進捗率 全体 H22年度末 進捗率 備考

工事量 実績 工事量 実績
美濃東部 161.3 161.3 100 23.5 18.8 80
邑智西部 148.9 141.7 95 8.9 1.4 16
南富良野 574.0 399.4 70 － － －
計 884.2 702.4 79 32.4 20.2 62

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
事業実施中の 9 区域のうち、6 区域を完了させたことから、「ａ」評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施
（ア） 事業の計画的な実施

指標 関係地方公共団体等との連携のための事業実施状況等の説明

１．中期目標：
（ア）平成 19 年度までに事業採択した区域について、事業実施計画に基づき、着実に事業を
実施する。

２．中期計画：
ｂ 事業を計画的に実施する観点から、関係地方公共団体等との連携を図るため、適時適切な

事業実施状況の説明等を実施する。

３．中期目標の達成状況：
期間中、継続各区域において事業推進協議会等を開催し、道県、市町村等の事業関係者に対

して、前年度事業実施結果、当該年度事業実施計画及び事業実施状況等の説明を行い、事業の
実施状況について理解と協力を得て、着実に事業を実施した。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
期間中、継続各区域において、関係地方公共団体等に対して事業実施状況の説明等を行い、関

係者の理解を得て事業の推進に努めたことから、目標を達成したと判断し、「ａ」評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施
（ア） 事業の計画的な実施実施

第２-３-（２）-ア-（ア）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

事業実施中9区域のうち、6区域の完了 a 100 1

関係地方公共団体等との連携のための事業実施状況の説明 a 100 1

（指標数：2、 ウェイトの合計③：2 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 200

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 2

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施
（イ） 期中評価の反映

指標 期中評価の反映

１．中期目標：
（イ）事業の効率性及び事業実施過程の透明性の確保を図るため、事業評価システムによる

期中の評価の結果（事業の継続、変更又は中止）については、確実に事業実施に反映させる。

２．中期計画：
期中評価結果を計画に確実に反映させるため、事業関係者の意向把握に努めつつ、必要な事業

計画の見直しを行う。

３．中期目標の達成状況：
当該中期目標期間に、期中評価を実施した 3 区域について、評価結果を踏まえた対応を行い 2

区域（郡山区域、南丹区域）を完了させるとともに、継続区域（美濃東部区域）においても着実
に事業を進捗させている。

期中評価実施3区域の評価結果と対応状況

区域 評価年度 評価結果 対応状況

コスト縮減や環境との調和への配慮 現地発生土の活用等によるコスト縮減

美濃東部 20年度 に努めるとともに、事業効果の早期発現 やオオタカやギフチョウなどの生息状況調

を図るため、平成24年度の事業完了に 査を行った。また、事業関係者への事業

向けて、事業実施計画に基づき事業を 実施説明等を通じて意向把握に努め、着

着実に推進する。 実に事業を進捗させている。

事業実施計画の見直し案に基づく計 期中評価後、事業実施計画の変更を

郡山 20年度 画変更の手続きを速やかに開始し、今 速やかに行うとともに、道路縦断勾配の

後とも、一層のコスト縮減や環境との調 見直し等によるコスト縮減や希少種の移

和へ配慮するとともに、事業効果発現に 植等による環境保全対策に取り組んだ。

向け、事業を着実に推進する。 また、事業関係者への事業実施説明等を

通じて意向把握に努め、平成21年度に事

業を完了させた。

コスト縮減や環境との調和へ配慮に 現地発生材の活用、設計の見直し等に

南丹 21年度 努めるとともに、事業効果の早期発現を よるコスト縮減や希少昆虫類の保全対策

図るため、平成22年度の事業完了に向 を行った。また、事業関係者への事業実

けて、事業実施計画に基づき事業を着 施説明等を通じて意向把握に努め、平成

実に推進する。 22年度に事業を完了させた。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
当該中期目標期間に期中評価を実施した 3 区域について、それぞれ評価結果を踏まえ、事業実

施計画の変更(郡山区域)、コスト縮減(美濃東部、郡山、南丹区域)、環境との調和への配慮(美
濃東部、郡山、南丹区域)に取り組み、郡山区域及び南丹区域を完了させるとともに、美濃東部
区域においても残事業を着実に実施していることから、目標を達成したと判断し、「ａ」評定と
した。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施
（イ） 期中評価の反映

第２-３-（２）-ア-（イ）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

期中評価の反映 a 100 1

（指標数：1、 ウェイトの合計③：1 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ア） 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

指標 環境に係る調査や保全対策の実施・検証

１．中期目標：
（ア）環境の保全への配慮、建設副産物等の有効利用を図る。

２．中期計画：
ａ 必要に応じ有識者等の助言を受けながら、環境調査や地域の環境特性に対応した保全対策

を実施するとともに、その実施状況の検証を中期目標期間中に 3 件以上実施する。

３．中期目標の達成状況：
期間中、各年度において有識者等の助言を受け生息環境の調査や濁水処理施設の設置や繁殖期

を避けた施工など地域の環境特性に対応した保全対策を実施するとともに、3 件の保全対策の検
証を行った。

保全対策の検証状況

検証年 区域 検証結果

20年度 南丹区域 農道工事に伴う水路において環境配慮を実施した水路（石積や木杭などを活

用し、流速を緩和することにより水生生物の生息に配慮した水路（L=60ｍ）に

ついて検証した結果、改良前に生息していた魚類等の生息が確認できた。

黒潮フルーツライン 農道工事に伴う河川の付け替え水路の落差工において、固有種であるナガレ

ボトケドジョウが遡上できるように設置した魚道について検証した結果、遡上が

確認できた。

21年度 安房南部 両生類（ニホンアカガエル等）の産卵場所を確保するために設置した調整池の

検証を行った結果、ニホンアカガエル等の繁殖に利用されていることが確認で

きた。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
期間中、各年度において有識者等の助言を踏まえ環境に係る調査や保全対策を実施するととも

に、保全対策の検証を 3 件行ったことから、目標を達成したと判断し、「ａ」評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ア） 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

指標 木材利用の促進

１．中期目標：
（ア）環境の保全への配慮、建設副産物等の有効利用を図る。

２．中期計画：
ｂ 二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、中期目標期間中にお

ける木材の区域平均使用量を、平成 19 年度の農林道施工延長を加味した区域平均実績の 1.3
倍とする。

３．中期目標の達成状況：
当該中期目標期間に木材利用を推進し、平成 19 年度の農林道施工延長を加味した区域平均実

績の 1.3 倍を達成した。

木材使用量の実績（平成19年度を1とした指数値）

平成20年度 平成21年度 平成22年度

年度計画 1.10 1.20 1.30

実 績 1.18 1.28 1.33

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
農林業用道路における木材利用を図った結果、平成 19 年度の農林道施工延長を加味した区域

平均実績の 1.3 倍を達成し、二酸化炭素の固定・貯蔵や森林整備等の促進に寄与したことから、
目標を達成したと判断して、「ａ」評定とした。

独立行政法人森林総合研究所

170



中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ア） 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

指標 舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物の利用の促進

１．中期目標：
（ア）環境の保全への配慮、建設副産物等の有効利用を図る。

２．中期計画：
ｃ 資源の有効活用に対する社会的な要請に応えるため、農（林）業用道路に使用する舗装用

再生骨材及び再生アスファルト混合物利用割合を中期目標期間中にそれぞれ 70 ％以上とす
る。

３．中期目標の達成状況：
事業の実施に当たり、建設副産物である再生資材の利用を推進することにより、建設発生材の

リサイクルを促進するとともに資源の循環活用を図った。

再生材利用実績

平成20年度 平成21年度 平成22年度 備 考

舗装用再生骨材 利用割合 100% 100% 100% 目標値は、

利 用 量 40,464m
3

37,762m
3

15,722m
3

利用割合70%以上

再生アスファルト 利用割合 79% 90% 100%

利 用 量 4,715m
3

4,642m
3

1,596m
3

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
期間中、各年度において舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物の利用割合は、それぞれ

目標値を達成し、資源の有効利用に寄与したことから、目標を達成したと判断し、「ａ」評定と
した。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（ア） 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

第２-３-（２）-イ-（ア）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

環境に係る調査や保全対策の実施・検証 a 100 1

木材利用の促進 ａ 100 1

舗装用再生骨材及び再生アスファルト混合物の利用の推進 ａ 100 1

（指標数：3、 ウェイトの合計③：3 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 300

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 3

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（イ） 新技術・新工法の採用

指標 新技術・新工法の導入

１．中期目標：
（イ）効率的な事業執行等の観点から、新技術や新工法の導入を図る。

２．中期計画：
ａ 事業の高度化を一層推進する手段として、農林水産省新技術導入推進農業農村整備事業（以

下「新技術導入事業」という。）等に登録されている新技術・新工法を中期目標期間中に 3
件以上導入する。

３．中期目標の達成状況：
事業の高度化を一層推進するため、農林水産省新技術導入推進農業農村整備事業等に登録され

ている新技術・新工法を 8 件導入した。
これらの新技術・新工法の導入により、民間の技術力を積極的に活用し、コストの縮減や工期

の短縮等に寄与した。

新技術の導入実績

採用年度 工 法

平成20年度 高圧ポリエチレンリブ管による横断暗渠工

薄型多数アンカー工法

プレキャストガードレール基礎工法

トンネル円形水路のスリップフォーム工法

アンカー付き自然石空積み工法

ボックスベアリング横引き工法

平成21年度 プレキャストガードレール基礎工法

平成22年度 プレキャストガードレール基礎工法

８件

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
期間中、各年度において新技術導入事業等に登録されている新技術・新工法を 8 件採用したこ

とから、目標を達成したと判断し、「ａ」評定とした。
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新技術・新工法の採用実績
年 No 工法 工事概要 実施 工事名 コスト 工事
度 区域 縮減額 概要

トンネル円 成型機に鋼製型枠を取り付け、そ 南丹 19南丹丹瑞３工 9,451 2,574m
形水路のス の内部でコンクリートの締固め・成 区農用道工事他 千円

１ リップフォ 型を同時に行う工法で、型枠の設置
ーム工法 ・撤去作業が不要で、工期の短縮等

が図られる。
高密度耐圧 高密度耐圧ポリエチレンリブ管 美濃 20美濃3工区農 3,035 φ600
ポリエチレ は、独特の中空リブ構造の壁面によ 東部 用道工事 千円 32m,27m

２ ンリブ管に り剛性があり、軽量である。また、
よる横断暗 内面が平滑で流量特性に優れる。
渠工
アンカー式 自然石に窄孔し亜鉛アルミ合金メ 邑智 20邑智農用地整 79m2

平 自然石空積 ッキ鉄線のアンカー合成樹脂のスト 西部 備中来尾他工事 －
成 工法 ッパーパネルを控え部材として一体
2 化したもの。これを裏込材で埋め戻
0 ３ しながら急勾配に積み上げることに
年 より「アンカー付自然石空積工法」
度 として、魚やカニ等の水生生物の生

態系に配慮した護岸をつくる。
（コスト縮減にはならなかったが、
棚田保全のため採用した）

薄型多数ア 壁体背面にかかる土圧を、タイバ 下閉 20農用道岩泉工 28,146 1,836m2
ンカー工法 ーを介してアンカープレートに 伊北 区その２工事 千円

伝達し、アンカープレートの引抜抵 20美濃3工区農 11,586 2,300m2
４ 抗力とのバランスによって安定 美濃 用道工事 千円

を図る工法。薄型多数アンカーはコ 東部 20美濃3工区農 10,779 2,140m2
スト低減の観点から部材に改良 用道その２工事 千円
を加え、基本壁面部材厚を180mmか 邑智 20邑智農林道１ 4,042 810m2
ら115mmへ変更。 西部 工区工事 千円

20邑智農林道１ 4,112 824m2
工区他工事 千円

ボックスベ ボックスカルバートを所定の搬入 阿蘇 20小国基幹農林 ﾎﾞｯｸｽｶﾙ
アリング横 口より吊りおろし、ベアリング（鋼 小国 道１工区その３ － ﾊﾞｰﾄ
引き工法 球）とウインチによりレール（形鋼） 郷 工事 28m

５ に沿って、けん引してボックスカル
バートを敷設する工法。
（コスト縮減にはならなかったが、
施工スペースを限定し周辺への影響
を最小化した）

プレキャス 道路法面工(ブロック積み、Ｌ型 下閉 20下閉農用道岩 2,364 514m
トガードレ 擁壁等)の上部に設置するガー 伊北 泉工区その２工 千円
ール基礎工 ドレール基礎工法は、従来、現場打 事

６ 法 ちコンクリートであった。 阿蘇 20小国その他農 217 64m
本工法は、プレキャスト製ガード 小国 林道２工区他工 千円

レール基礎を設置することで、施工 郷 事
性が向上し、工事工期が短縮され、 20小国その他農 609 180m
コストの縮減が図られる。 林道３工区工事 千円

20小国その他農 589 174m
林道３工区他工 千円
事
20小国基幹農林 39 10m
道１工区その３ 千円
工事

平 プレキャス 黒潮 21黒潮４工区農 258 34m
成 トガードレ 同上 ﾌﾙｰﾂ 用道工事 千円
2 ７ ール基礎工 ﾗｲﾝ
1 法 阿蘇 21小国基幹農林 1,854 548m
年 小国 道１工区その１ 千円
度 郷 工事
平 プレキャス 美濃 20美濃3工区農 1,027 163m
成 トガードレ 同上 東部 用道その２工事 千円
2 ８ ール基礎工
2 法 21美濃５工区農 1,238 196m
年 用道工事 千円
度
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（イ） 新技術・新工法の採用

指標 直営施工工事に係る地元説明会、協議、工事の実施

１．中期目標：
（イ）効率的な事業執行等の観点から、新技術や新工法の導入を図る。

２．中期計画：
ｂ 施設に対する愛着心の醸成と良好な維持管理に資する観点から地元説明会を実施すると
ともに、農家・地域住民等参加型直営施工工事を推進する。

３．中期目標の達成状況：
農家・地域住民等参加型直営施工工事の実施に向けて、毎年、全区域において関係者への説明

会や協議を行い、期間中 5 件の工事を実施した。

直営施工工事の実施件数

実施年度 直営施工実施区域

平成20年度 郡山区域 転落防護柵 280ｍ

邑智西部区域 鳥獣害防止柵 3200ｍ

平成21年度 黒潮フルーツライン区域 魚道設置 1ヶ所

郡山区域 転落防止柵 1200ｍ

平成22年度 黒潮フルーツライン区域 転落防止柵 100ｍ

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
期間中、各年度において地元説明会や協議を行うとともに、5 件の直営施工工事を実施したこ

とから、目標を達成したと判断し、「ａ」評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
（イ） 新技術・新工法の採用

第２-３-（２）-イ-（イ）

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

新技術・新工法の導入 a 100 1

直営施工工事に係る地元説明会、協議、工事の実施 a 100 1

（指標数：2、 ウェイトの合計③：2 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 200

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 2

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ウ 事業実施コストの構造改善

指標 コスト構造改善の推進

１．中期目標：
平成 20 年度以降新たに策定される公共事業のコスト縮減計画を踏まえ、研究所が実施する公

共事業について、コスト縮減に取り組み、中期目標期間の最終事業年度に平成 19 年度と比較し
て 9 ％程度の総合的なコスト構造改善を推進する。

２．中期計画：
「森林総合研究所コスト構造改善プログラム（仮称）」を平成 20 年度中に作成するとともに、

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、当該プログラムに基づき、計画・
設計・施工・調達の最適化等により更なるコストの縮減に取り組み、中期目標期間の最終事業年
度に平成 19 年度と比較して 9 ％程度の総合的なコスト構造改善を推進する。

３．中期目標の達成状況：
平成 20 年度に作成した「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善

プログラム」に基づき、新技術の導入（プレキャストガードレール基礎工法他）、計画・設計・施
工の最適化（設計基準の特例値を用いた道路の縦断勾配見直し他）、資源循環の促進（現地発生材
の活用他）に取り組み、平成19年度比で 10.6 ％の総合的なコスト縮減を達成（達成割合：118 ％）
した。

コスト縮減達成状況
平成20年度 平成21年度 平成22年度

中期計画 9%

年度計画 3% 6% 9%

実 績 3.1% 6.1% 10.6%

達成割合 103% 102% 118%

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プログラム」に基づき、

コスト縮減に取り組み、平成 22 年度において 10.6 ％の総合的なコスト縮減を達成したことから、
「ａ」評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (２) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ウ 事業実施コストの構造改善

第２－３ー（２）－ウ

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

コスト構造改善の推進 a 100 1

（指標数：１ ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ

独立行政法人森林総合研究所

178



中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (３) 緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債権債務管理及び緑資源幹

線林道の保全管理業務の実施
ア 債権債務管理業務の実施

指標 債権徴収業務及び借入金等償還業務の確実な実施

１．中期目標：
平成 19 年度末までに機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債

務、NTT･A 資金に係る債権等について、徴収及び償還業務を確実に行うとともに、機構の廃止
前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、必要な維持、修繕その他の管理を
行いながら、地方公共団体への移管を推進する。

２．中期計画：
平成 19 年度末までに機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債

務、NTT･A 資金に係る債権等について、徴収及び償還業務を確実に行う。

３．中期目標の達成状況：
林道事業に係る負担金等の徴収を確実に実施するために、常日頃より関係道県等と連絡を密に

し、徴収に対する理解と協力要請を行ったことから、計画どおり全額徴収することができ、償還
も確実に行うことができた。

また、NTT･A 資金に係る債権等についても、債務者の経営状況を把握するとともに債務者と
の連絡を密にしたことから、計画どおり全額徴収することができ、償還も確実に行うことができ
た。

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
中期目標期間中における林道事業に係る負担金等の徴収及び NTT･A 資金に係る債権等につい

ては、関係者に徴収に対する理解と協力要請を行うなど徴収を確実にするための取組みを実施し
た結果、全額徴収され、計画どおりの償還業務を実施することができたこと
から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (３) 緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債権債務管理及び緑資源幹

線林道の保全管理業務の実施
ア 債権債務管理業務の実施

第２－３－（３）－ア

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

債権徴収業務及び借入金等償還業務の確実な実施 a 100 1

（指標数：１、 ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート（指標）

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (３) 緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債権債務管理及び緑資源幹

線林道の保全管理業務の実施
イ 保全管理業務の実施

指 標
移管が終了していない林道整備箇所について、必要な維持、修繕その他管理の着実

な実施

１．中期目標：
平成 19 年度末までに機構が行った林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債

務、NTT･A 資金に係る債権等について、徴収及び償還業務を確実に行うとともに、機構の廃止
前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、必要な維持、修繕その他の管理を
行いながら、地方公共団体への移管を推進する。

２．中期計画：
機構の廃止前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、地方公共団体への移

管を円滑に推進するため、関係地方公共団体との連絡調整を図りつつ、必要な維持、修繕その
他の管理を着実に実施する。

３．中期目標の達成状況：
中期目標は、移管円滑化のための必要な維持、修繕その他管理の着実な実施であり、機構の廃

止（平成 19 年度末）前に着手・管理していた林道（46 区間）について、関係する地方公共団体
との連絡調整を図りつつ、法面工事、舗装工事等の保全工事及び管理を適切に実施した。併せて、46
区間のうち保全工事を全て終えた区間について、関係する地方公共団体との連絡調整を行った結
果、中期目標期間中に 35 区間の移管を完了した。（残る林道 11 区間）

評価結果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウエイト １

評価結果の理由
関係地方公共団体と連絡調整を重ねつつ、必要な維持、修繕その他の管理を確実に実施したこ

とにより、移管が円滑に推進されたことから「ａ」評定とした。
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中期目標期間評価シート（指標）の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ３ 水源林造成事業等の推進
（小項目） (３) 緑資源幹線林道に係る債権債務管理、その他の債権債務管理及び緑資源幹

線林道の保全管理業務の実施
イ 保全管理業務の実施

第２－３－（３）ーイ

評価結果
具 体 的 指 標

達成 達成度 ウェイ
区分 ① ト②

移管が終了していない林道整備箇所について、必要な維持、修繕その他管理 a 100 1
の着実な実施

（指標数：1、 ウェイトの合計③：1 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計 100

＝ ＝100（％）
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

（中項目）４ 行政機関等との連携

（小項目）

指 標
① 他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、緊急対応を含めて行政機関等への技

術情報の提供及び専門家の派遣を行う。

１．中期目標：

他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、緊急対応を含めて行政機関等への技術情報の提

供及び専門家の派遣を行う。

２．中期計画：

重要な森林政策、災害や森林被害等への緊急対応のほか、行政機関等への技術情報の提供を行

うとともに、行政機関が主催する各種委員会等へ専門家の派遣を行う。

国等の策定する規格、基準等について、策定委員会等への参加及びデータの積極的な提供によ

り試験・研究成果の活用に努める。

３．中期目標の達成状況：

京都議定書報告と次期枠組みへの対応に必要なデータ収集と活用に資するため林野庁委託事業

「森林吸収源インベントリ情報整備事業」を実施した。

林野庁委託事業「森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業」および「木質バイオマスの

大規模利用技術の開発」に採択され、これまでに当所で研究開発を進めてきたアルカリ蒸解前

処理と酵素糖化・発酵技術およびリグニンの化学変換技術を基本技術とし、実証プラント規模

でのバイオエタノール生産技術とリグニンのマテリアル利用技術を検証するため、秋田県北秋

田市に建設したプラント内で実証試験を行った。

実証試験は、チップ洗浄工程、アルカリ前処理工程、酵素のオンサイト生産工程、糖化・発酵

工程から構成されており、各々の工程が実証規模で安定的、むらなくかつ速やかに進められるか、

条件を変えて最適化を模索することにより、前処理収率 30 ％、糖化収率 86 ％、発酵収率 86 ％を

達成している。また、蒸解黒液からリグニン粉末を粉体化する最適条件を決定した。

これらの成果は、ハードバイオマスであるスギ材を原料として、脱リグニンのための前処理を

適切に行うことで、糖化・発酵を経てエタノールに変換できることを実証規模で検証するもので

ある。

林野庁との情報・意見交換の場として、年に 1 ～数回の研究調整会議を森林経営、治山事業等

の分野別に開催し、連携を強化した。

平成 21 年に農林水産省が公表した森林・林業再生プランの実現に向けて設置された分野別の検

討委員会の全てに専門家を参加させた。

地震や豪雨による山地災害の発生に際し、林野庁又は地方公共団体からの要請に応じて、平成 19
年の中越沖地震、平成 20 年の岩手・宮城内陸地震、平成 23 年の東日本大震災等に係る現地調査

や検討委員会に山地災害や海岸防災林の専門家を派遣し、災害の原因究明、二次災害防止、復旧

対策等への助言・指導を行った。

林野庁、環境省等国の機関や都道府県、市町村、農林水産消費安全技術センター等独立行政法

人、社団法人日本木材加工技術協会、財団法人国際緑化推進センター、林業・木材製造業労働災
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害防止協会等林業関係団体等が開催する委員会に、依頼に応じて職員を派遣し、例えば、JAS 規

格、基準等の策定等に当たり、研究所のデータを積極的に提供することにより試験・研究や事業

成果の活用に努めた。

○委員会等派遣件数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

委員会等派遣件数 １,７９７ １,８８９ ２,１６１ １,９８３ ２,１８５

林野庁が主催し、都道府県が参画する林木育種推進地区協議会において、林木育種の中核機関

として積極的に関与した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

我が国の京都議定書報告と次期枠組みへの対応に必要不可欠な林野庁委託事業を着実に実施し

たこと、

木質バイオマスからバイオエタノールを製造する実証試験に関する林野庁委託事業を実施し、

所定の成果を得たこと、

林野庁との情報・意見交換のため研究調整会議を分野別に開催し、連携を強化したこと、

森林・林業再生プランの検討委員会に専門家を参加させ、プランの作成に貢献したこと、

地震や豪雨による山地災害の発生に対応して、山地災害や海岸防災林の専門家を派遣し、災害

の原因究明、二次災害の防止、復旧対策の策定等に助言、指導を行ったこと、

JAS 規格等の策定に当たり、委員の派遣並びにデータの提供を行ったこと、

林木育種推進地区協議会において、林木育種の中核機関として積極的に関与したこと、

などから「ａ」と評定とした。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目）第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

（中項目）４ 行政機関等との連携
第２-４

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 他の独立行政法人との役割分担に留意しつつ、緊急対応を含めて行 a 100 １
政機関等への技術情報の提供及び専門家の派遣を行う。

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （１）情報発信の強化

指 標
① 成果の公表及び普及に関しては、多様な情報媒体を効果的に活用して国民との継続

的な双方向コミュニケーションの確保を図る。

１．中期目標：

成果の公表及び普及に関しては、多様な情報媒体を効果的に活用して国民との継続的な双方向

コミュニケーションの確保を図る。

２．中期計画：

研究所の活動及び成果等を専門家のみならず、広く国民にも理解されるよう広報の基本方針を

策定し、情報発信の強化を図る。

研究所が実施する研究成果の広報活動において、メールマガジン、モニター制度等、利用者か

らの情報を取り込むことができる双方向コミュニケーションを活用して国民との情報の共有化を

図る。

３．中期目標の達成状況：

メールマガジンの配信、広報誌の配布及び一般公開時のアンケート等によるモニター、相談窓

口、地域ネットワークなど、利用者からの情報を取り込める双方向コミュニケーションを活用し

て国民との情報の共有化を図った。

森林農地整備センターにおいては、平成 20 年に水源林造成事業等に係る情報発信を行うため、

センターのウェブサイト（ホームページ）を新設した。中期目標期間を通し、「技術情報」や「地

域に根ざした活動」の新規ページ作成に積極的に取り組み、情報の充実を図った。

また、提供情報の迅速な更新に努め、利用者の立場に立ち写真などを多用したわかりやすいペ

ージ構成作りに取り組んだ。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

メールマガジンや広報誌等により、国民との継続的な双方向コミュニケーションの確保を図っ

たこと、

平成 20 年に水源林造成事業等に係る情報発信を行うため、センターのウェブサイト（ホームペ

ージ）を新設し、中期目標期間を通し、新規ページ作成に積極的に取り組み、情報の充実を図っ

たこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （２）成果の公表及び広報

② 試験及び研究並びに林木育種事業の成果等については、研究報告、年報、広報誌等

指 標 の印刷物、研究所のウェブサイト（ホームページ）、マスコミ等の様々な広報手段を

活用し、効率的かつ効果的な広報活動を推進する。

１．中期目標：

研究及び林木育種事業の成果は、積極的に学術雑誌等への論文報告、学会での発表、マスコミ

等により公表するとともに、主要な成果及び活動状況については、広報誌、研究所のウェブサイ

ト（ホームページ）等を通じて広報を積極的に行う。

２．中期計画：

試験及び研究並びに林木育種事業の成果等については、研究報告、年報、広報誌等の印刷物、

研究所のウェブサイト（ホームページ）、マスコミ等の様々な広報手段を活用し、効率的かつ効果

的な広報活動を推進する。

３．中期目標の達成状況：

試験及び研究並びに林木育種事業の成果等については、研究報告、年報、広報誌等の印刷物、

研究所のウェブサイト（ホームページ）、マスコミ等の様々な広報手段を活用し、効率的かつ効果

的な広報活動を推進した。また、地域との連携したイベント等を通じて成果の広報に努めた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

広報誌をはじめとした多様な情報媒体により、積極的に成果公表・広報活動を実施したことな

どから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （２）成果の公表及び広報

指 標
③ 国内学会、国際学会、シンポジウム等に参加して研究成果を発表するとともに、専

門誌、一般誌等への寄稿を積極的に行う。

１．中期目標：

研究及び林木育種事業の成果は、積極的に学術雑誌等への論文報告、学会での発表、マスコミ

等により公表するとともに、主要な成果及び活動状況については、広報誌、研究所のウェブサイ

ト（ホームページ）等を通じて広報を積極的に行う。

なお、中期目標期間中の研究分野の成果指標である研究者一人当たりの学術雑誌への掲載論文数

は、年平均 1.0 報以上とする。

２．中期計画：

国内学会、国際学会、シンポジウム等に参加して研究成果を発表するとともに、専門誌、一般

誌等への寄稿を積極的に行う。

３．中期目標の達成状況：

研究成果は研究論文として積極的に公表することに努め、論文報告数は 5 年間で 2,273 報（年

平均 454 報）であった。

国内外の学会、シンポジウム等への参加については、口頭及びポスターによる発表件数が 5 年

間で 5,587 件（年平均 1,117 件）であった。なお、年度による件数の変動が生じた理由は、多数

の職員が参加する森林学会及び木材学会の大会開催月が年により異り、大会が 2 回の年度と開催

されない年度があったためである。

主な大会としては、IUFRO World Congress （ユフロ世界大会）、International Conference on Bear
Research and Management（国際クマ会議）、World Conference on Timber Engineering（木質構造国

際会議）、International Society of Chemical Ecology（国際化学生態学会）、AsiaFlux Workshop（アジ

アフラックス ワークショップ）、International Mycological Congress（国際菌類学会）、International
Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants（国際樹木根会議）、International
Chemical Congress of Pacific Basin Societies（環太平洋国際化学会議）、Plant & Animal Genome
Conference（国際動植物ゲノム会議）、International Association of Vegetation Science（国際植物学会

議）、International Ornithological Congress（国際鳥類会議）、World Congress of Soil Science（世界土

壌学会）、 International Mycological Conference（国際菌類会議）、 International Conference of
Eco-Materials、International Congress of Entomology（国際昆虫会議）、日本森林学会大会、日本木

材学会大会、日本建築学会大会、林業経済学会大会、日本応用動物昆虫学会大会、日本生態学会

大会、日本哺乳類学会大会、日本植物生理学会年会、日本菌学会大会等、日本雪氷学会全国大会、

日本地すべり学会、日本土壌肥料学会大会、水文・水資源学会大会、樹木医学会大会、セルロー

ス学会年次大会、日本エネルギー学会大会、日本環境教育学会大会、日本景観生態学会大会、日

本地球惑星科学連合大会等であった。

○ 学会等での発表件数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

学会等発表件数 １,０２８ １,２５９ １,０７４ ８５４ １,３７２

主要な研究成果については、毎年度の主要研究成果、中期計画期間の成果については第 2 期中
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期計画成果として刊行するとともに、ウェブサイトに掲載して広報した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト ２

評価結果の理由：

積極的に学術雑誌等への論文報告、学会での発表、マスコミ等により成果を公表したことなど

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （２）成果の公表及び広報

指 標
④ 中期目標期間中の研究分野の成果指標である研究者一人当たりの学術雑誌への掲載

論文数は、年平均1.0報以上とする。

１．中期目標：

研究及び林木育種事業の成果は、積極的に学術雑誌等への論文報告、学会での発表、マスコミ

等により公表するとともに、主要な成果及び活動状況については、広報誌、研究所のウェブサイ

ト（ホームページ）等を通じて広報を積極的に行う。

なお、中期目標期間中の研究分野の成果指標である研究者一人当たりの学術雑誌への掲載論文

数は、年平均 1.0 報以上とする。

２．中期計画：

中期目標期間中の研究分野の成果指標である研究者一人当たりの学術雑誌への掲載論文数は、

年平均 1.0 報以上とする。

３．中期目標の達成状況：

研究員 1 人当たりの主要学術雑誌等掲載論文数の実績値は中期期間を通じて、目標値の年 1.0
報を達成した。

公表した主な学会誌等は、American Journal of Botany、Applied and Environmental Microbiology、
Bioresource Technology、Biogeochemistry、Ecological Modelling、Ecology、European Journal of Wood
and Wood Products、Journal of Experimental Biology、Journal of Hydrology、Journal of Nanoparticle
Research、Molecular Ecology、Oecologia、Plant and Cell Physiology、Proceedings of the National
Academy of Sciences USA (PNAS)、Proceedings of the Royal Society B(Biological Sciences)、Tree
Physiology、森林総合研究所研究報告、日本森林学会誌、森林利用学会誌、森林立地、木材学会誌、

林業経済研究、森林計画学会誌、ランドスケープ研究、日本鳥学会誌、哺乳類科学、環境科学会

誌、日本地すべり学会誌、砂防学会誌、水文・水資源学会誌等であった。

○ 論文報告数の推移

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

論文報告数 ４５１ ４９０ ４５２ 4５７ 4２３

（研究員一人当たり） １.００ １.１１ １.０６ １.０９ １.００

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト ２

評価結果の理由：

研究員 1 人当たりの主要学術雑誌等掲載論文数で、年平均 1.0 報の目標を達成したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （２）成果の公表及び広報

指 標
⑤ 開発した新品種等に関する情報が利用者まで伝わるよう、都道府県、関係団体等と

連携しつつ、積極的な広報活動に努める。

１．中期目標：

研究及び林木育種事業の成果は、積極的に学術雑誌等への論文報告、学会での発表、マスコミ

等により公表するとともに、主要な成果及び活動状況については、広報誌、研究所のウェブサイ

ト（ホームページ）等を通じて広報を積極的に行う。

２．中期計画：

開発した新品種等に関する情報が利用者まで伝わるよう、都道府県、関係団体等と連携しつつ、

積極的な広報活動に努める。

３．中期目標の達成状況：

林業関係団体の機関誌である「森林技術」「林業新知識」「山林」等に、新品種の開発、林木育

種の概要、育種の高速化等の記事が掲載された。

また、開発した新品種や林木育種技術の普及を図るため、林木育種センター及び各育種場の広

報誌を 115 回発行し、種苗生産者、森林所有者等に配布した。

更に、新品種開発を含めた林木育種全体、花粉症対策品種、マツノザイセンチュウ抵抗性品種

に係る各パンフレット等を作成、配布するとともに、ホームページに掲載し新品種等の普及に努

めた。

このように中期目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト ２

評価結果の理由：

中期計画に沿い、林木育種の成果の公表及び普及に努め、林業関係団体の機関誌に新品種開発

等が掲載されたこと、広報誌やパンフレットを配布したことなどから、中期計画の目標を概ね達

成と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （３）成果の利活用の促進

指 標
⑥ 普及可能な成果は、マニュアル、データベース等により公表するとともに、講演会、

般公開、公開講座、展示等を通じ、積極的に紹介していく。

１．中期目標：

普及可能な成果は、マニュアル等で公表するとともに、講演会、一般公開、公開講座、展示等

を通じ、積極的に紹介していく。

２．中期計画：

普及可能な技術情報は、マニュアル、データベース等により公表し、積極的に森林所有者、関

係業界等への利活用の促進を図る。

また、一般市民を対象とした「一般公開」、「親林の集い」、「研究成果発表会」、「サイエンスキ

ャンプ」、「森林教室」、「森林講座」のほか、｢森の展示ルーム｣や研修展示施設を活用して、森林

環境教育や成果の紹介を行う。

３．中期目標の達成状況：

普及可能な技術情報をマニュアル、データベース等により公表し、積極的に森林所有者、関係
業界等への利活用の促進を図った。

また、一般市民を対象とした「一般公開」、「親林の集い」、「研究成果発表会」、「サイエンスキ
ャンプ」、「森林教室」、「森林講座」のほか、｢森の展示ルーム｣や研修展示施設を活用して、森林
環境教育や成果の紹介を行った。

森林農地整備センターにおいては、以下のようなシンポジウムや事業実施区域の地域住民との
交流活動により、水源林造成事業等の概要説明や農林業の体験学習指導等を行った。
○ シンポジウム

平成 21 年度
「豊かな水を育む森林、水源林の役割」 （札幌水源林整備事務所） 1 回/２４０人

平成 22 年度
「清流四万十川の水源の森林づくり」 (高知水源林整備事務所） 1 回/２４２人

「南富良野地方の農山村景観維持のための合同ワークショップ」

（札幌水源林整備事務所、南富良野建設事業所） 1 回/１５０人

○ 農業用道路工事見学会

平成 20 年度
「トンネル施工技術、工法」

（黒潮、下閉伊北建設事業所） ２回/１６７人

平成 21 年度
「特殊地層、トンネル施工技術、工法」

（安房南部、下閉伊北、南丹建設事業所） ６回/４５１人

平成 22 年度
「トンネル施工技術、工事・地区概要説明」

（美濃東部、黒潮、邑智西部建設事業所） ４回/１５２人

○ 区画整理実施地区での農業体験学習及び地域資源セミナー

平成 20 年度
「田んぼの生きもの調査」

（阿蘇小国郷、邑智西部建設事業所） ３回/１３０人

平成 21 年度
「保育園児の農業体験（田植え・稲刈り）、田んぼの生きもの調査」
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（阿蘇小国郷、美濃東部、邑智西部建設事業所） ５回/２０９人

平成 22 年度
「野生さくら草サミット、保育園児の農業体験（田植え・稲刈り）、小川の生きもの調査」

（下閉伊北、美濃東部、邑智西部建設事業所） ９回/５５３人（延べ）

また、自治体、団体主催の一般住民向けの森林・林業、農業・農村等に係る各種イベントに参
加した（協賛イベント平成 20 年度 26 件、平成 21 年度 20 件、平成 22 年度 30 件）。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

普及可能な成果をマニュアル等の形で公表するとともに、講演会、一般公開、公開講座、展示

等を通じて紹介したこと、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進

（小項目） （４）知的所有権の取得及び利活用の促進

指 標 ⑦ 特許等の知的所有権を積極的に取得し、さらに民間等における利用の促進を図る。

１．中期目標：

特許等の知的所有権を積極的に取得し、さらに民間等における利用の促進を図る。

２．中期計画：

知的所有権の積極的取得に努め、中期目標期間中に年平均 8 件以上の国内特許等を出願する。

取得した知的所有権は、効率的な維持管理を図るとともに、ウェブサイト、各種展示会等を利

活用して情報提供し、利活用の促進に努める。

３．中期目標の達成状況：

特許等の知的所有権の積極的な取得及び取得した知的所有権の効率的な維持管理と利用促進に

努めるため、本中期計画期間中に「知的財産ポリシー」（平成 19 年 1 月策定）の基本方針を定め、

以下の事項を実施した。

本中期計画期間中の出願総件数は、99 件（国内 77 件、国外 22 件）で、登録総件数は、47 件（国

内 38 件、国外 9 件）であった。

また、知的所有権の効率的な維持管理を図るため、権利化された特許について、本中期計画期

間中において、34 件の見直しを行い、実施許諾等の可能性の少ない特許 16 件については、放棄

することを決定した。

取得した特許の利用促進、企業への技術移転を図るため、所のホームページをはじめ、茨城県

中小企業振興公社、農林水産省認定 TLO 等の外部機関のホームページに「特許情報」を掲載して

情報を提供するとともに、平成 22 年度においては、研究成果や研究リソースを企業経営者や技術

者等に紹介し、共同研究の実施など産学官連携を目指す「オープンラボ」を開催し、また、通年

的に「産学官連携推進会議」、「アグリビジネス創出フェア」、「いばらき産業大県フェア」、「つく

ばテクノロジー・ショーケース」等のイベントに出展し、企業への技術移転に積極的な取り組み

を行った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

中期目標期間中に年平均 8 件以上の国内特許等を出願するという目標に対して、出願総件数 99
件（年平均 19.8 件）を達成し、実施許諾等の可能性を検討して特許 16 件について放棄すること

で維持費の節約を行った。また、取得している特許は、ウェブサイト、各種展示会等を利活用し

て情報提供し利活用の促進に努めた。これらのことから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ５ 成果の公表及び普及の促進
第２-５

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 成果の公表及び普及に関しては、多様な情報媒体を効果的に活用し
て国民との継続的な双方向コミュニケーションの確保を図る。 a 100 １

② 試験及び研究並びに林木育種事業の成果等については、研究報告、
年報、広報誌等の印刷物、研究所のウェブサイト（ホームページ）、 a 100 1
マスコミ等の様々な広報手段を活用し、効率的かつ効果的な広報活動
を推進する。

③ 国内学会、国際学会、シンポジウム等に参加して研究成果を発表す a 100 １
るとともに、専門誌、一般誌等への寄稿を積極的に行う。

④ 中期目標期間中の研究分野の成果指標である研究者一人当たりの学 a 100 2
術雑誌への掲載論文数は、年平均 1.0 報以上とする。

⑤ 開発した新品種等に関する情報が利用者まで伝わるよう、都道府県、 a 100 １
関係団体等と連携しつつ、積極的な広報活動に努める。

⑥ 普及可能な成果は、マニュアル、データベース等により公表すると
ともに、講演会、般公開、公開講座、展示等を通じ、積極的に紹介し a 100 １
ていく。

⑦ 特許等の知的所有権を積極的に取得し、さらに民間等における利用 a 100 １
の促進を図る。

（ 指標数：7 、ウェイトの合計③：8 ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
800

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 8

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

（小項目） （１）分析及び鑑定

指 標
① 林業用種子の発芽鑑定等、行政、関係業界等から依頼される各種の分析及び鑑定に

ついては、研究所の有する高い専門知識が必要とされるものを実施する。

１．中期目標：

林業用種子の発芽鑑定等、行政、関係業界等から依頼される各種の分析及び鑑定については、

研究所の有する高い専門知識が必要とされるものを実施する。

２．中期計画：

研究所の有する専門的知識が必要とされる林業用種子の発芽鑑定、木質材料の耐久性試験、木

材の鑑定等について、民間、行政機関等からの依頼に応じ、分析及び鑑定を行う。

３．中期目標の達成状況：

林業用種子の発芽効率の鑑定、線虫検出検査、木材の鑑定、難燃剤を注入した木材の燃焼量測

定試験、昆虫の鑑定等の依頼があり、高度な専門知識を要求されるものについて、年平均 200 件

以上の要請に対応した。

○分析、鑑定依頼件数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

分析・鑑定依頼件数 １８５ ２４３ ２２７ １９１ ２３０

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

各種の分析及び鑑定について、高度な専門知識を要求されるものを年平均 200 件以上実施した

ことなどから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

（小項目） （２）講習及び指導

指 標
② 国、都道府県、大学、海外研究機関、民間等に対し、講師の派遣及び研修生の受入

れ等を行う。

１．中期目標：

・研究分野における講習

国、都道府県、大学、海外研究機関、民間等に対し、講師の派遣及び研修生の受入れ等を行

う。

２．中期計画：

ア 研究分野における講習

国、都道府県、団体等が主催する講習会等への講師の派遣、情報の提供等を積極的に行う。

国、都道府県、大学、民間等からの若手研究者等を研修生として受入れ、研究者としての人

材育成・資質向上に寄与する。

海外研究機関等からの研究者を研修生として受け入れることにより、人材育成に寄与する。

３．中期目標の達成状況：

海外からの研修生は、（独）国際協力機構（JICA）集団研修、国際熱帯木材機関（ITTO）等の

個別研修等により 1,355 名を受け入れた。各研修員については、研究業務の推進をサポートする

ことにより、国際交流・友好関係の進展に貢献した。また、長期間の研修生に対しては JICA と

連携してアンケート調査を行い、研修制度の点検・改善を行った。

森林技術総合研修所等の国の機関、他の独立行政法人、都道府県等地方公共団体、国立大学法

人、公益法人、NPO 等多岐にわたる機関からの依頼により、研修講師の派遣を行った。研修内容

についても、低コスト作業システム研修、木材乾燥講習会、林木バイオテクノロジーや生物多様

性に関する講義、小中学生を対象とした地球温暖化防止に関する講演等、多様な要請に対応した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

国、都道府県、大学、海外研究機関、民間等多岐にわたる機関からの依頼により、研修講師の

派遣を行ったこと、

から「ａ」と評定した。

独立行政法人森林総合研究所

197



中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

（小項目） （２）講習及び指導

③ 新品種等の利用を進めるため、都道府県等に対し、採種（穂）園の造成・改良技術

指 標 等について講習及び指導を行うとともに、講習及び指導の内容及び実施体制の充実に

努める。

１．中期目標：

・都道府県等に対する林木育種技術の講習及び指導

新品種等の利用を進めるため、都道府県等に対し、採種（穂）園の造成・改良技術等につ

いて講習及び指導を行うとともに、講習及び指導の内容及び実施体制の充実に努める。

２．中期計画：

イ 都道府県等に対する林木育種技術の講習及び指導

新品種等の利用を促進するため、都道府県等に対し、採種（穂）園の造成・改良技術等の

林木育種技術について、各種協議会等における指導を行うとともに、本所及び各育種場にお

ける講習会を合計 100 回を目標に開催する。また、都道府県等からの要請を踏まえて現地指

導等を実施する。さらに、多岐にわたる内容の指導要請に対して、より効率的かつ効果的に

講習及び指導を行うため、これまでに蓄積してきた林木育種に関する技術等について、講習

及び指導に活用できるデータベースを構築する。

３．中期目標の達成状況：

（主要成果）

18 年度 28 回、19 年度 27 回、20 年度 23 回、21 年度 29 回、22 年度 23 回と、合計 130 回の講

習会を開催した。平成 21 年度までに内容の分析及び整理を行った 800 点の林木育種に関する文献

についてデータベースに移行した。

（成果の利活用）

蓄積してきた林木育種に関する技術等を講習会等に活用した。

（中期目標の達成状況）

都道府県等のニーズに応えた講習及び指導内容とすることで、内容及び実施体制が充実したことか

ら、中期目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

中期計画に沿い、幅広く林木育種の技術指導を実施し、講習会を目標である 100 回以上開催し

た。

また、情報収集源となる苗木生産及び林木育種技術に関する文献 800 点についての内容分析及

び整理を行い、データベースに移行したことから、中期計画の目標を概ね達成したと評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

（小項目） （２）講習及び指導

④ 海外からの研修員の受け入れ及び専門家の派遣を進めるとともに、支援先機関の多

指 標 様化、林木育種分野の技術指導や技術開発に資するネットワークの支援・構築を進め

る。

１．中期目標：

・海外の林木育種に関する技術指導

海外研修員等の受入れ及び専門家の派遣等の業務の充実を図るため、支援先機関の多様化

並びに多様な関係機関との連携及び協力による技術指導や技術開発のためのネットワーク化

に取り組む。

２．中期計画：

ウ 海外の林木育種に関する技術指導

海外研修員等の受入れ及び専門家の派遣については、支援先機関の多様化に努めるととも

に、林木育種及び関連技術の実務研修の拠点としての取組を強化する。また、開発途上国等

の政府機関又は公的機関、国際機関、民間企業等の多様な機関との連携・協力を推進し、林

木育種分野の技術指導及び技術開発に資するネットワークの構築等を行う。

３．中期目標の達成状況：

（主要成果）

林木育種事業に係る研修員の受け入れについては、ITTO（国際熱帯木材機関）より 2 名、JICA（国際

協力機構）より 204 名、JIRCAS（国際農林水産業研究センター）より 8 名、及び JSPS（日本学

術振興会）の留学生 2 名等、計 224 名（45 ヶ国）を受け入れた。また、農林水産省等の国内研

修員 30 名を受け入れ、それぞれの目的に応じたプログラムにより技術指導を行った。

ITTO、JICA 等への専門家の派遣については、長期専門家 6 名、短期専門家 43 名及び調査団員 5 名を

派遣した。

支援先機関の多様化については中国、ケニアとの林木育種事業の推進に関する覚書の締結及び中国、

フィンランドとの国際共同研究を開始し、更にマレーシア、インドネシア及びミャンマーにおいて産学

官連携による共同研究を実施した。

ネットワークの支援・構築については、FAO 世界森林遺伝資源白書作成に係るアジア地域会合に 3 名の

研究職員を派遣し、我が国の先進事例を紹介しつつ、白書作成を担う開発途上国の人材育成に貢献した。

（成果の利活用）

研修員受入れ、専門家の派遣等を通じた人材育成の成果として、新たな国際共同研究を 3 件開

始した。

（中期目標の達成状況）

中期計画に対し、海外からの研修員の受入れ及び専門家等を派遣し、支援先機関の多様化を図

るとともに、FAO を通じた森林遺伝資源に関するネットワーク構築に貢献できたことから、中期

目標に達した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １
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評価結果の理由：

中期計画に沿い、海外の林木育種に関する技術指導ができたことから、中期計画の目標を概ね達

成したと評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

（小項目） （３）標本の生産及び配布

指 標 ⑤ 要請に応じて木材・植物の標本を生産し、配布する。

１．中期目標：

要請に応じて木材・植物の標本を生産し、配布する。

２．中期計画：

試験・研究等の資料として、木材標本、植物標本等を生産、保存するとともに、要請に応じて

学術研究機関等に配布する。

３．中期目標の達成状況：

研究や技術開発の基礎資料とするために材鑑、さく葉、マツノザイセンチュウ等の標本を収集

し、保管するとともに、標本情報の公開、整備を進め、外部からの要請に応じ配布した。中期目

標期間中に収集した樹木などの個体数は 2,154 点で、標本の配布数は 18,022 点であった。主な配

布先は、大学、公立博物館、公立試験場、民間企業等であり、輸入・購入材や古建築等の文化財

の樹種鑑定、マツノザイセンチュウ防除法の研究開発などに活用された。

○標本作製・標本配布数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

標本作製数（個体） 333 416 515 502 388

標本配布数(点) 2,540 4,185 4,087 4,324 2,886

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

要請に応じて木材・植物等の標本を生産し、配布したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

（小項目） （４）国際機関、学会等への協力

指 標 ⑥ 海外研究機関、国際機関、学会等への試験・研究等に関する専門家の派遣等を行う。

１．中期目標：

海外研究機関、国際機関、学会等への試験・研究等に関する専門家の派遣等を行う。

２．中期計画：

我が国を代表する森林に関する総合的研究を行う機関として、国際機関の専門家会合及び内外

の学会に専門家を派遣する。

政府の行う科学技術に関する国際協力・交流に協力する｡

３．中期目標の達成状況：

外国機関等との国際協力を進めるため、日本の政府機関や独立行政法人からの要請により専門

家を海外へ積極的に派遣し、委員等としてプロジェクト推進を積極的に支援した。海外派遣件数

は 5 年間で 420 件であった。

具体的には、国際林業研究センター（CIFOR）のプロジェクトリーダー、国際機関（ISO、ITTO、

IPCC、COP 等）主催の専門家会合委員会や気候変動枠組条約締約国会議等、国際協力機構（JICA）

長期・短期専門家や調査団員、国際農林水産業研究センター（JIRCAS）林業プロジェクト短期在

外研究員、その他の外国の研究機関や独立行政法人等からの依頼（森林総合研究所依頼出張制度）

による専門家等として、研究職員を多くの国々（大韓民国、中華人民共和国、ベトナム、タイ、

マレーシア、ミャンマー、インドネシア、ドイツ、フランス、カナダ、アメリカ、ブラジル、パ

ラグアイ、ケニア、他多数）へ派遣した。

○ 国際協力のための専門家（職員）の派遣人数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

派遣人数（派遣国数） 72（23） 98（25） 95（30） 75（22） 80（21）

また、 CIFOR、JICA、JIRCAS の国際技術協力・共同研究プロジェクトに対して、プロジェ

クトごとに「所内支援委員会」を設け、また、JICA の「国内支援委員会」に委員等として参画

し、これらの国際プロジェクト推進を積極的に支援した。

海外研究機関等との共同研究を進める際に必要となる MOU（覚書：Memorandum of
Understanding）及び LOA（合意書：Letter of Agreement）の締結をフランス国立農業研究所

（INRA)、フィンランド国立森林研究所（METLA)などと進めた結果、平成 22 年度における締結

数は 24 件であった（平成 18 年度 10 件）。

日本森林学会、森林利用学会、砂防学会、日本木材学会、日本接着学会、農学会、日本建築学

会等における研究会委員や学会誌編集委員、講習会講師等として専門家を派遣した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：
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要請に応えた専門家派遣が着実に行われていること、

国内支援委員会、所内支援委員会等を通じて、専門家派遣支援活動を積極的に実施したこと、

共同研究、海外プロジェクト研究を実施するとともに、外国人研究者受け入れを着実に行い、

国が行う科学技術に関する国際連携・協力・交流に積極的に協力したこと、

職員の海外安全対策を進めたこと、

国内の学会等に役員や委員として参加するなど積極的に貢献したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置

（中項目） ６ 専門分野を活かしたその他の社会貢献
第２-６

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 林業用種子の発芽鑑定等、行政、関係業界等から依頼される各種の
分析及び鑑定については、研究所の有する高い専門知識が必要とされ a 100 １
るものを実施する。

② 国、都道府県、大学、海外研究機関、民間等に対し、講師の派遣及
a 100 １

び研修生の受入れ等を行う。

③ 新品種等の利用を進めるため、都道府県等に対し、採種（穂）園の
造成・改良技術等について講習及び指導を行うとともに、講習及び指 a 100 １
導の内容及び実施体制の充実に努める。

④ 海外研修員等の受入れ及び専門家の派遣等の業務の充実を図るため、
支援先機関の多様化並びに多様な関係機関との連携及び協力による技 a 100 １
術指導や技術開発のためのネットワーク化に取り組む。

⑤ 要請に応じて木材・植物の標本を生産し、配布する。 a 100 １

⑥ 海外研究機関、国際機関、学会等への試験・研究等に関する専門家 a 100 １
の派遣等を行う。

（ 指標数：６ 、ウェイトの合計③：６ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
600

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 6

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（１）試験・研究及び林木育種事業

指 標 ① 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み（支出の削減についての具体

的方針及び実績等）

１. 評価単位に係わる業務の実績：達成状況：

経費の節減については、限られた資金の有効利用が重要課題であるという基本的な考え方によ

り、予算の現状、経費削減の取り組み事例、施設・設備の老朽化対策の促進等について、諸会議

を通じて理解を深め、その徹底に努めた。

経費（業務経費及び一般管理費）節減に係わる具体的取り組みとしては、

①電話回線をひかり電話化し、基本料金及び通話料を節減

②光熱水使用量を節減

照明器具の省エネ型への改修、空調機関係のインバータ化、エレベーター 2 基の省エネ型へ

の更新、本所の基本契約電力の引き下げ（3,300kW から 3,200kW に、さらに 3,135kW に下げた

ことにより、基本料を削減）、育種センター及び支所等電気料金の競争入札による電気料金の削

減、冷暖房温度のこまめな調整、本所の一部壁面緑化、トイレや廊下等の人感照明化、東北支

所及び北海道支所の研究本館における空調設備の個別運転方式への変更、本所の湯沸室やトイ

レ等の節水、等により、節減を実施した。

③事業用車に係る節減

車両の稼働率を見直し、事業用車 15 台の削減を図った。

（H18 年度 1 台・H19 年度 2 台・H20 年度 8 台・H21 年度 3 台・H22 年 1 台）

④旅費の見直しによる節減

日帰り出張の取り纏め支払いにより、振込手数料を節減した。

⑤事務機器類の見直しによる節減

会計システムサーバの見直しにより、サーバ削減及び保守費の節減を行うとともに、統合に

よる給与システムの一本化によって保守費を節減した。

⑥重複購読紙の見直しによる節減

官報、新聞、雑誌類の重複購読を見直し、事務費を節減した。

⑦情報収集のためのテレビ設置を見直し削減及びこれに伴う受信料の経費節減

⑧厚生施設の見直しによる節減

本所・北海道支所研修生用宿泊施設の廃止等により、経費を節減した。

以上の取組を行った結果、経費節減に大きく貢献した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

所有車の削減、エレベーターや照明灯の省エネ型への更新、事業用車の削減、契約電力の引き

下げ等による節減、事務機器類の見直し等により、確実な経費の節減を図っていること

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項
（１）試験・研究及び林木育種事業

第３-(１)-①

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取り組み（支出の削減につ a 100 １
いての具体的方針及び実績等）

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回る成果が得られた 分科会
ａ ：中期計画に対して取り組みは十分であった 評価区分
ｂ ： 〃 取り組みはやや不十分であった
ｃ ： 〃 取り組みは不十分であった
ｄ ： 〃 達成が大幅に遅れている ａ
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（１）試験・研究及び林木育種事業

指 標
② 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み（受託収入、競争的資金及

び自己収入の増加についての具体的方針及び実績等）

１．評価単位に係わる業務の実績：

外部資金獲得及び自己収入の確保を積極的に進め、農林水産省や環境省等の研究プロジェクト

をはじめ林野庁の事業等に積極的に応募し、競争的研究資金及び委託事業費の獲得を積極的に進

めた。その結果、中期目標期間中、農林水産省 25 課題、環境省 19 課題等から研究資金を確保し

た。また、文部科学省の科学研究費補助金については、中期目標期間中 179 課題（研究分担課題

及び延期課題を除く）が採択され、研究費の確保につながった。

自己収入の主なものは、入場料収入（多摩森林科学園）、依頼出張経費収入、鑑定・試験業務

収入である。また寄附金について寄附金等受入規程及び受入体制を整備し、3 件の寄附を受け入

れた。出版物の対価徴収を行い、「森林大百科事典」の著作権使用料を自己収入とした。

○ 外部資金の獲得状況の推移

年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

項目 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円）

政府受託等＊ 63 1,556 62 1,277 60 1,605 57 2,062 51 1,338

その他受託研究 23 169 49 502 47 341 52 450 56 389

助成研究 4 15 9 20 8 8 11 51 16 15

科学研究費補助金
79 199 96 246 95 233 96 250

114 308

による研究

研究開発補助金 2 362

合 計 169 1,939 216 2,045 210 2,188 216 2,813 238 2,412

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

:平成２２年度には林野庁からの補助金を含む。

＊ 政府受託等の内訳の推移

年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

件 金額 件 金額 件 金額 件 金額 件 金額

項目 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円） 数 （百万円）

林野庁* 16 454 19 463 22 733 17 1,124 13 434

農林水産技術会議 23 688 18 429 17 457 17 512 21 576

環境省 20 397 20 338 19 384 23 426 17 329

文部科学省 4 17 5 48 2 31 0 0 0 0

合計 63 1,556 62 1,277 60 1,605 57 2,062 51 1,338

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

*:平成２２年度には林野庁からの補助金を含む。
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○ 主な自己収入内訳の推移

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

金額 金額 金額 金額 金額

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

入場料収入 ２２ ２０ 1６ １７ １５

依頼出張経費収入 １３ １４ １８ ２０ ２４

鑑定・試験業務収入 ８ １０ ６ ６ １１

特許料収入 １ ０ ０ ***２ ***１

財産賃貸収入 １ ２ ２ ２ １

林木育種事業収入
＊＊

(１) １ １ １ １

合 計 ４５ ４７ ４２ ４７ ５４

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

**（ ）書きは旧林木育種センターについて表示している。

***特許料収入は著作権使用料を含む。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

農林水産省や環境省等の研究プロジェクトをはじめ林野庁の事業等に積極的に応募し、競争的

研究資金及び委託事業費を積極的に獲得したこと、

入場料収入等の自己収入を継続して確保したほか、寄附金等受入規程及び受入体制を整備し、

寄附の受け入れを行ったこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項
（１）試験・研究及び林木育種事業

第３-(１)-②

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

② 受託収入、競争的資金及び自己収入増加に係る取り組み（受託収入、競
a 100 １

争的資金及び自己収入の増加についての具体的方針及び実績等）

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回る成果が得られた 分科会
ａ ：中期計画に対して取り組みは十分であった 評価区分
ｂ ： 〃 取り組みはやや不十分であった
ｃ ： 〃 取り組みは不十分であった
ｄ ： 〃 達成が大幅に遅れている ａ
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目）第３ 財務内容の改善に関する事項

（１）試験・研究及び林木育種事業

指 標 ③ 法人運営における資金の配分状況（人件費、事業費、一般管理費等法人全体の資金

配分方針及び実績、関連する業務の状況、予算決定方式等）

１．評価単位に係わる業務の実績：

（資金の配分）

法人運営の資金配分については、研究に係る業務経費への重点的配分と林木育種事業の確実な

実施を念頭に取り組んだ。

一般管理費については、施設の保守等に必要な義務的経費を確保し、その他の経費を縮減する

方針を基本とし、項目毎に支出の必要性を精査した上で資金配分を行った。

業務経費のうち特別研究費として交付金をプロジェクト化し、中期目標達成に資する課題を効

率的に実施し、期間中 56 課題に予算を配分した。その他の一般研究費についても、研究成果や

評価結果等を考慮した予算を傾斜配分を実施し、業務の効率化につながる予算計画を実行した。

一般管理費については、施設の保守等に必要な義務的経費を確保し、その他の経費を縮減する

という基本的な考え方にたって、項目毎に支出の必要性を精査した上で資金配分を行った。

（人件費の削減に向けた取組状況や効果について）

人件費については、人事院勧告に準拠し、引き下げられた資金相当額については保留した。

（諸手当について）

当法人には、国と異なる諸手当はない。国の諸手当に改正があった場合には、俸給の特別調整

額の定率制から定額制への改正（平成 19 年度)及び自宅に係る住居手当の廃止（平成 21 年度）等

のように国に準拠し改正した。

（レクリエーション経費等の取扱について）

「独立行政法人のレクリエーション経費について」（平成 20 年 8 月 4 日行政管理局長通知）が

発出され、独立行政法人が公的主体と位置付けされていることや国からの財政支出を受けている

ことを踏まえ、当法人においても国の取扱いに準じ、平成 21 年度以降はレクリエーション経費の

支出はない。

（契約の適正化）

契約に関する規定で国と異なるものについては、速やかに見直しを行った。

また、法人運営における資金の効率的な執行に資するため、以下の委員会を設置するとともに、

その適切な運営を通じて契約の適正化を推進した。

１ 契約審査委員会

予定価格 1,000 万円を超える工事又は製造その他についての請負契約の場合において、落札者

となる相手では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又

は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認められる場合にその者を落札者としないことの適否を審査し、書面をもって意見

を提出する。

２ 入札監視委員会
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工事及び測量・建設コンサルタント等業務の契約を対象とし、入札及び契約手続きの運用状況

の適否について調査、審議を行う。委員の構成は、外部委員 3 名以上とし、公共工事に関する学

識経験等を有し、かつ、公正中立の立場を堅持できる者の中から選定する。

３ 指名競争参加者選定委員会

随意契約限度額を上回る競争入札対象契約のうち、一定の限度額以下であり指名競争入札(原

則 10 者以上)を行う契約について、当該業務運営上必要な事項を審査し、同入札への参加者を選

定する。

４ 随意契約審査委員会

下記理由により随意契約によることが出来る限度額を超えて随意契約を行おうとする際に、そ

の適否について審査する。

(１) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合

(２) 緊急の必要により競争に付すことが出来ない場合

(３) 競争に付すことが不利と認められる場合

５ 契約監視委員会

競争性のない随意契約の徹底した見直しを行うとともに、一般競争入札（競争入札、企画競争

及び公募をいう）に係る競争性の確保について点検、見直しを行う。委員は、当所監事１名及び

公正中立の立場を堅持できる外部者の中から 2 名を選定し主務大臣の承認を得る。

６ 入札審査委員会

契約の適正化、透明性を図るため、入札の方法及び仕様書について審査を行う。

（保有資産の管理・運用・見直し）

実物資産については、資産の利用度等のほか、有効利用可能性の多寡といった観点に沿って、

その保有の必要性の検証や施設整備及び土地の利用計画について施設整備・管理委員会で、また、

資産利用状況等調査を勘案した減損兆候の有無の判断を減損審査委員会等において、それぞれ行

っている。また、民間等からの借り上げ物件については、大半が試験及び研究の目的達成のため

の試験研究調査用フィールド等として使用しているものであるが、契約時にその必要性等を適切

に判断し、借り上げを行っているところである。

委員会等における上記検討結果を踏まえ、次の 12 資産を除却処分とした。

（１）北海道支所宿泊施設（平成 20 年度）

（２）本所高萩実験林共同実験室（平成 20 年度）

（３）本所車両浸水試験路（平成 21 年度）

（４）東北支所野兎生態飼育室（平成 21 年度）

（５）東北支所野鼠生態飼育室（平成 21 年度）

（６）九州支所物置（平成 21 年度）

（７）東北育種場虫害抵抗性検査準備室（平成 21 年度）

（８）関西育種場四国増殖保存園検定網室（A・B）（平成 21 年度）

（９）本所木材特殊附属上家（平成 22 年度）

（10）九州支所鹿北森林水文試験地タワー（平成 22 年度）

（11）東北育種場人工交雑温室（平成 22 年度）

（12）関西育種場山陰増殖保存園スギカミキリ網室（平成 22 年度）

これら資産の減損処理を行ったものの「中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことに

よって生じたもの」には該当せず、減損の要因がいずれも法人の業務運営に支障を及ぼすもので

はない（中期計画の想定の範囲内）ことから、会計処理は費用を計上せず損益外処理とした。

土地については、処分すべき箇所はなかったが、今後も保有資産について点検、見直しを行う

こととしている。
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独立行政法人森林総合研究所

資産（土地）の保有状況（平成23年3月31日現在）

建物敷（ha） 実験林等（ha） 合計（ha）

３６．５ ７７２．９ ８０９．４

実験林等とは、試験施設、樹木園、苗畑、原種苗畑、交配園、原種園、その他等を含む。

なお、多摩森林科学園の公開に当たっては、管理業務を外部委託することにより積極的に効率

化を図った。

（実施許諾に至っていない特許権等に関する見直しについて）

知的所有権の積極的な取得及び取得後の効率的な維持管理と利用促進に努めるため、本中期計

画期間中に「知的財産ポリシー」（平成 19 年 1 月策定）を定め、以下の取り組みを行った。

・知的所有権の効率的な維持管理を図るため、権利化された特許について、本中期計画期間中

において 34 件の見直しを行い、実施許諾等の可能性の少ない特許 16 件を放棄した。

・取得した特許の利用促進、企業への技術移転を図るため、所のウェブサイトをはじめ、茨城

県中小企業振興公社、農林水産省認定 TLO 等の外部機関のウェブサイトに「特許情報」を掲

載して情報提供するとともに、共同研究の実施など産学官連携を目指す「オープン・ラボ」

を開催するなど企業への技術移転に積極的な取り組みを行った。

(内部統制について)

当研究所では、理事会はもとより、研究運営会議等重要会議には理事長及び理事が出席し、所

としての意志決定を行い、必要な指示を行っている。その際、コンプライアンス委員会や入札監

視委員会等の議事内容についても報告し、課題解決に確実につなげる努力をしている。また、監

事に業務執行情報を的確に伝えるとともに、監事からの意見には迅速に対応している。

さらに、PDCA サイクルを活かした業務改善を積極的に推進する観点で、それまでの業務運営

システム運用規程を改正し、研究所の業務に係るリスクの識別、評価、対応計画の策定と取り組

みの推進等を進め、次年度目標の策定等に反映させるサイクルを確立し、取り組みを進めた。

（関連公益法人等に対する業務委託等の妥当性について）

（財）林業科学技術振興所及び（社）林木育種協会が関連公益法人に該当するが、林木育種事

業に係る委託業務については、受託可能性のある者に広く事業の説明を行い、参入を促したこと

により、幅広い分野からの応札があり、平成 22 年度から林木育種協会は応札しておらず、全て関

連公益法人以外の者が落札した。また、試験研究業務に係る委託については、引き続き一般競争

入札とする中で仕様書の見直し及び公告公示の方法、期間等を工夫し、より多くの参加者を得ら

れるよう努め、結果、応札数が増加して競争性は高まったが、一部の業務について当該法人の落

札するところとなった。なお、林業科学技術振興所は平成 23 年 3 月 31 日をもって解散した。

（利益剰余金の妥当性等、業務運営の適切性について）

利益剰余金となる目的積立金については、発生していない。

（確実な業務遂行）

業務遂行に関連して、公表資料の一部で後に誤謬が明らかになったことから、その原因を解明

し、公表資料作成に当たってはダブルチェックをかけるなど資料作成過程の見直しを図るととも

に、コンプライアンスの徹底を図り、再発防止を徹底させた。

このほか、「平成 22 年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 23 年 4 月 26 日 政策評価

・独立行政法人評価委員会）の関連事項に対する対応状況を別添資料に示した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：
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保有資産の見直しを行って 12 資産を除却処分としたこと、

研究課題の評価結果等を考慮し、研究資源の効率的運用を図ったこと、

実施許諾に至っていない特許権等について、知的所有権の効率的な維持管理の観点で見直しを

行い、本中期計画期間中に 16 件を放棄したこと、

マネジメントの強化に努めたほか、PDCA サイクルを活かした業務改善を積極的に推進する観

点で、研究所の業務に係るリスクの識別、評価、対応計画の策定と取り組みの推進等内部統制を

強化したこと、

関連公益法人との間の業務委託について、見直しを積極的に進めたこと、

契約審査委員会等を設置し、契約の適正化を図り、法人運営における資金の効率的な執行に努

めたこと、

また、公表資料作成に当たってはダブルチェックをかけるなど、業務処理体制の見直しを図る

とともに、コンプライアンスを確立し、再発防止を徹底したこと、

などから「ａ」と評定した。

別添資料

独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点（平成22年度業務実績評価の具体的取組について）に

対する対応状況

「１ 政府方針等」について

●当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、当該年度において取り組むこととされている

事項についての評価が、的確に行われているか。

対応

「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」（平成 22 年 11 月 26 日）にお

いては、平成 22 年度において取り組むこととされた事項はないので、ここでは特段の記載は行わな

い。

但し、「平成 21 年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果につい

ての意見について」（平成 22 年 12 月 22 日）において改善すべきとされた事項については、保有資産

の見直しと内部統制の充実・強化の 2 点があるので、後段にて対応状況を示す。

●法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項等を踏まえた評価が行われて

いるか。

会計検査院による「平成 21 年度決算検査報告」（平成 22 年 11 月 5 日内閣送付）において、特定検

査対象に関する検査状況として、「独立行政法人及び国立大学法人における会計監査人の監査の状況

について」の報告があげられている。

平成 16 年度～ 20 年度を対象に独立行政法人及び国立大学法人の全 165 法人について、会計監査人

が行う監査の状況に関し、目的等に照らして成果を挙げているか、問題点又は改善すべき点がないか

等の観点で検査が行われた。この中で、独立行政法人等、関係省庁等又は監事においては、今回会計

検査院が行った検査の状況を踏まえ、次の点に留意することが必要であるとされ、当所は次の 3 点が

該当している。

・会計監査人の選定に当たり、審査項目を定めて選定しているが、「独立行政法人会計基準等の策定

に関与した実績」を当該審査項目に加えていた。

・会計監査契約で、財務諸表の提出期限と監査報告書の提出期限を明記しているが、前者から後者ま

での期間が４週間未満と短期間になっていた。

・会計監査人に財務諸表を提出する際にしかるべき機関決定を行っていなかった。
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対応

最初の 2 つについては検査対象年度は指摘のとおりで、平成 21 年度決算（平成 22 年度の業務運営

時点）において改善済みである。また、3 点目の留意点については、平成 22 年度決算（平成 23 年度

の業務運営時点）において改善済みである。

「２ 財務状況」について

●利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から実施される

ことが必要な業務を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益となっていないかについて評価

が行われているか。

対応等

利益剰余金は、受託研究等で取得した資産の残存簿価相当額が過半を占めている。農林水産大臣の

承認を受けた金額（左記の残存簿価相当額がほとんどである。）以外の金額については、第 2 期中期

目標期間終了時に国庫納付している。

「３ 保有資産の管理・運用等」について

平成 21 年度業務実績評価における指摘事項のフォローアップに際して、法人における以下の取組に

ついての適切性についての評価に、特に留意する。（平成22年度業務実績評価の具体的取組について）

● 二次評価意見の中で明らかにした利用率が低調な施設等について、勧告の方向性（平成 22 年 11
月 26 日関係府省あて通知）又は「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7
日閣議決定）で示された廃止、国庫納付、共用化等の方針に沿った法人における取組

対応（中期目標期間評価シート（共通評価単位用）3－1－③「法人運営における資金の配分状況」）

実物資産については、資産の利用度等のほか、有効利用可能性の多寡といった観点に沿って、その

保有の必要性の検証や施設整備及び土地の利用計画について施設整備・管理委員会で、また、資産利

用状況等調査を勘案した減損兆候の有無の判断を減損審査委員会等でそれぞれ行っている。また、民

間等からの借上物件については、大半が試験及び研究の目的の達成のための試験研究調査用フィール

ド等として使用しているものであるが、契約時にその必要性等を適切に判断し、借上を行っていると

ころである。

委員会等における上記検討結果を踏まえ、以下の 12 資産を除却処分とした。

（１）北海道支所宿泊施設（平成 20 年度）

（２）本所高萩実験林共同実験室（平成 20 年度）

（３）本所車両浸水試験路（平成 21 年度）

（４）東北支所野兎生態飼育室（平成 21 年度）

（５）東北支所野鼠生態飼育室（平成 21 年度）

（６）九州支所物置（平成 21 年度）

（７）東北育種場虫害抵抗性検査準備室（平成 21 年度）

（８）関西育種場四国増殖保存園検定網室（A・B）（平成 21 年度）

（９）本所木材特殊附属上家（平成 22 年度）

（10）九州支所鹿北森林水文試験地タワー（平成 22 年度）

（11）東北育種場人工交雑温室（平成 22 年度）

（12）関西育種場山陰増殖保存園スギカミキリ網室（平成 22 年度）

これら資産の減損処理を行ったが、「中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことによって
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生じたもの」には該当せず、減損の要因がいずれも法人の業務運営に支障を及ぼすものではない（中

期計画の想定の範囲内）ことから、会計処理は費用を計上せず損益外処理とした。

土地については、処分すべき箇所はなかったが、今後も保有資産について点検、見直しを行うこと

としている。

● 実施許諾に至っていない特許権等に関する見直し状況が必ずしも明らかでない法人について、特

許等の保有の必要性についての検討状況や、検討の結果、知的財産の整理等を行うことになった場合

の取組状況や進捗状況等を踏まえた法人における特許権等に関する見直し

対応（中期目標期間評価シート（評価単位用）2－5「成果の公表及び普及の促進」）

権利取得後の知的所有権について、効率的な維持管理を図るため、平成 18 年 2 月に策定した「森

林総合研究所が権利を有する特許権等の維持見直しについて」の方針に基づき、毎年 1 回、権利維持

の必要性等の見直しを行い、本中期目標期間中において 34 件の見直しを行い、実施許諾の可能性の

少ない特許 16 件の放棄を決定した。

●その他「平成 22 年度業務実績評価の具体的取組について」に記載のない項目

（実物資産）

アウトソーシング等による管理業務の効率化及び利用拡大等による自己収入の向上に係る取組

対応（中期目標期間評価シート（共通評価単位用）3－1－③「法人運営における資金の配分状況」）

多摩森林科学園の公開に当たっては、管理業務を外部委託することにより、積極的に効率化を図っ

た。

（知的財産等）

特許権等の知的財産について、出願・活用の実績及びそれに向けた次の取組

ⅰ）出願に関する方針の策定

ⅱ）出願の是非を審査する体制の整備

ⅲ）知的財産の活用に関する方針の策定・組織的な活動

ⅳ）知的財産の活用目標の設定

ⅴ）知的財産の活用・管理のための組織体制の整備等

対応（中期目標期間評価シート（評価単位用）2－5「成果の公表及び普及の促進」）

特許等の知的財産の取り扱いのうち、発明等の取り扱いについては「職務発明規程」、また実施許

諾については「知的財産権実施規程」を定めて、職務発明委員会によって出願審査等を行っている。

また、知的所有権の積極的な取得及び取得後の効率的な維持管理と利用促進に努めるため、本中期計

画期間中に「知的財産ポリシー」（平成 19 年 1 月策定）の基本方針を定め、以下の事項を実施した。

・本中期計画期間中の出願総件数は、99 件（国内 77 件、国外 22 件）、年平均 19.8 件となり、目標

年 8 件以上を達成した。また、登録総件数は 47 件（国内 38 件、国外 9 件）であった。

・知的所有権の効率的な維持管理を図るため、権利化された特許について、本中期計画期間中にお

いて 34 件の見直しを行い、実施許諾等の可能性の少ない特許 16 件の放棄を決定した。

・取得した特許の利用促進、企業への技術移転を図るため、所のウェブサイトをはじめ、茨城県中

小企業振興公社、農林水産省認定 TLO 等の外部機関のウェブサイトに「特許情報」を掲載して

情報を提供するとともに、平成 22 年度には、研究成果や研究リソースを企業経営者や技術者等

に紹介し、共同研究の実施など産学官連携を目指す「オープンラボ」を開催し、また、通年的に

「産学官連携推進会議」、「アグリビジネス創出フェア」、「いばらき産業大県フェア」、「つくば

テクノロジー・ショーケース」等のイベントに出展し、企業への技術移転に積極的な取り組みを
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行った。

「４ 人件費管理」について

対応

（諸手当について）

当法人には、国と異なる諸手当はない。

（法定外福利費について：レクリエーション経費の取扱）

「独立行政法人のレクリエーション経費について」（平成 20 年 8 月 4 日行政管理局長通知）が発

出され、独立行政法人が公的主体と位置付けされていることや国からの財政支出を受けていること

を踏まえ、当法人においても国の取扱いに準じ、平成 21 年度以降はレクリエーション経費の支出

はない。

（中期目標期間評価シート（共通評価単位用）3－1－③「法人運営における資金の配分状況」）

（法定外福利費について：レクリエーション経費以外の福利厚生費）

当法人におけるレクリエーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費）は、法令等に基づく職

員定期健康診断等経費、労働安全の確保のための救急薬品の常備、蜂毒アレルギー用自動注射器の

交付に係る経費などであり、全体として国の取り扱いと異なる支出はない。職員の安全確保、心身

の健康保持のため真に必要なものではあるが、国民の信頼確保の観点から経費の効率的な執行に更

に努めていく。

森林整備農地センターにおいて、職員の資格取得に係る助成については業務の円滑な遂行に資す

るものに限定するとともに、永年勤続表彰のあり方については国に準じた取扱いに見直した。

なお、当法人においては、職員に対する福利厚生事業等を実施する互助組織は、該当なし。

「５ 契約」について

対応

（契約に係る規程の適正化）

平成 20 年度に政策評価・独立行政法人評価委員会から指摘があった、

・複数年契約に関する規定を会計規程等において明確に定めていない。

・総合評価方式、公募を実施する場合、要領・マニュアルを整備していない。

との 2 点について平成 21 年度において複数年契約の規定を制定すると共に、総合評価落札方式取

扱要領、公募型企画競争取扱要領、総合評価落札方式マニュアルの整備を行った。

また、平成 21 年度に開催された契約監視委員会等における随意契約の点検、見直しにおいて、

国と異なる独法独自の随意契約規定について廃止するよう指摘があり、平成 22 年 3 月 31 日をもっ

て独自の項目削除を行い国と同様の規定とした。

（平成21年度評価シート（評価単位用）1－3の（3）組織等の（契約に係る規程の適正化））

（契約監視委員会の設置）

総務省行政管理局からの事務連絡（平成 21 年 11 月 17 日）に基づき、競争性のない随意契約の

徹底した見直しと、一般競争入札等の競争性確保を図るため、平成 21 年 11 月 30 日、「森林総合研究

所契約監視委員会設置運営要領」を制定し、主務大臣が承認した監事及び外部有識者で構成された委

員会を設置した。

平成 22 年 2 月 17 日に委員会を開催し、随意契約、一般競争入札のうち、一者応札・応募となった

契約について点検、見直しを行った。委員からは、一者応札・応募となった契約の経緯等を調査し、
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その結果を一者応札の回避に役立てること、より多くの業者が入札公告を見られるよう掲示場所等を

検討すること等の指摘を受けた。その結果を踏まえて、主務大臣による点検と見直しが行われ、当所

独自並びに農林省所管他独法共通の指摘があった。

委員会における点検結果及びこの指摘を踏まえ、平成 22 年 5 月に「随意契約見直し計画」及び「一

者応札、一者応募に係る改善方策について」を策定し、随意契約については、国と異なる独自の規定

を廃止し、国と同様の規定とすると共に、内容を更に見直し、高圧電力契約の一般競争への速やかな

移行等を図った。一者応札・応募については、応札できなかった者へのアンケートを実施し、要因の

分析を行うとともに、平成 22 年 5 月に内部委員による「入札審査委員会」を設置し、仕様書の更な

る見直し、公告期間の十分な確保、応札者・応募者への周知方法等について検討し、入札方法、入札

公告期間、入札掲示箇所、入札参加資格、入札広告内容のそれぞれの項目について適正審査を実施し

た。さらに、この結果を踏まえ、平成 22 年度での改善状況等について、平成 23 年度において契約監

視委員会を開催し審査を受けることとした。

（中期目標期間評価シート（評価単位用）1－3の（3）組織等）

「６ 内部統制」について

２－１ 平成 21 年度業務実績評価における指摘事項のフォローアップに際して、法人における以下の

取組についての評価に、特に留意する。また、その評価に当たっては、各法人は、二次評価意見への

対応・取組を業務実績報告書等で明らかにし、府省評価委員会はこれを基に評価を行い、府省評価委

員会としての見解を明らかにしているかに留意する。（平成22年度業務実績評価の具体的取組につい

て）

● 法人の長は、組織にとって重要な情報等について適時的確に把握するとともに法人のミッション

等を役職員に周知徹底しているか。

対応

当研究所では、年 3 回開催している研究所会議、毎月開催する理事会、隔週で開催する研究運営会

議に理事長及び理事が出席し、業務運営等に関する情報を入手して意志決定を行っている。研究に関

しては、年 1 回開催する研究推進評価会議及び隔週で行う研究戦略会議、また、育種事業に関しては、

年 1 回の育種調整会議及び隔月の育種運営会議に出席し同様に意志決定を行っている。さらに、理事

長及び理事からのメッセージを職員全体に随時発信できる電子メールシステムを構築するなどして職

員との双方向コミュニケーションを確保する取り組みも行っている。

当研究所のミッションについては、日本語版及び英語版でミッションステートメントを策定し、印

刷物の配布や電子掲示板への掲載を行って職員に周知している。また、中期計画及び年度計画につい

ては連絡調整会議等を通じて職員に周知することとし、研究課題計画については研究推進会議及び業

務報告会等を通じて行うこととしている。また、これらの情報は、所内の電子掲示板で常時入手でき

るシステムとしている。

● 法人のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の洗い出しを行い、組織全体とし

て取組むべき重要なリスクの把握・対応を行っているか。その際、目標・計画の未達成項目（業務）

についての未達成要因の把握・分析・対応等に着目しているか。

対応（中期目標期間評価シート（評価単位用）1－3の（3）組織等及び1－2「効率的・効果的な評価の実

施及び活用」）

コンプライアンス委員会や入札監視委員会等の議事内容について、それらの研究運営会議等への報

告を通じて理事長及び理事が詳細を把握できるシステムとしており、これらの情報を得て問題がある

と認めた場合には、直ちに同会議等を通じて課題解決に向けた指示を発することとしている。

また、法令遵守に関してコンプライアンス委員会、また、契約事務適正化に関しては外部委員から
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なる契約監視委員会及び入札監視委員会等を設置して、問題点を把握して解決策を講じている。また、

監事監査を通して業務監査が行われ監事の意見に対する措置を講じている。

業務運営に関しては、PDCA サイクルの運用で常に改善を図ることとしている。このため、22 年 10
月 22 日に業務運営システム運用規程を改正し、研究所の業務に係るリスクの識別、評価、対応計画

の策定と取り組みの推進等を進め、次年度目標の策定等に反映させるサイクルを確立した。初年度で

ある 22 年度は、研究所として優先して対応すべきリスクとして、人材の確保、効果的な研修、事務

業務の改善の 3 点を選定し、これらのリスクに対して取り組むべき具体的な対応計画を策定したうえ

で、年度内の実施状況を点検した。点検結果については 23 年 3 月 10 日の研究所会議で報告して職員

に周知し、さらに 23 年度も引き続きリスク対応計画の取り組みを実施することとした。

２－２ 内部統制の充実・強化に向けた、府省評価委員会及び法人における積極的な取組について注

視する。（平成22年度業務実績評価の具体的取組について）

対応（中期目標期間評価シート（評価単位用）1－2「効率的・効果的な評価の実施及び活用」及び1－3「資

源の効率的利用及び充実・高度化」）

平成 22 年 10 月 22 日に業務運営システム運用規程を改正し、研究所の業務に係るリスクの識別、

評価、対応計画の策定と取り組みの推進等を進め、次年度目標の策定等に反映させるサイクルを確立

した。平成 23 年 2 月 25 日には、外部有識者を含めた本所コンプライアンス推進委員会を開催し、平

成 22 年度活動計画の点検を実施すると共に推進状況にかかる点検及び評価について検証を行った。

「７ 関連法人」について

対応（中期目標期間評価シート（共通評価単位用）3－1－③「法人運営における資金の配分状況」）

関連公益法人として林木育種協会及び林業科学技術振興所が該当する。このうち林木育種事業に

係る委託業務については、平成 21 年度中に受託可能性のある者に広く事業の説明を行い、参入を

促し、平成 22 年度分からは幅広い分野からの応札があり、全て関連公益法人以外の者が落札した。

なお、林木育種協会は平成 22 年度分から、林業科学技術振興所は平成 23 年度から応札していない。

また、試験研究業務に係る委託については、引き続き一般競争入札とする中で、仕様書の見直し及

び公告公示の方法、期間等に工夫をし、より多くの参加者を得られるように継続して努力し、結果、

応札数が増加して競争性は高まったが、一部の業務については当該法人の落札するところとなった。

なお、林業科学技術振興所は平成 23 年 3 月 31 日をもって解散した。

「９ 業務改善のための役職員のイニシアティブ等についての評価」について

● 「法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を図る取り組みを促すアプローチ」を注

視する。

● 「法人における職員の積極的な貢献を促すための取り組み（例えば、法人の姿勢やミッションを

職員に徹底する取り組みや能力開発のための取り組み）を促すアプローチ」を注視する。

（以上、「平成 21 年度業務実績評価の具体的取り組み」より）

対応

平成 21 年 2 ～ 3 月に実施した研究ニーズに関するアンケート調査について結果報告をとりまと

めて研究所ホームページに公表したほか、次期中期目標期間に向けた研究課題の検討に活用してい

くこととした。

（平成21年度評価シート（評価単位用）1－2の（国民のニーズの把握））

国民ニーズの把握については、本所情報科等において、電話等により寄せられた外部からの質問

や要望事項についてデータベース化して整理している。
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（平成22年度評価シート（評価単位用）1－2の（国民のニーズの把握））

職員の積極的な貢献を促すため、優れた技術開発、研究業績、社会貢献、業務遂行などを対象と

して理事長賞を授与し、研究職員については業績評価の内部貢献で評価がランクアップする制度を

適応している。

職員の能力開発のための取り組みとして、研究職員の留学等及び研修等を実施している。また、

海外留学については、外国機関及び(独)日本学術振興会費保証による研究員派遣及び在外研究員制

度等を活用し、9 名の若手研究員を海外研究機関へ派遣している。

各種研修や講習については、農林水産省、林野庁、人事院等が主催する初任、中堅、管理職など

を対象とする各種研修や農林水産技術会議が主催する技術講習やセミナーに職員を積極的に参加さ

せた。所内においては初任研修や中堅研究職員研修、語学研修等を実施した。これにより研究職員

の資質向上や能力の啓発を図った。また、本所における講演会等は本所・支所・林木育種センター

・育種場を繋ぐ TV 会議システムを利用し、広く情報の共有と研修効果の波及に努めた。

研究職員の学位取得を促し、学位取得者は平成 18 年度 296 名から平成 22 年度 349 名（研究職員

の 75.5 ％）となった。学会賞受賞者等は資質の向上を称えホームページで公表しモチベーション

を高めた。

女性研究者支援への取り組みとして、平成 19 年度から文部科学省科学技術振興調整費により女

性研究者支援モデル育成事業を開始した。具体的には、一時預かり保育室設置、研究用 PC 貸与お

よび研究補助員雇用費支援などの育児・介護サポート体制整備、テレビ会議及び Web ミーティン

グシステム導入による出張負担軽減、セミナー等による男女共同参画意識の啓発等を行った。平成

21 年には当事業に採択されていた産業技術総合研究所や筑波大学等、つくば市の 6 研究教育機関

が共同でシンポジウムを開催し、6 研究機関男女共同参画宣言を公表した。平成 22 年には森林総

研男女共同参画宣言を発表した。モデル育成事業終了後も、男女共同参画の取り組みを継続して実

施している。

（中期目標期間評価シート（評価単位用）1－3の（4）職員の資質向上）
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項
（１）試験・研究及び林木育種事業

第３-(１)-③

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

③ 法人運営における資金の配分状況（人件費、事業費、一般管理費等法人 a 100 １
全体の資金配分方針及び実績、関連する業務の状況、予算決定方式等）

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回る成果が得られた 分科会
ａ ：効果的な資金の配分は十分であった 評価区分
ｂ ： 〃 やや不十分であった
ｃ ： 〃 不十分であった
ｄ ：中期計画に対して達成が大幅に遅れている ａ

独立行政法人森林総合研究所
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項

（２）水源林造成事業等

指 標
① 長期借入金等の着実な償還（コスト縮減、資金の有効活用等適切な業務運営を行い

つつ、長期借入金等を確実に償還するための取組）

１．中期目標：

コスト縮減、資金の有効活用等適切な業務運営を行いつつ、長期借入金等を確実に償還する。

２．中期計画

コスト縮減、資金の有効活用等適切な業務運営を行いつつ、長期借入金等を確実に償還する。

３．中期目標の達成状況：

一般管理費、人件費等業務運営に係る経費の抑制を図りつつ、長期借入金等の償還原資であ

る負担金等を確実に徴収するため、関係道府県及び受益者と連絡を密にした結果、関係道府県

及び受益者から、負担金等を全額徴収することができた。

これらの取組の結果、長期借入金等を着実に償還できた。

第２期中期目標期間（平成20～22年度）

【長期借入金償還実績】 （単位：百万円） 【債券支払利息実績】(単位：百万円)

勘 定 元 金 支払利息 計 支払利息

水源林勘定 43,483 14,191 57,674 984

特定地域整備等勘定 45,469 10,289 55,758 933

特定地域等整備経理 31,561 5,915 37,476 636

林道経理 13,908 4,375 18,283 297

計 88,952 24,480 113,432 1,916

参考《負担金等徴収実績》 （単位：百万円）

勘 定 負担金 賦課金 貸付回収金 計

特定地域整備等勘定 58,377 5,264 174 63,815

特定地域等整備経理 43,600 35 101 43,736

林道経理 14,777 5,229 74 20,080

注：１ 債券の元金償還は１０年満期一括であり、平成20年度、平成21年度及び平成22年度は償還日未到来。

２ 負担金等徴収実績の「貸付回収金」は、NTT・A資金に係るもの。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

中期目標期間中、業務運営に係る経費の抑制を図りつつ、関係道府県及び受益者と連絡を密に

し、負担金等の完全な徴収の実施により長期借入金等を確実に償還できたことから「ａ」と評定

した。
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項

（２）水源林造成事業等

第３-(２)-①

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 長期借入金等の着実な償還（コスト縮減、資金の有効活用等適切な a 100 1
業務運営を行いつつ、長期借入金等を確実に償還するための取組）

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回る成果が得られた 分科会
ａ ：中期計画に対して取り組みは十分であった 評価区分
ｂ ： 〃 取り組みはやや不十分であった
ｃ ： 〃 取り組みは不十分であった
ｄ ： 〃 達成が大幅に遅れている ａ

独立行政法人森林総合研究所

222



中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項

（２）水源林造成事業等

指 標
② 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守（地方組織の廃止を含めた業務体

制の整備、電子入札導入等の業務の効率化を進め、適正な運営を行うための取組）

１．中期目標：

経費節減目標を踏まえた、中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

２．中期計画

経費節減目標を踏まえた、中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

３．中期目標の達成状況：

一般管理費、人件費、事業費の削減目標を踏まえた中期計画を策定するとともに、「森林総合研

究所コスト構造改善プログラム」に基づくコスト縮減に努め、効率的に事業を実施した。

また、法定外福利費に係る予算の適正な執行に関し、職員の資格取得に係る助成については業

務の円滑な遂行に資するものに限定するとともに、永年勤続表彰の取扱いについては国に準じた

取扱いに見直した。

さらに、事業の縮小により、入居戸数が過半数を下回っている岩泉惣畑 67（岩手県下閉伊郡岩

泉町岩泉字惣畑 67-1）の借り上げ宿舎について、契約内容を見直すなど経費の効率化を図った。

（経費の抑制）

一般管理費については、本部事務所の１フロアー化による経費の削減、複写機契約の見直しな

どによる賃借料の削減等を図った。

人件費については、森林農地整備センターの実施している事業の縮小・廃止に伴い、職員数の

削減に前倒しで取り組むとともに、旧機構から承継した職員について給与水準の引き下げを図っ

た。

事業費については、「森林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プログラム」を策

定しこれに基づくコスト縮減を図りつつ、効率的に事業を実施した。

（電子入札の導入等）

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業における建設工事、測量・建設コンサルタン

ト等業務に係る入札事務については、平成 20 年度から全て電子入札により実施し、既設道移管

円滑化事業においては、平成 20 年度中に試行的に電子入札を実施することとしていたが、特定

中山間保全整備事業等での実施状況を踏まえ、予定を前倒しして平成 20 年 9 月から本格的に実

施した。

また、「森林総合研究所森林農地整備センター入札監視委員会」から「１者入札が増える傾向

から、センターとして１者入札の分析をしてはどうか」と提案があり、調査分析の結果を踏まえ

登録業者の本支店等の地域要件の緩和、同種工事の実績要件の緩和などの改善策を実施したこと

に加え、平成 22 年度においては、新たに RSS システムを導入し、入札・契約の適正化及び入札

参加要件の緩和などを図る取組を行った。

このほか、「平成 22 年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 23 年 4 月 26 日 政策評価

・独立行政法人評価委員会）の関連事項に対する対応状況を別添資料に示した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

上記実施結果のとおり、業務の効率化を進め、予算の適正な執行を図ったこと
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から「ａ」と評定した。

別添資料

独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点（平成22年度業務実績評価の具体的取組について）に

対する対応状況（森林農地整備センター特記事項

「１ 政府方針等」について

●当委員会が主務大臣に通知した勧告の方向性のうち、当該年度において取り組むこととされている

事項についての評価が、的確に行われているか。

対応

各関係評価単位において記載している。

「２ 財務状況」について

●利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から実施される

ことが必要な業務を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益となっていないかについて評価

が行われているか。

対応等

水源林勘定における利益剰余金は、造林木の販売等に伴う収益であり、次期中期目標期間中におけ

る借入金利息及び債券利息に充当するために必要な資金として、全額について農林水産大臣の承認を

受け、繰り越すこととしている。

また、特定地域整備等勘定における利益剰余金は、借入金及び債券の支払い利息と負担金等の徴収

利息との制度差による利差益が主であり、次期中期目標期間中における負担金等の徴収に要する費用

及び長期借入金若しくは債券の償還に要する経費に充当するために必要な資金として、農林水産大臣

の承認を受けた金額について繰り越すこととし、当該金額以外の金額を第２期中期目標期間終了時に

国庫納付している。

「３ 保有資産の管理・運用等」について

平成 21 年度業務実績評価における指摘事項のフォローアップに際して、法人における以下の取組

についての適切性についての評価に、特に留意する。（平成22年度業務実績評価の具体的取組につい

て）

●二次評価意見の中で明らかにした利用率が低調な施設等について、勧告の方向性（平成 22 年 11 月

26 日関係府省あて通知）又は「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7
日閣議決定）で示された廃止、国庫納付、共用化等の方針に沿った法人における取組

対応

森林農地整備センターが保有している実物資産は、事務所、職員宿舎、倉庫がある。

① 事務所については、奈良水源林整備事務所 1 箇所であるが、当該事務所は奈良県内における水

源林造成事業の拠点で、老朽化しているものの維持管理も適切に行われ当面使用に耐えられるも

のであり、民間の貸事務所を賃借するよりも費用対効果面から有利であることから、今後におい

独立行政法人森林総合研究所
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ても有効活用を図ることとしている。なお、他の地域においては事務所を保有していないため民

間の貸事務所を適切な規模及び価格で賃借しているところであるが、事業を行う上で必要不可欠

のものである。

② 職員宿舎については、当センターが実施している事業は業務量や実施区域の変動があるなど、

全ての宿舎を保有宿舎とすることは合理的でないことから、その大宗は民間の賃貸物件を賃借し

ているところ（304 戸）であり、その選定にあたっては、国の基準に準じて規則を設け貸与基準

（標準世帯(夫婦、子供 2 人)の場合は 60 ㎡程度等）を定め、総務省統計局が全国主要都市毎に

取りまとめる「小売物価資料編 民間家賃」の 1 カ月 3.3 ㎡当たりの単価を参考にして、家賃が

低廉な物件を優先的に借り上げているところである。

なお、保有宿舎は 16 件であるが、今後の組織再編に伴う業務の承継や事業の縮小に伴い、そ

の取扱いや処分について引き続き検討していくこととしている。

また、入居見込みや借上げ戸数の減の可能性等を把握したうえで経費の効率化を図っており、

入居戸数が過半数を下回っているとの指摘のあった岩泉惣畑 67（岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字

惣畑 67-1）宿舎について、契約内容を見直すなど経費の効率化を図った。

③ 倉庫については福島市のいずみ倉庫 1 箇所を保有し、民間倉庫を賃借するよりも現倉庫を利用

する方が経費節約の観点から有利であるとして、平成 22 年度も引き続き有効活用を図ったが、

新たな中期目標期間が開始される平成 23 年度以降は、国への返納措置又は売却を検討すること

としている。なお、センター本部にあっては、事務室内の文書等の保管スペ－スが不足している

ことから、民間の外部倉庫を適切な規模及び価格で借り上げを行い、保存が必要な文書を保管し、

業務上随時活用するとともに、情報公開請求への迅速な対応などに努めているところである。

なお、独立行政法人整理合理化計画の策定時において緑資源機構の廃止が予定されていたことか

ら、当時緑資源機構が保有していた全ての固定資産について処分等が計画され、その後の処分等の

取組状況については以下のとおり。

平成22年度森林総合研究所
整理合理化計画 (森林農地整備センター)の対応

Ⅰ 各独立行政法人の事務・事業及び組織等に

ついて構ずべき措置

２ 各独立行政法人について構ずべき措置

(3) 運営の効率化及び自立化

【保有資産の見直し】

廃止法の施行により、緑資源機構が保有する

資産は、国に承継する資産を除き、研究所に承

継された。

・ 奈良水源林整備事務所は、現在の場所に ・ 奈良水源林整備事務所は、今後の組織再

立地する必要性等、建物の老朽化をも考慮し 編に伴う業務の承継と併せ、その取扱いを検

つつ検討する。 討中である。

・ 宮ノ森分室は、平成20年度内に売却する。 ・ 宮ノ森分室は、平成20年４月に国に承継し

た。

・ 宿舎のうち、成城のほか５件については、現 ・ 宿舎（成城ほか５件）については、今後の

在の場所に保有する利便性、必要性等も含め 組織再編に伴う業務の承継と併せ、その取扱

検討を行い、職員宿舎第１号（杉並区）ほか７ いを検討中である。職員宿舎第１号（杉並区）

件については事業の縮小に伴い処分の検討を ほか７件のうち１件については、平成20年４月

行い、職員宿舎第１号（札幌市）ほか１件につ に一部を国に承継し、その他の物件について

いては平成19年度内に売却し、熊本ほか１件 は、事業の縮小に伴い処分を検討中である。

については平成20年度内に売却する。 職員宿舎第１号（札幌市）ほか１件について

は、平成20年３月に売却した。宿舎（熊本ほ
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か１件）については、平成20年４月に国に承

継した。

なお、その他の物件のうち職員宿舎８

号については、一般競争入札を行い売却

処分を行い譲渡収入を国庫に納付した。

・ いずみ倉庫については、借り上げとの費用 ・ いずみ倉庫については、平成20年度に実

対効果を含め検討する。 施した当該資産の鑑定評価額を前提として借

り上げとの費用対効果に係る分析結果を踏ま

え、当面、保有を継続し有効活用することとし

たが、新たな中期目標が開始される平成23年

度以降は、国への返納措置又は売却を検討

することとしている。

● 実施許諾に至っていない特許権等に関する見直し状況が必ずしも明らかでない法人について、特

許等の保有の必要性についての検討状況や、検討の結果、知的財産の整理等を行うことになった場合

の取組状況や進捗状況等を踏まえた法人における特許権等に関する見直し

対応

該当無し

●その他「平成 22 年度業務実績評価の具体的取組について」に記載のない項目

（金融資産）

対応

該当無し

「４ 人件費管理」について

対応

（諸手当について）

国と異なる諸手当はない。

（法定外福利費について：レクリエーション経費の取扱）

国費を財源とするレクリエーション経費については、「独立行政法人のレクリエーション経費に

ついて」（平成 20 年 8 月 4 日総務省行政管理局長通知）に基づき支出していない。

（法定外福利費について：レクリエーション経費以外の福利厚生費）

レクリエーション経費以外の福利厚生費については、職員宿舎賃貸借料、法令等に基づく職員の

定期健康診断料、労働安全確保のための救急薬品の常備及び蜂毒抗体検査費用に係る経費などがあ

るが、国民の信頼確保の観点から経費の効率的執行に努めている。
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「５ 契約」について

対応

（随意契約の規定を国と同様とすること等について）

公告期間、予定価格の作成の基準については、国と同様の基準を定めており、包括的随意契約条

項または公益法人随意契約条項については設定していない。なお、平成 21 年度に、複数年度契約

を規程に定めた。

（１者応札・応募の改善に向けた取組）

平成 20 年度業務実績評価における評価委員会の意見「今後においては、一般競争入札等におけ

る１者応札の割合を減少させるよう努めるなど、引き続き適切な契約の確保に努められたい。」が

あったが、「森林総合研究所森林農地整備センター入札監視委員会」から「１者入札が増える傾向

から、センターとして１者入札の分析をしてはどうか」と提案を受け、センターにおいて、入札辞

退者等からのアンケートを含めた要因分析を行い、平成 21 年 5 月から以下の改善策を実施し、入

札・契約の適正化及び、入札参加要件の緩和などを図る取組を行っているところである。

① 予定価格 6,000 万円未満の工事及び測量・建設コンサルタント等業務については、全ての等級

に属する有資格者を対象とした。

② 登録業者の本支店等の地域要件については、当該県及び隣接県を対象としていたが、整備局管

内にまで拡大した。

③ 技術的工夫の余地が少ない工事については、同種工事の実績要件を緩和した。

④ 総合評価方式の技術提案書類については、予定価格 6,000 万円未満の工事の技術提案項目を 2
項目から 1 項目に変更し、予定価格 6,000 万円以上の工事の技術提案項目を 4 項目から 3 項目に

変更して簡素化を図った。

⑤ 発注時期の集中による配置予定技術者の不足を回避するため、年度当初に契約ができるよう 2
月に公告し、早期発注に努めた。

⑥ 四半期毎に発表している発注予定情報については、ホームページに掲載するとともに当該事務

所において掲示した。

上記改善策に加えて平成 22 年度においては、 新たに RSS システムを導入したところ、建設工

事、測量・建設コンサルタント等業務に関する１者応札については、前年度 14 件から平成 22 年度

では 5 件に減少した。

（契約監視委員会の設置）

契約状況の点検・見直しについては、総務省行政管理局からの事務連絡（平成 21 年 11 月 17 日）

に基づき、競争性のない随意契約の徹底した見直しと、一般競争入札等の競争性確保を図るため、11
月 30 日、「森林総合研究所契約監視委員会設置運営要領」を制定し、主務大臣が承認した監事及び

外部有識者で構成された委員会を設置した。

平成 22 年 2 月 17 日に委員会を開催し、随意契約、一般競争入札の内、１者応札・応募となった

契約について点検、見直しを行うと共に、その結果を踏まえ主務大臣の点検、見直しが行われ、セ

ンター独自並びに農林水産省所管他独法共通の指摘があった。

この指摘を踏まえ、１者応札（平成 20 年度 62 件）については、要因の更なる改善として、公告

期間の十分な確保、応札者への周知方法の更なる検討をすることとした。

平成 22 年度での改善状況等については、平成 23 年度において契約監視委員会を開催し審査を受

けることとした。

「６ 内部統制」について

２－１ 平成 21 年度業務実績評価における指摘事項のフォローアップに際して、法人における以下の
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取組についての評価に、特に留意する。また、その評価に当たっては、各法人は、二次評価意見への

対応・取組を業務実績報告書等で明らかにし、府省評価委員会はこれを基に評価を行い、府省評価委

員会としての見解を明らかにしているかに留意する。（平成22年度業務実績評価の具体的取組につい

て）

●法人の長は、組織にとって重要な情報等について適時的確に把握するとともに法人のミッション等

を役職員に周知徹底しているか。

対応

理事長は、森林農地整備センター所長と密接に意思疎通を図りつつ、法人の長として、年度計画

の策定、予算の配分措置、研究所会議の開催等を通じ、センター業務全般についても総括し、指示

している。また、森林農地整備センターの業務を統括しているセンター所長は、整備センター幹部

会等の会議を通じ、センター内の業務全般にわたって把握・指揮すると共に、その状況については、

理事長等が出席する理事会、事業運営会議等を通じ報告等を行い、必要な指示を受けている。

また、平成 20 年度に制定した「緑の行動規範」に、整備センターの果たすべきミッションを明

記し、イントラネットへの掲載及び「緑の行動規範」携行版を作成し全役職員に配布し周知徹底を

図っている。また、このミッションを果たすため定めた中期計画及び年度計画について、幹部会及

び整備局長等会議等において周知徹底を図るとともに、イントラネットに掲載している。

●法人のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の洗い出しを行い、組織全体として

取組むべき重要なリスクの把握・対応を行っているか。その際、目標・計画の未達成項目（業務）

についての未達成要因の把握・分析・対応等に着目しているか。

対応

整備センターにおけるリスク管理として、法令遵守に関しては、整備センターの果たすべきミッ

ションの達成を阻害する要因として、重大なコンプライアンス違反が挙げられことから、組織をあ

げてコンプライアンスの推進に取り組むこととし、整備センターに設置したセンター所長をトップ

とする「センターコンプライアンス推進委員会」の下、平成 20 年度に制定した「緑の行動規範」

の周知徹底及びコンプライアンスの一層の推進と徹底を図るため、PDCA サイクル（P：年度実施

計画を審議・承認、D：実施、Ｃ：全職員を対象にコンプライアンス・自己診断を実施し、浸透・

定着状況の点検、A：次年度の実施計画策定にあたっての課題を抽出）を実施している。さらに、

問題点の把握には、「独立行政法人森林総合研究所公益通報処理規程」を設けて、不正行為を内部

からチェックできるシステムも整備している。

また、契約事務適正化に関しては外部委員からなる契約監視委員会及び入札監視委員会を設置し

て、問題点を把握し解決策を講じている。

さらに、監事監査を通して業務監査が行われ監事の意見に対する措置を講じている。

２－２ 内部統制の充実・強化に向けた、府省評価委員会及び法人における積極的な取組について注

視する。（平成22年度業務実績評価の具体的取組について）

対応

コンプライアンス推進委員会や入札監視委員会等の議事内容については、整備センター幹部会へ

の報告を通じて、整備センター所長を含む理事及び幹部職員が把握しており、これらの情報を得て

問題があると認めた場合には、直ちにこの会議を通じて課題の解決に向けた指示を発することとし

ている。

「７ 関連法人」について
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対応

該当無し

「９ 業務改善のための役職員のイニシアティブ等についての評価」について

● 「法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を図る取り組みを促すアプローチ」を注

視する。

● 「法人における職員の積極的な貢献を促すための取り組み（例えば、法人の姿勢やミッションを

職員に徹底する取り組みや能力開発のための取り組み）を促すアプローチ」を注視する。

（以上、「平成 21 年度業務実績評価の具体的取り組み」より）

対応

水源林造成事業の平成 22 年度の新規契約は、すべての契約について土地所有者等関係者の同意

を得て、本年度より本格的に導入した広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐時の伐採

面積を縮小、分散化した契約内容で締結した。既契約分については、土地所有者等契約者の意向を

踏まえ、長伐期等の施業内容への契約変更を推進した。

また、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業においては、関係地方公共団体および受

益農家等の事業関係者に対して、前年度事業実施結果、当該年度事業実施計画、および事業実施状

況等を説明し、事業の実施内容について理解と協力を得て、着実に事業を実施した。

コンプライアンスの推進については、森林農地整備センターに設置した「センターコンプライア

ンス推進委員会」の下、PDCA サイクル（P：年度実施計画を審議・承認、D：実施、Ｃ：全職員

を対象にコンプライアンス・自己診断を実施し、浸透・定着状況の点検、A：次年度の実施計画策

定にあたっての課題を抽出）により「緑の行動規範」の周知徹底及びコンプライアンスの一層の推

進と徹底を図った。

具体的には、平成 21 年度に全職員を対象に実施したコンプライアンス自己診断の分析結果を踏

まえ、平成 22 年度においては、法令遵守、倫理意識の高揚の取り組みを継続する一方、「自由闊達

に意見が言える明るく風通しの良い職場づくり」と「地域貢献」を重点課題として、各職場で取り

組み課題を自主的に決定し、計画的に取り組んだ。

この結果、年度末に全職員を対象に実施したコンプライアンス・自己診断の結果、規範意識の一

層の浸透・定着が確認された。
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第３ 財務内容の改善に関する事項

（２）水源林造成事業等

第３-(２)-②

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

② 業務の効率化を反映した予算計画の実行及び遵守（地方組織の廃止
を含めた業務体制の整備、電子入札導入等の業務の効率化を進め、適 a 100 1
正な運営を行うための取組）

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回る成果が得られた 分科会
ａ ：中期計画に対して取り組みは十分であった 評価区分
ｂ ： 〃 取り組みはやや不十分であった
ｃ ： 〃 取り組みは不十分であった
ｄ ： 〃 達成が大幅に遅れている ａ
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目） 第４ 短期借入金の限度額

（２） 水源林造成事業等

指 標
法人の借入金について、借入に至った場合の理由、使途、金額、金利、手続き、返済

の状況と見込み

１．中期目標：

経費節減目標を踏まえた、中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

２．中期計画：

60 億円、（想定される理由）債券発行の遅延、その他の一時的な資金不足

３．中期目標の達成状況：

特定地域等整備経理において、

① 平成 20 年度に、債券発行を市場の状況から延期せざるを得なかったこと等により、期中に

おいて一時的に資金不足が生じる見込みとなったこと、

② 平成 22 年度に、長期借入金の償還（半年賦）とその財源となる負担金の徴収（年賦）の制

度差により、期中において一時的に資金不足が生じる見込みとなったこと

から、資金繰り資金として民間銀行より以下の短期借入れを行い、それぞれの年度内に償還した。

平成 20 年度短期借入金：31 億円

平成 22 年度短期借入金：12 億円

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

債券発行の遅延及び徴収と償還の制度差等により一時的な資金不足に対応するため短期借入を

行い、事業及び長期借入金の償還を確実に実行しており、借入に至った理由等は適切であったこ

とから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第４ 短期借入金の限度額

（２） 水源林造成事業等

第４－(２)

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

法人の借入金について、借入に至った場合の理由、使途、金額、金利、 a 100 1
手続き、返済の状況と見込み

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ａ ：借入に至った理由等は適切であった 分科会
ｂ ： 〃 やや不適切であった 評価区分
ｃ ： 〃 不適切であった

ａ
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)

（大項目） 第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

指 標 計画以外の重要な財産の譲渡

１．中期目標：

経費節減目標を踏まえた、中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

２．中期計画：

水源林造成事業等における分収造林契約等に基づく主伐及び間伐のための立木の販売及び公

共事業等の実施に伴い支障となる立木の販売を計画する。

（計画対象面積の上限） 29,900 ha

水源林造成事業等に係る以下の保有資産については、事業縮小に伴う人員の状況等に応じ、

売却等の処分に努める。また、その他の保有資産についても、事業の縮小に伴う処分や借り上

げとの費用対効果等を含め検討する。

＜売却対象物件＞

１ 事務所

宮ノ森分室(札幌市)

２ 宿舎

職員共同住宅（3DK：盛岡市）

島崎分室(熊本市)

職員宿舎(3 階建：熊本市)

職員宿舎(4 階建：熊本市)

実施結果：

（１）平成 20 年度から 22 年度までの立木の販売の対象となった面積は 8,315ha であり、上限の

範囲内となっている。

（２）農林水産大臣と財務大臣の協議結果に基づき、宮ノ分室（札幌市）、職員共同住宅 3DK（盛

岡市）、島崎分室（熊本市）、職員宿舎（3 階建：熊本市）、職員宿舎（4 階建：熊本市）につ

いて、平成 20 年 12 月に所有権移転登記を完了させ国へ承継した。

また、事業の縮小に伴い使用予定のない職員宿舎 8 号（東京都杉並区高井戸西）を、一般

競争入札により売却処分し、その譲渡収入 43,000 千円を平成 23 年 3 月 18 日付けで国庫納

付を行った。

なお、平成 18 年度及び平成 19 年度に老朽化に伴い使用予定のない施設として売却処分し

た職員宿舎（高根台宿舎他 5 物件）の譲渡収入 443,413 千円についても平成 23 年 3 月 18 日

付けで国庫納付を行った。

（参考）

平成18年度及び平成19年度に売却処分した保有資産の国庫納付額

高根台宿舎 248,760 千円

職員宿舎第7号 40,400 千円

職員宿舎第13号 43,523 千円

職員宿舎第14号 16,000 千円

職員宿舎第15号 32,730 千円
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職員宿舎第1号及び第2号 62,000 千円

計 443,413 千円

独立行政法人通則法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号）の改正（平成 22 年 5 月 28 日）に伴

い政府出資等に係る不要財産の譲渡に相当するものとして、保有資産（多摩森林科学園及び千代

田試験地の土地売却代等（地方公共団体の道路用地））38,015 千円を平成 23 年 3 月 18 日付けで

国庫納付を行った。

なお、平成 17 年度に売却した千代田試験地の土地の簿価超過分 839 千円は平成 18 年 7 月 7 日

付けで国庫納付を行った。

（参考）

平成14年度及び平成17年度に売却処分した保有資産の国庫納付額

多摩森林科学園（八王子市）土地 36,927千円 （簿価額 1.637千円、簿価超過額 35,920千円）

千代田試験地（かすみがうら市）土地 1,088千円 （簿価額 1,088千円）

計 38,015千円

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

上記実施結果のとおり、立木の販売の対象となった面積が上限の範囲内であること、

使用予定の無い保有資産を売却しており、譲渡に至った理由等は適切であったこと、

譲渡収入を国庫納付したこと、

からこの単位を「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(財務関係指標)の集計表

（大項目） 第５ 重要な財産の譲渡に関する計画

第５

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

計画以外の重要な財産の譲渡 a 100 1

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予 定 以 上（120 ％以上） 【達成度：140】
ａ ：十 分（90 ％以上～ 120 ％未満） 【達成度：100】
ｂ ：や や 不 十 分（60 ％以上～ 90 ％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：不 十 分（30 ％以上～ 60 ％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：要 改 善（30 ％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ａ ：譲渡に至った理由は適切であった 分科会
ｂ ： 〃 やや不適切であった 評価区分
ｃ ： 〃 不適切であった

ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） １ 施設及び設備に関する計画

（小項目）

指 標
① 中期計画に定められている施設及び設備について、当該事業年度における改修・整

備前後の業務運営の改善の成果

１．中期目標：

長期的な展望に基づき、老朽化対策を含め、業務の実施に必要な施設及び設備について計画的

な整備に努める。

２．中期計画：

業務の適切及び効率的な実施を確保するため、研究の重点課題の達成、品種開発、省エネルギ

ー対策等に必要な整備を行うほか、施設及び設備の老朽化等に伴う整備・改修を計画的に行う。

３．中期計画の達成状況：

省エネルギー対策等に必要な整備や施設及び設備の老朽化等整備・改修にあたっては、施設整

備・運営委員会で中期計画に基づいて年度計画の検討を行い、整備計画を策定して実行した。5
年間における整備・改修の計画及び実績は合計 28 件であり、これらの予算総額は中期計画 5 カ年

では、約 23 億 6 百万円であった。

整備・改修による効果の例として、研究本館の耐震補強により、大規模地震（震度 6 強～ 7 程

度）対策がとられたこと、また、エレベーター改修にでは、インバーター方式に改修したことに

よって、老朽化対策及び省エネルギー対策が図られた。RI 実験棟の改修では、放射線監視システ

ムと RI 排水施設を改修したことで、研究中断を起こすことがなく、RI 実験が長期的に実施でき

るようになった。育種センター本所では、無花粉スギ等組織培養施設において、組織培養棟と培

養苗等を順化するための順化温室を整備し、花粉症対策として行政ニーズの高い都道府県等に対

する無花粉スギの苗木の供給拡大を図った。また、省エネで高機能な熱帯温室を整備した。北海

道育種場では、老朽化していた種子貯蔵庫、機械器具倉庫等を複合多目的棟に集約して設備した。

東北育種場及び関西育種場では、点在していた種子乾燥室、機具資材庫等の苗畑関連施設を集約

し、業務運営の効率化を図った。

年度 整備内容 実行額（百万円）

１８ 研究本館及びエネルギーセンターINV新設換気用送 47

風機電力削減改修（本所）

共同溝温湿度警報監視システム改修（本所） 10

空調設備改修（東北支所） 62

構内上水道配管改修更新（関西支所） 20

下水道他改修（多摩森林科学園） 15

研究本館他アスベスト改修（本所・北海道支所） 299

無花粉スギ等組織培養施設 241

九州育種場研究実験等施設 87

１９ 研究本館及びエネルギーセンターINV新設空調用ポ 65

ンプ電力削減改修（本所）

共同研究棟改修（東北支所） 75

給排水設備改修（四国支所） 33

耐震関係改修（本所） 374
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北海道育種場複合多目的棟 83

２０ 研究本館耐震（四国支所） 137

共同研究棟改修（東北支所） 42

RI（放射線）実験棟改修（本所） 86

耐震関係改修（九州支所） 109

東北育種場多目的棟外整備 29

２１ 研究本館空調設備改修（九州支所） 38

研究本館INV新設エレベータ電力削減改修（本所） 32

林木育種センター熱帯温室整備 37

東北育種場複合多目的棟外整備 73

関西育種場複合多目的棟外整備 56

２２ 研究本館照明設備改修（本所） 68

研究本館エレベータ改修（本所） 34

東北育種場人工交雑温室整備 25

森林資源ｼﾞｰﾝﾊﾞﾝｸ拠点施設整備 123

北海道育種場遺伝子等解析室改修 6

計 28件 2,306

注：百万円未満を四捨五入した関係で、計が一致しないところがある。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

施設整備・運営委員会等によって整備計画を検討し、省エネルギー対策、施設等老朽化対策等に

資する施設及び設備の改善を計画的に実施し、業務運営の効率化を図ったことから、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

中期目標大項目 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

中期目標中項目 １ 施設及び設備に関する計画
第７-１

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 中期計画に定められている施設及び設備について、当該事業年度におけ
a 100 １

る改修・整備前後の業務運営の改善の成果

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期計画を大幅に上回る成果が得られた 分科会
ａ ：中期計画に対して改善の成果は十分であった 評価区分
ｂ ： 〃 改善の成果はやや不十分であった
ｃ ： 〃 改善の成果は不十分であった
ｄ ： 〃 達成が大幅に遅れている ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） ２ 人事に関する計画

（小項目） （１）人員計画

ア 試験・研究及び林木育種事業

① ア 試験・研究及び林木育種事業 試験及び研究等並びに林木育種事業の効率的か

指 標 つ効果的な推進を行うため、職員の重点配置等を行う。管理部門の効率化に伴う適切

な要員配置に努める。

１．中期目標：

期間中の人事に関する計画を定め、その実現を図る。

２．中期計画：

ア 試験・研究及び林木育種事業

試験及び研究等並びに林木育種事業の効率的かつ効果的な推進を行うため、職員の重点配置等

を行う。

管理部門の効率化に伴う適切な要員配置に努める。

３．中期目標の達成状況：

人件費について、独立行政法人においても平成 18 年度以降の 5 年間で、平成 17 年度における

額からその 100 分の 5 に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費削減に取り組む

ことが「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47
号）に明記された。このため、人件費の削減に努めることを基本として、研究開発や事業実行の

課題遂行に効率的に当たることができる人員配置で取り組むこととした。

（１）採用管理については

・平成 18 年度から採用を抑制しつつ、退職及び出向状況等を勘案し、以下のとおり、業務遂

行に必要な人的資源の確保に努めた。

・研究部門については、各研究領域、支所における研究体制及び中期計画に基づく研究課題

を勘案し、公募選考採用により専門的知識を有する研究者 9 名を採用するなど、研究体制

の充実を図った。

・一般管理部門については、業務状況や組織としての継続性等を勘案し、国家公務員試験 III
種合格者の中から 3 名を採用した。

（２）要員配置については

・総務部・企画調整部に関連する一般管理部門については、業務内容・業務量等の状況や係

等の組織の設置状況を踏まえて、適材適所を旨とした配置を行った。

・研究部門については、研究領域支所等の研究体制及び中期計画に基づく研究課題の達成等

を勘案し、研究職員を適切に配置した。

なお、人員配置状況の経年変化を参考資料 1 に示した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

政府の人件費削減の方針に従いつつ、簡素にして効率的な業務執行を旨として、人員減に見合

う適切な人員配置に努めたこと、などから「ａ」と評定した。
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参考資料1

○ 試験・研究及び林木育種事業における人員の配置状況の経年比較（期首／期末）

年 度
１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

区 分

総務
１２９ １４１ １３４ １３１ １２７

部門
《２０》 １２３ （９） １３５ （８） １２７ （８） １２０ （８） １１６

《１９》 （６） （８） （５） （６）

一般
企画

５１ ５７ ５８ ５６ ５７

職員
部門

《６》 ５３ （５） ５５ （６） ５３ （５） ５５ （５） ５５

《６》 （５） （５） （４） （５）

育種
－ ６８ ６４ ６２ ６５

部門
《６６》 － （６８） ６３ （６４） ６０ （６２） ５８ （６５） ５６

《６５》 （６３） （６０） （５８） （５６）

２５ ２７ ２５ ２５ １８

技術職員 《４》 ２４ （４） ２７ （４） ２５ （４） ２５ （０） １７

《４》 （４） （４） （４） （０）

４４８ ４９４ ４８３ ４７０ ４６９

研究職員 《４９》 ４５０ （４８） ４８４ （４６） ４７４ （４６） ４６４ （４５） ４６７

《４９》 （４５） （４６） （４５） （４６）

任期付
－ － 〔１〕 〔 １ 〕 〔１７〕

研究員
－ － 〔１〕 〔１〕 〔１〕

〈５〉 〈１９〉

０.５ ０.５ ０ ０ ０

再雇用職員 《１.５》 ０.５ （０） ０.５ （０） ０ （０） ０ （０） ０

《１.５》 （０） （０） （０） （０）

６５３.５ ７８７.５ ７６４ ７４４ ７３６

合 計 《１４６.５》 （１３４） （１２８） （１２５） （１２３）

６５０.５ ７６３.５ ７３９ ７２２ ７１1

《１４４.５》 （１２３） （１２３） （１１６） （１１３）

（注） １．期首は各年度の４月１日現在の職員数

２．期末は各年度の３月３１日現在の職員数

３．再雇用（再任用）職員については、週２４時間勤務であるため、１人当たり０.５人と換算

４．《 》は旧林木育種センター職員で外書、（ ）は林木育種センター職員で内書

５．〔 〕は任期付研究員を内書、〈 〉は研究開発力強化法による任期付研究員
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） ２ 人事に関する計画

（小項目） （１）人員計画

イ 水源林造成事業等

② イ 水源林造成事業等 定年退職者の不補充に加え、事業の見直し、組織の再編・

指 標 統廃合、業務運営の簡素化・効率化による職員の適切な配置及びセクションを超えた

人事配置等を推進する。

１．中期目標：

期間中の人事に関する計画を定め、その実現を図る。

２．中期計画：

イ 水源林造成事業等

定年退職者の不補充に加え、事業の見直し、組織の再編・統廃合、業務運営の簡素化・効率化

による職員の適切な配置及びセクションを超えた人事配置等を推進する。

３．中期目標の達成状況：

森林農地整備センターの組織については、センターが実施している農用地総合整備事業等に係

る事業区域等が完了・縮小したことを踏まえ、本部組織を再編・統合するとともに、出先事務所

を閉鎖・縮小させるなどの業務実施体制の整備を図ったところであり、職員については、事業規

模の縮小に対応した人事配置を行う中で、森林業務部門、農用地業務部門及び管理部門のセクシ

ョンを超えた人事配置を行った。

なお、人員配置状況の経年変化を参考資料 2 に示した。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

水源林造成事業等の職員については、森林農地整備センターの組織に対応した適切な配置を行

うとともに、セクションを超えた柔軟な人事配置も行ったこと、

から「ａ」と評定した。

独立行政法人森林総合研究所

241



参考資料2

○ 水源林造成事業等における人員の配置状況の経年比較（期首／期末）

年 度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

７３７ ７２０ ５７０ ５１９ ４７２

水源林造成事業等 （３６） ７２８ （３６） ６９８ 《３４》 ５６３ ５１７ ４６１

（３６） （３１）

（注） １．期首は各年度の４月１日現在の職員数

２．期末は各年度の３月３１日現在の職員数

３．18年度及び19年度は旧緑資源機構の職員数、20、21、22年度は森林農地整備センターの職員数

４．（ ）は旧海外農業開発事業の職員で内書、《 》は平成20年４月に(独)国際農林水産業研究セン

ターに承継された職員で外書
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） ２ 人事に関する計画

（小項目） （２）人材の確保

③ 研究職員の採用については試験及び研究等の推進に必要な優れた人材を確保するた

指 標 め、広く公募等により行うこととする。また、若手研究職員採用における任期付任用

制度の導入及び女性研究者の積極的な採用を行う。

１．中期目標：

研究職の流動化を図り、一層の成果を挙げる観点から、若手研究者については、任期付任用制

度を早期に導入する等、選考採用及び試験採用を有効に組み合わせ、女性研究者の積極的な採用

を図りつつ、中期目標達成に必要な優れた人材を確保する。

２．中期計画：

研究職員の採用については試験及び研究等の推進に必要な優れた人材を確保するため、広く公

募等により行うこととする。また、若手研究職員採用における任期付任用制度の導入及び女性研

究者の積極的な採用を行う。

３．中期目標の達成状況：

研究職員の採用については、森林総合研究所のホームページへの掲載と関連する大学及び都道

府県研究機関並びに科学技術振興機構研究者人材データーベースへの募集案内の公告掲示を依頼

するなど、広く公募を掛け女性研究者 1 人を含む 9 人を採用した。

また、任期付任用制度の導入については、研究開発力強化法を踏まえ、人件費 5 ％削減の対象

外となっている任期付研究員についても上記と同様に公募を行い、女性研究者 6 人を含む 21 人

を採用し、適切な人員配置に努めた。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

任期付任用制度の導入し、女性研究者 6 人を含む 21 人を採用したこと、

から「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項
（中項目） ２ 人事に関する計画

第７-２

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① ア 試験・研究及び林木育種事業 試験及び研究等並びに林木育種
事業の効率的かつ効果的な推進を行うため、職員の重点配置等を行う。 a 100 １
管理部門の効率化に伴う適切な要員配置に努める。

② イ 水源林造成事業等 定年退職者の不補充に加え、事業の見直し、
組織の再編・統廃合、業務運営の簡素化・効率化による職員の適切な a 100 １
配置及びセクションを超えた人事配置等を推進する。

③ 研究職員の採用については試験及び研究等の推進に必要な優れた人
材を確保するため、広く公募等により行うこととする。また、若手研 a 100 １
究職員採用における任期付任用制度の導入及び女性研究者の積極的な
採用を行う。

（ 指標数：３ 、ウェイトの合計③：３ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
300

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 3

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） ３ 環境対策・安全管理の推進

（小項目）

① 環境に対する影響に十分な配慮を行うとともに、事故及び災害を未然に防止する安

指 標 全確保体制の整備を行う。さらに、環境負荷低減のためのエネルギーの有効利用及び

リサイクルの促進に積極的に取り組む。

１．中期目標：

研究所は、環境に対する影響に十分な配慮を行うとともに、事故及び災害を未然に防止する安

全確保体制の整備を行う。さらに、環境負荷低減のためのエネルギーの有効利用及びリサイクル

の促進に積極的に取り組む。

２．中期計画：

事故及び災害を未然に防止するため、研究所に設置している関係委員会による点検、管理、施

設整備等に取り組むとともに、教育・訓練を実施する。

環境負荷の削減の観点から、施設の整備及び維持管理に取り組むとともに、資源・エネルギー

利用の節約、廃棄物の減量化、循環資源のリユース及びリサイクルの徹底、化学物質の管理強化

等を推進し、これらの措置状況について環境報告書として公表する。

３．中期目標の達成状況：

放射線障害を予防するため、放射線取扱主任者等を置いて放射線管理業務を行うとともに、放

射線業務従事者に対し必要な教育訓練を実施した。

事故及び災害を未然に防ぐため、業務に必要な免許及び技能講習等の資格取得に努めるととも

に、設備・機械等の点検、作業環境の快適化を図り、安全な職場環境の形成に努めた。また、安

全衛生委員会による職場巡視等の災害防止活動を通じて、リスクのある作業並びに箇所の改善を

行った。

化学物質の取り扱いについては、PRTR 法に基づいて毒物劇物の管理を行うとともに、危険物

貯蔵所の施設・設備の保全に努め、職員が安全・適正に利用できるよう管理運営に努めた。さら

に、薬品の取り扱いに関する講習会及び「化学薬品取扱いの手引き」を整備して職員に周知する

など、事故・災害・環境汚染の防止に努めた。

資源・エネルギー利用の節約、廃棄物の減量化、循環資源のリユース及びリサイクルの徹底、

化学物質の管理強化等を推進し、これらの措置状況について、所の環境に関する研究活動や社会

貢献を含めて環境報告書として公表した。物品調達に当たっては、環境物品エコ製品の積極的な

調達を平成 13 年度から継続して行ってきた。

（１）「森林総合研究所温室効果ガス排出削減計画」を策定し、省エネ・省資源の推進に努めた。

なお、環境対策等については「環境報告書」を毎年度公表している。

（２）研究本館の照明器具を省エネ型器具に更新、空調用ポンプ及びエレベーターのインバータ

ー化への改修等の省エネ・電力削減を行った。

（３）冷暖房運転の時間短縮及び室内温度の適正管理を行い、省エネに努めた。

（４）ゴミの分別回収について各種会議やポスター等により、職員に周知徹底し、再資源化の推

進と廃棄物の削減に努めた。

（５）物品調達に当たっては、環境物品エコ製品の積極的な調達を平成 13 年度から継続して行

っている。

（６）業務に必要な免許及び技能講習等の資格取得に努めるとともに、設備・機械等の点検、作

独立行政法人森林総合研究所

245



業環境の快適化を図り、安全な職場環境の形成に努めた。また、安全衛生委員会による職場

巡視等の災害防止活動を通じて、リスクのある作業並びに箇所の改善を行った。

（７）PRTR 法に基づいた化学物質の年間取扱量の把握や毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物

の管理を行うとともに、危険物貯蔵所の施設・設備の保全に努め、職員が安全・適正に利用

できるよう管理運営に努めた。

さらに、薬品の取り扱いに関する講習会及び「化学薬品取扱いの手引き」を整備して職員

に周知するなど、事故・災害・環境汚染の防止に努めた。

（８）消防法の改正に伴い消防計画の見直しを行い、地震災害にも対応した防災体制を整備し、

職員に周知徹底した。

森林農地整備センターにおいて、中期目標期間中の各年度における環境対策を「環境報告書」

としてとりまとめ、ホームページに公表した。

森林農地整備センターにおける安全衛生に係る取り組みとして、以下のとおり実施した。

・ 平成 20 年度に森林農地整備センターに安全衛生委員会を設置し、その審議結果を踏まえ、産

業医（非常勤）による健康相談室の開催や災害時における職場内の安全対策のための職場内巡

視を行った。

・ 現場業務の安全面に一層配慮する観点から、有害動植物対策の一環としての蜂災害対策とし

て、応急器具・防蜂網等の配布、蜂アレルギー健診等の徹底を図るとともに、現場事務所に備

え付けている保護具等について、点検を行った。

また、水源林造成事業の現場においては、打合せ会議等を通じ造林者に対して安全管理に関

する指導等を行うとともに、農用地総合整備事業等の現場においては、労働災害防止のための

安全パトロールを行い、適切な工事施工、施工機械の事故防止等について確認・点検を行った。

・ 平成 21 年に発生した新型インフルエンザに対して、対策本部を立ち上げ、行動計画等を作成

し、手洗いの励行、マスク着用の徹底及び会議等の自粛を行うなど発病及び感染防止に努めた。

・ 中央労働災害防止協会が主催する「メンタルヘルス指針に基づく管理監督者セミナー」（平成

23 年 1 月 25 日開催）に職員 2 名を参加させるとともに、心の健康保持のためのメンタルヘル

ス対策を各職場において適切に取り組むよう周知を図った。

・ 毎年実施されている「全国安全週間」及び「全国労働衛生週間」の期間中、職場内へのポス

ター掲示及びイントラネットへの記事掲載により労働安全衛生の徹底を図った。

評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

放射線障害の予防に努め、必要な教育訓練を行ったこと、

化学物質の取り扱いについては、PRTR 法に基づいて毒物劇物の管理を行うとともに、危険物

貯蔵所の施設・設備の保全に努めたほか、「化学薬品取扱いの手引き」を整備して職員に周知する

など、事故・災害・環境汚染の防止に努めたこと、

中期目標期間中の各年度における環境対策を「環境報告書」としてとりまとめ、ホームページ

に公表したこと、

安全衛生管理計画を策定、職場内巡視、事務所に備え付けた保護具等の点検実施等により、安

全衛生に取り組んだこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） ３ 環境対策・安全管理の推進

第７-３

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 環境に対する影響に十分な配慮を行うとともに、事故及び災害を未
然に防止する安全確保体制の整備を行う。さらに、環境負荷低減のた a 100 １
めのエネルギーの有効利用及びリサイクルの促進に積極的に取り組む。

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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中期目標期間評価シート(指標)

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

（中項目） ４ 情報の公開と保護

（小項目）

指 標 ① 情報の公開及び個人情報の保護を適切に行う。

１．中期目標：

公正な法人運営を実現し、法人に対する国民の信頼を確保する観点から、情報の公開及び個人

情報の保護を適切に行う。

２．中期計画：

研究所の諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、情報公開業務の充実を図り、適正か

つ迅速な対応に努める。

個人の権利及び利益を保護するため、研究所における個人情報の適正な取扱いをより一層推進

する。

３．中期目標の達成状況：

情報の公開については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、平成 14
年 10 月 1 日に「独立行政法人森林総合研究所情報公開実施規程」を整備したが、19 年度には林

木育種センターとの統合、20 年度には森林農地整備センターの承継を行ったために規程の改正を

行った。研究所では、情報提供制度に基づく情報開示請求が行われた場合には、法人文書の特定

に努めるとともに速やかに開示請求者への法人文書の開示を実施して、法人文書の公開が適正か

つ円滑に実施されるよう努めてきた。なお、試験・研究及び育種事業分野においては、これまで

開示請求は行われていない。

また、研究所の諸活動の一部として、ホームページの業務紹介に法定公開情報として、役職員

に関する情報、中期目標、中期計画、年度計画、財務情報、監査情報、評価結果等を公開すると

共に、調達情報として契約相手の氏名、契約方式、契約金額なども公開している。

また、情報公開業務については、情報公開ファイル管理簿のデ－タ等の電子化を行って業務の

適正化と迅速化に努めた。

一方、個人情報の保護と管理については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律」に基づき、平成 17 年 4 月 1 日に「独立行政法人森林総合研究所における個人情報の適正な

取扱いのための措置に関する規程」を整備したところであるが、既述した理由で 19 年度及び 20
年度に所要の改正を行った。また、情報セキュリティ対策を進めるために平成 22 年 10 月には森

林総合研究所情報セキュリティポリシー」を制定し、職員への周知、研修を実施した。

また、個人情報の保護について職員の理解を深めるために、総務省関東管区行政評価局主催の

「情報公開・個人情報保護制度の運営及び文書等の管理に関する研修会」に担当者を出席させ、

法律の趣旨等を理解させることにより、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運

営に活かすこととした。

さらに、「公文書等の管理に関する法律」の平成 21 年 7 月 1 日の公布及び平成 23 年 4 月 1 日の

施行に向けて、独立行政法人国立公文書館主催の「公文書保存管理講習会」、「つくば分館研修」

及び内閣府が主催した「今後の公文書管理の取組に関する独立行政法人等連絡会議」に担当職員

を参加させ、公文書等に関する法律の理解を深めて今後の文書管理の適正化に活かすこととした。

また、これらの情報については、会議等を通じて情報の公開及び個人情報の保護について説明会

を開催し周知・啓発を図った。
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評 価 結 果 ｓ ａ ｂ ｃ ｄ ウェイト １

評価結果の理由：

情報の公開については、規程の整備、法定公開情報の整備、開示請求への速やかな対応等を行

った、

個人情報の保護については、規程を整備するとともに、職員への周知・啓発を図った、

情報セキュリティ対策に取り組み、「森林総合研究所情報セキュリティポリシー」を制定すると

ともに、職員への周知、研修を実施したこと、

などから「ａ」と評定した。
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中期目標期間評価シート(指標)の集計表

（大項目） 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項
（中項目） ４ 情報の公開と保護

第７-４

評価結果

具 体 的 指 標 達成 達成度 ｳｪｲﾄ
区分 ① ②

① 情報の公開及び個人情報の保護を適切に行う。 a 100 １

（ 指標数：１ 、ウェイトの合計③：１ ）

達成度の計算：
｛（指標の達成度①）×（同ウェイト②）｝の合計

＝
100

＝ 100.0 (%)
ウェイトの合計③ 1

【評価の達成区分】

ｓ ：予定以上達成（120％以上） 【達成度：140】
ａ ：概 ね 達 成（90％以上～120％未満） 【達成度：100】
ｂ ：達成はやや不十分（60％以上～90％未満） 【達成度： 80】 評価結果
ｃ ：達成は不十分（30％以上～60％未満） 【達成度： 40】
ｄ ：未 達 成（30％未満） 【達成度： 0】

ａ
【分科会評価区分】

ｓ ：中期目標を大幅に上回り達成している（120％以上） 分科会
ａ ：中期目標を概ね達成している（90％以上120％未満） 評価区分
ｂ ：中期目標の達成がやや不十分である（60％以上90％未満）
ｃ ：中期目標の達成が不十分である（30％以上60％未満）
ｄ ：中期目標に対して達成が大幅に遅れている（30％未満） ａ
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